
• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算特別委員会記録 
 

（３日目） 
 

令和８年３月５日



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １  

 

午前１０時００分開会 

○伊藤のぶゆき委員長 皆さんおはようございます。

これより予算特別委員会を開会いたします。 

  第５号議案の予算総則第１条中、歳出第４款産

業経済費、歳出第６款土木費から歳出第１０款予

備費、第２条債務負担行為から第４条歳出予算の

流用並びに修正案、第６号議案、第７号議案、第

８号議案の全部について質疑を行います。 

  本日から審査区分が変わりますので、よろしく

お願いいたします。 

  最初に、共産党から質疑があります。ぬかが委

員。 

○ぬかが和子委員 まずは教育についてです。 

  昨年末、このようなチラシが私の手元に届きま

した。７８人の部員で活動している第十四中吹奏

楽部のチャリティーコンサートのお願いです。今

年度の楽器の修繕費、修復可能な楽器の更新費用

だけで、既に総額１５０万円を超えています。と

いうふうに書かれていて、裏面では、現状とお願

いが書かれています。多くの学校備品楽器が、故

障、劣化で使用できず、顧問の先生の私物の楽器

や他校の楽器をお借りして練習しています。 

  具体的には、トランペット、先生のお知り合い、

保護者より４本を借用、使用できる楽器数ゼロ、

ホルン、先生のお知り合い、他校より２本を借用、

使用できる楽器数ゼロ、全部読んでると時間ない

ので、クラリネット、先生、他校より計１３本を

借用、使用できる楽器数ゼロ、フルート、保護者、

他校より３本を借用、使用できる楽器数ゼロ。 

  これ教育長どう思いますか。 

○教育長 そのチラシを拝見しております。 

  ただ実際学校に聞きますと、全くその使用でき

ないという状況ではなくて、必要なものは修繕を

しながら、ただ古いものを大事に使いながら、吹

奏楽の方で使っていただいてるというふうな認識

でございます。 

○ぬかが和子委員 でも、本当に楽器劣化すると、

ここ御存じのようにマーチングコンテストでは、

全国で毎年金賞を取っている。そして、部員も多

いところですよね。やっぱり楽器なければできな

いし、私も実はこの吹奏楽部出身だったんだけれ

ども、本当に使える楽器ないから自分で買ったん

ですよ。で使ってたんですよ。やっぱりそういう

状況は改善するべきだと思うんですね。 

  実は、３年前の２定の代表質問で、私これ質問

しました。学校の金管バンドや吹奏楽部の楽器の

状態が相当厳しいとアートリエゾンセンターの報

告書で指摘されている。政策提言にあるように、

楽器のメンテナンスの仕方を改善するとともに、

楽器の更新を長期的な計画を立てて進めるべきで

はないかということを質問したところ、最終的に

は区の方は検討に着手するというふうに答弁して

るのですけれども、やっていないではないかと思

うのですが、どうでしょうか。 

○学校支援課長 ぬかが委員からの御質問を受けま

して、東京藝術大学の先生にアドバイスを求めて

はおります。その中で経費掛かるので、何年かに

分けて中期計画で行っていけばよいですとか、メ

ンテナンス講座を実施してみたいとの提案もござ

いましたので、そういった判断基準をつくりなが

ら、メンテナンスの講座などは実施をさせていた

だいてるところでございます。 

○ぬかが和子委員 ほかの学校から借りるとか、昔

から先生の私物というのは常態化してたんだけれ

ども、やっぱり改善しようという意思はないので

しょうかね。 

  子どもの未来応援基金を活用するとか、区の予

算を活用して、直ちにこういう更新を全区的にや

るべきではないかと思うのですが、どうでしょう

か。 

○学校支援課長 やはり活動の中で適した楽器は使

っていただきたいと思っております。一番のネッ

クは、やはりその年度に応じて使う楽器が、使う

楽器の人数が異なるというところが非常に課題か
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なと思っています。今年の人数と来年度の人数、

新入部員などで変わるところもございますので。 

  特に十四中については、修繕費を昨年度残して

る部分もございましたので、きちっとまずは修繕

をしていただく、その上で、まだ足りないようで

あれば、今年度もそうですけれども追加の予算配

付をさせていただいている状況でございます。 

○ぬかが和子委員 やってると言ったって、こうい

うものが出ている、使えないという、そういうチ

ラシが出されてるわけですよ。区は本当に義務教

育施設建設資金積立基金には１７０億円、今回最

終補正で積んだわけですよね。その前に、こうい

った、正に子どもたちがやりたいことを応援する、

そういう姿勢に立つべきではないかと思いますが、

どうでしょうか。 

○学校支援課長 お子さんたちの活動ですとか、教

育の中で応援したい気持ちは区としても持ってお

ります。 

  十四中に特化させていただくと、やはり全国大

会に出場する際の輸送費などで５００万円を超え

る輸送費なども持たせていただいておりますし、

今回、この十四中については、一番問題はやはり

楽器の数と修繕のところがきちっと把握できてな

かったというところが問題かなと考えております。 

○ぬかが和子委員 聞いたことに答えないで、そう

いったつらつら答弁しないでいただきたい。私、

聞いてるのは、子どもたちを応援するという立場

で、現実に即して支援する姿勢に立つべきではあ

りませんかと聞いてるんですよ。 

  区長どうですか。 

○区長 そのチラシの後、区民の声も幾つか参りま

した。チラシの内容も問題ではないかというよう

なことと、実際どうなのですかというお話、その

ところも教育委員会で確認して、今、学校支援課

長が答弁した内容だったわけですけれども。 

  そうは言っても、十四中ばかりでなく、今御存

じのとおり、非常に吹奏楽、区内で盛んでござい

ますので、どのレベルに合わせて楽器を配布して

いくかという基本的なやはり計画は、どうしても

必要かというふうに思います。 

  それの内容については、これ以降、ちょっと現

場から資料を取り寄せて、私自身確認させていた

だいて、令和８年度の予算が十分行き渡ってるか

どうか、教育長共々確認させていただきます。 

○ぬかが和子委員 是非よろしくお願いします。 

  続いて、私は本会議代表質問で、足立区中南西

部は古くからの農道密集市街地が多く、火災も多

く発生していると、興本地域の密集事業の実施を

求めました。 

  建築室長は、火災、震災から命を守る密集事業

を絞る姿勢はないと答弁したのですけれども、し

かし建設委員会で副区長がこう答弁してるんです

よ。「密集事業は、元は予算の関係もあって、３

か所以内ということで絞ってきた」と答弁してる

ではありませんか、どうですか。 

○建築防災課長 建設委員会で、副区長からそのよ

うな発言あったのがありましたけれども、その意

味としましては、本会議の中の答弁でもありまし

たけれども、密集事業については、長い期間要す

る事業であり、限りある予算及び人員を集中的に

投入するものであるので、全ての地区で実施する

ことは難しい状況でございますので、そういう意

図の発言をされたというふうに考えてございます。 

○ぬかが和子委員 しかも、今正に言ったんだけれ

ども、私の質問で、全ての地区で密集事業をやっ

てくださいなんて言ってないんですよ。それを本

会議の質問でも今の答弁ですよ。全ての地区でな

んて聞いてないではないですか。危険度の高い木

密地域から導入してほしいと言ってるんですよ。 

  扇・本木のある町会長さんに、例えばこの密集

事業はこういう事業ですよと、空き家を区が買い

取って緑と憩いのプチテラスを造って、防災性を

高める事業だと紹介しますと、そういうものがあ

るんですねと、いわゆる道路を抜くことしかイメ
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ージない方が多いわけです。でもそうではないん

だということで、是非やってほしいというリアク

ションでした。 

  これが正に、以前に区に出していただいた全東

京中の５，１９２丁目の中で、東京のワースト１

００に入っている足立区の２０の町丁目です。 

  この赤くシール貼ってあるのは、密集事業をや

ったか、今やっているところ。だから、確かに上

位３つはやってるんですよ。でも、関原とか中川

二丁目とか千住四丁目とか西新井本町四丁目とか、

非常に危険度高いところはそういう対象になって

いない。だからこういうところから優先度を設け

て、この密集事業をやるべきではないかというふ

うに思ってるのですが、どうでしょうか。 

○副区長 私の答弁、かつては密集事業、お金も掛

かりますし、人的な必要もあるので３か所に絞っ

てきたと、これは答弁したとおりでございます。 

  ただ今、防災に非常に力を入れてますので、も

ちろん財政の方とは相談をしなければいけません

けれども、あと、人の手配とお金と考慮して、ど

ういう形で進められるのかというのは検討してい

きたいと思います。 

○ぬかが和子委員 是非お願いしたいと思います。 

  一方で市街地再開発ですが、北千住で３か所、

西新井で１か所、竹の塚で１か所、五反野駅前や

ほかでも勉強会が行われています。 

  おおむね補助金は、総事業費の２割から４割近

くを占めると区も答弁していただいたことがある

のですが、区は補助金は要綱に即して特定の対象

費項目に交付される。事業成立のため対象経費の

一定割合を支援するものだと言っているのですが、

実態とすると、従前の高い古い建物の除却、再開

発の設計費、再開発ビルのマンションの共有部分、

立地適正化計画での都市機能誘導施設の床など理

由が付くもの、ありとあらゆるものを対象に、国

の社会資本整備交付金や補助要綱で精算するわけ

です。 

  大ざっぱに言えば、国が積算した補助金の半分、

自治体が残り半分ぐらいの負担割合で補助金を出

すと。これがビル床原価の低減になり、補助金は

増える分だけ、保留床の処分金は安くなります。 

  タワーマンションなどの再開発事業では、再開

発ビルの権利床は僅かでして、大半８割から９割

は保留床が占める。つまり、補助金の８割から９

割は、保留床を買い受けるデベロッパーの買入れ

代金を安くすることにつながると思うのですが、

どうでしょうか。 

○伊藤のぶゆき委員長 どなたか答弁。 

○副区長 再開発事業は、国の、東京都の認可を受

けて適正に実施されているものと考えております。

ただ、デベロッパーについての利益とか、そうい

うものもきちっと会計を出して確認しております

ので、適正に行われるべきというふうに考えてお

ります。 

○ぬかが和子委員 結局、補助金が保留床の値段安

くするから、それでもうけが取れるというふうな

仕組みになってるわけですよ。で、実は似たよう

な質問、文書質問でやったところ、御質問の件に

ついては区では把握しておりませんという回答で

した。 

  そのとき紹介した事例というのは、中野区にあ

る再開発の事例で、デベロッパーの仕入れ原価は

一部屋当たり５，０００万円程度で、平均売価が

１億６，０００万円以上、一部屋当たり１億１，

０００万円という巨額のもうけになると、こうい

う実態があるわけです。 

  また、ほかの都市計画事業では、最後の一人ま

で一地権者として自分のことを決められるわけで

すよね。最後、もちろん強制執行というのはあり

ますけれども、だけれども最後まで一地権者なの

ですよ。１という権利を持つ地権者だけれども、

市街地再開発は違います。３分の２の同意ででき

るわけですから、つまり地権者が１００人いた場

合は、３２人が反対していても強行ができます。
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戸建てがマンションになることによって、従前居

住者は一地権者ではなくて、割合にすれば０．０

０何％という権利になるわけですね。 

  実は、文書質問でこういうふうに聞いたんです

よ。空中権に切り替わり保留床の割合はごく僅か

であり、資産が目減りする実態があると思うがど

うか。というふうに聞きますと、今度は区は、市

街地再開発事業及び個人の資産ごとに、従前従後

の権利変化が異なるため、実態は把握しておりま

せんと答弁をしました。 

  先ほども区は把握しておりません。今度は実態

は把握しておりません。 

  この市街地再開発で、従前地権者が不利になる

要素については、目をつぶって見ないようにして

いるとしか思えないのですが、どうでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 すみません、御答

弁のとおり、具体的にそれぞれの件については把

握はできていないのですけれども、例えば千住に

限って言えば、これから事業計画が作成されて権

利変換がされますけれども、その中では、今ぬか

が委員がおっしゃってたことについては、その中

で確認できることがございますので、そこら辺に

ついては注視をしていきたいというふうに考えて

ございます。 

○ぬかが和子委員 例えば、日本橋室町一丁目再開

発では、１７６平米の所有権を持つ権利者は、権

利変換で１２㎡相当の共有持分だと。９４％を剥

奪されて、新しいビル床を得るという実態があっ

て、容積率が上がり、保留床が増えれば増えるほ

ど権利床の割合が減るということはあると思いま

すが、どうでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 そういう傾向はあ

るとは思いますけれども、それは権利変換のやり

方の違いで、従前権利者の権利をどういうふうに

見ていくのかというところでも変わってきますの

で、そこら辺は再開発事業ごとに変わってくるか

なというふうに思っております。 

○ぬかが和子委員 全国的な傾向として、これあち

らこちらで報告されてることなわけですよ。市街

地再開発は、デベロッパーにとっておいしい事業

なわけです。千住一丁目再開発だって４０億円の

補助金投入して、単なるマンションが造られまし

た。大手も含めてデベロッパーが躍起になって進

めています。 

  東京新聞では、公費負担の総額が１兆５４３億

円と、こういう報道もありました。足立区だけで

もこれからの再開発、全部合わせれば数百億円の

補助金が必要になります。 

  実はこの表は、これ表なのですけれども、株式

会社不動産経済研究所というところの超高層マン

ション動向２０２４、この資料を基に作成した超

高層マンションの地域別計画棟数戸数なのですけ

れども、足立区は港区、品川区、中央区に次ぐ第

４位なんですよね。 

  デベロッパーに頼みになれば、失敗のリスクも

高まるわけです。こういうもう多数進出している

中で、国土交通省が昨年３月３１日に事務連絡出

しました。もう建設コスト、人件費上昇している

という中で、この再開発の補助金対象を令和９年

度以降は絞り込むということです。再開発事業に

対する補助金を見直して、必要性、緊急性の高い

事業に絞り込んで、それ以外の事業には交付はし

ないというものです。 

  これでいきますと、北千住の東口の２地区、そ

れから西新井駅の西口南地区、北千住西口飲み横、

これは社会資本整備総合交付金の交付対象になる

地区だと思いますが、竹ノ塚東口、それから勉強

会やられている五反野なども、令和８年度中に都

市計画決定がされなければ困難になると思います

が、どうでしょうか。 

○都市建設課長 ぬかが委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○ぬかが和子委員 この工事費が高騰した場合の対

応についても、通達ではいろいろ言っているんだ
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けれども、要はあらかじめ想定して対応方針、こ

ういう計画見直し、こういったものをちゃんとや

るようにということで、これは文書質問の中で、

私、関係者や議会にも、そういうリスクを明確に

する。方針を作成する。これ共有すべきではない

かと質問しました。そうしたところ、関係者で共

有すると答弁がありました。 

  でも私、六町のことを考えても、リスクとか高

騰した場合の対応方針というのは何も関係者だけ

ではなくて、議会も含めて共有すべきではないか

と思いますが、どうでしょうか。 

○都市建設課長 例えば国土交通省から来た通達に

ついて、議会に向けて情報提供するかという話に

なるかなと思っておりますけれども、今時点の中

ではそういう形はやっておりませんので、また大

事なところについて、またやらせていただければ

なと思います。 

○副区長 再開発をする場合は、基本は地権者の合

意を１００％を得るということで進めますので、

当然そこの方々にはしっかりと説明する必要があ

ると思いますけれども、それによってやっぱり周

辺環境が変わってきますので、やっぱり周辺の皆

さんですとか、当然議会の方にも説明をさせてい

ただくということになると思います。 

○ぬかが和子委員 足立区は、駅まちづくりといえ

ばタワーマンション再開発なのですけれども、駅

前でも修復型のまちづくりは可能で、小規模連鎖

型区画再編事業、ランドバンク事業ともいい、有

無を言わさず権利を奪うような再開発とは異なっ

て、良好な住環境整備もできます。 

  福井市の取組を若干紹介します。 

  恐竜で知られる福井駅前は、市街地再開発ビル

が何本も立ち並んでいて、空き部屋、空き店舗だ

らけで、がらんとした無機質なまちでした。その

中で、駅近くにある新栄商店街というのは、再開

発を選択しないで、小規模連鎖型修復型というこ

とで、この商店街を再生して、レトロでおしゃれ

だと大人気になって、空き店舗もほぼなくなった

そうです。 

  区議団で調査を行いました。 

  次から次へと、各店舗がこういったまちなか再

生ファンドという補助制度を利用して、リノベー

ション耐震化も行って、すてきなお店が並んでい

るというものでした。それから、これは、コノジ

ナガヤといいまして、複数の地権者が共同して、

耐震補強リノベーションやって、正にランドマー

ク的な施設になって、コミュニティーの拠点とし

てにぎわせているというような取組です。 

  で、また市は、商店街の中にある空き地同然の

土地を買い取って、人工芝ベンチを設置した新栄

テラス誕生させて、憩いの空間、イベントの広場

としても、また防災性も高まりました。 

  こういったまちづくり、商店街の再生、足立区

でも取り組んでいくべきではないかと。とりわけ、

北千住駅西口飲み横なんていうのは、あの情緒を

潰すのではなくて、こういう修復型の再生、そう

いうものを取り組んでいくべきではないかと思う

のですが、どうでしょうか。 

○副区長 千住のよさは、単なるビルを造ればいい

ということではないというふうに思います。そう

いった意味で、やっぱり歴史文化を守るというこ

とも視点に入れて、来年、予算成立する来年、再

来年でエリアデザイン計画の中で、そういったこ

とも盛り込みながら、千住のまち、よさをどうし

ていくかということを考えていきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 本当に福井市見ますと、この中

心市街地というのはシャッター通りが当たり前の

ように思われてる中で、見事に再生してたんです

よね。是非そういったまちづくり手法というのも、

この足立区でも取り入れていただきたいと要望し

まして、質問を終わります。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、自民党から質疑があ

ります。岡田委員。 

○岡田将和委員 十四中の先輩でもありますぬかが
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委員に引き続き、足立区議会自由民主党、トップ

バッターを務めさせていただきます。岡田将和で

す。 

  これから５０分は、後にしぶや竜一委員が控え

ておりますので、この時間は岡竜ペアで臨みたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  政府の予算のつくり方を根本から改める。 

  初日のくじらい委員からも、当初予算のお話が

ありました。高市政権が掲げる、責任ある積極財

政の本丸とも言える抜本改革です。世界では、政

府が一歩前に出て、官民が手を取り合い、重要な

社会課題を解決を目指す新たな産業政策が潮流で

ございます。 

  我が国の国際競争力を高めるため、当初予算で

国の姿勢を見せることで、自治体や事業者が先を

見通せる姿に転換することを目的としています。

翻って我がまち、足立区の令和８年度の予算案の

中の産業政策はどうなってるでしょうか。 

  日本維新の会所属の富田けんたろう議員からも、

第１回定例会の一般質問において質疑がありまし

た。 

  令和７年度の当初予算に組み込まれたＰａｙＰ

ａｙ商品券事業９億６，０００万円は、ごっそり

と姿を消しました。なぜＰａｙＰａｙ商品券事業

は、令和８年度予算案に計上されていないのでし

ょうか、伺います。 

○産業振興課長 ＰａｙＰａｙ商品券事業でござい

ますが、手法として初めてだったということと、

まだ３月１０日まで事業が走ってございます。一

旦こちらの方を終わらせて、きちんと分析等を踏

まえた上で、また何らかの提案をしていきたいと

いうことで、令和８年度にはまだ計上してござい

ません。 

○岡田将和委員 そういった事情があるということ

ですが、当初予算というのは、足立区職員３，６

７０名近くおりますが、羅針盤と言っても過言で

はないと思うのです。令和８年度の足立区政は、

このように進んでいくんだという、我々も区民の

ためにこうしていくという思いを向けていく、そ

んな存在だと思うのですけれども、産業経済部長

いかがでしょうか。 

○産業経済部長 岡田委員のおっしゃるとおりだと

思います。 

  当初予算に込められた意味というのは、その年

度の区の方向性、そういったものをしっかり区民

の方、関係者の皆さんにお知らせをして、共に区

政を築いていこうというふうなところになるかと

思います。 

  ただＰａｙＰａｙ商品券につきましては、ただ

いまも産業振興課長が申し上げましたとおり、事

業に関していろいろなお声をいただきました。や

はりこれについては、そういったお声をしっかり

と受け止めて、事業の分析をして、来年度の早い

うちに、皆様にお考えを示していきたいというふ

うな意味で落とさせていただきましたので、そう

いう点では、御了承いただければというふうに思

います。 

○岡田将和委員 私の周りにも足立区内で商売をさ

れてる方がおります。実家も足立区内で商売をし

ております。そういった中で、当初予算をしっか

り立てて、物価高で苦しい思いをしてる区民のた

め、コストアップに苦しむ区内事業者のための消

費喚起策事業、産業経済部としてしっかりやらな

ければならないというふうに考えております。 

  足立区政のエンジンである足立区の職員の皆様、

産業経済部長、そして産業経済部の姿勢、やる気、

思いは、当初予算には載っていなかったのですけ

れども、どのように伝えていく御予定でしょうか。 

○産業経済部長 産業経済部の考えが示されていな

いというふうなお話がただいまございました。私

どもといたしましては、この予算の中で、例えば

新規事業の中では、定着に関する補助金というの

を新設して計上させていただいております。これ
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については、昨年夏に、区内産業実態アンケート

を行いまして、人材の定着に関して、働いてる方

は職場環境、そういったものを重視するけれども、

なかなか雇用する側はそこの部分の改善が進んで

いないというのが見えてきたので、定着に関わる

環境整備に関する補助金を新設をして、そういっ

たことが大事だよというふうなことをメッセージ

として伝える意味でも計上させていただきました。 

  それ以外にも、例えば消費喚起策につきまして

は、商連の方が、商連応援券の方を、デジタルを

重視して、更に金額も増やしてやっていきたいと

いうふうなところで、そこも増額で当初予算を上

げさせていただきました。 

  そういった形でＰａｙＰａｙ商品券の金額９億

６，０００万円というのはなくて大幅に予算、当

初予算は減っておりますけれども、消費喚起策を

重視する必要性、そういったものは、私ども持っ

ておりますので、その点も御承知おきいただきた

いと思います。 

○岡田将和委員 先日の第１回定例会の中でも、他

区の事例をよく研究されているという答弁もあり

ました。 

  他事例、他自治体の事例ですけれども、品川区

は令和７年度に比べ、令和８年度は３倍の２４億

円を年４回に分けて行い、通年で消費喚起策を行

う予算案を掲げております。 

  墨田区のＰａｙＰａｙ商品券事業においては事

細かく３つのカテゴリー、２１の業種のお店で決

済数、決済額、１決済当たりの平均額を公開して

おり、ＰａｙＰａｙ商品券が墨田区内でどのよう

に利用されたかを分析し、次年度に生かす取組を

行っています。足立区においても同様の取組をし

てみてはいかがでしょうか。 

○産業振興課長 年間を通した消費喚起策について

は今後も検討を続けてまいりたいと思います。 

  また墨田区での事例でございますが、当区でも

そういったデータは入手可能でございますので、

客観的な分析のものとして、御提供できるように

準備を進めてまいりたいと思います。 

○岡田将和委員 ＰａｙＰａｙアプリの中には、い

つ、どこで、どんな決裁が行われたか、データが

全て入っています。 

  例えば、足立区の綾瀬エリアでは、ＰａｙＰａ

ｙ商品券の決済額が総量で幾ら使われたか。千住

エリアではこれくらいの決済額が使われてかなど

といったデータが出るのではないでしょうか。一

歩踏み込んだデータ分析を行い、足立区内の経済

がどう動いているかを可視化してもらうことも、

産業経済部のこれからの施策へ生かせるのではな

いでしょうか。 

○産業振興課長 岡田委員おっしゃるとおり様々な

データを分析することで、今後の皆様の店舗の経

営計画にも寄与できていくのではないかとござい

ます。 

  データによっては有料のものもございますので、

その取扱いについては、事業者と調整を行いなが

ら、検討を続けてまいりたいと思います。 

○岡田将和委員 ２０代の方の購入が少なかったと

いうデータ報告もありました。 

  私も綾瀬に住んでおりますが、夜遅くにお仕事

から帰ってくる若い方をよくお見掛けします。綾

瀬の駅前周辺、あまり遅くまで店開いてないとこ

ろもありますので、結構コンビニで御購入されて、

おうちで召し上がる方が多いのかなというふうに

感じているところもありますので、そういった昼

間人口、夜間人口といった特性もあるかと思いま

すので、引き続き、検証の方よろしくお願いした

いと思います。 

  続いて、商品券の実施期間について伺います。 

  墨田区は、８月５日から約６か月間、文京区で

は９月１２日から約５か月半、品川区では１０月

１日から５か月間のＰａｙＰａｙ商品券事業の開

催期間でございました。足立区は１２月１０日か

ら始まり、期間が３か月間しかありませんでした。
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期間設定が短かったというのも、消化率に影響が

あったのではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○産業振興課長 ほかの区が抽せんによる販売を選

択していたというような条件の違いもございます。

当区が先着順で販売したというところで、少し期

間が短かったという状況もあります。 

  次年度以降やる場合、そういった期間ですとか

販売方法等も検討して、区民の方が使いやすく、

あと店舗側も受入れやすいような内容について検

討を続けてまいりたいと思います。 

○岡田将和委員 産業振興課長からお話がありまし

た他区の状況、一次販売は区内在住者限定、二次

販売は区外に広くという方式を取られている自治

体もありました。そういった募集方法によっても、

消化率変わってくるのではないかなと個人的に考

えてございます。 

  今回の当初予算に載せずに、補正予算で組むと

いうことは、事業がもしかすると後手後手に回り、

開催時期が遅くなったり、実施期間というのは短

くなってしまうものなのでしょうか。 

○産業振興課長 実施機関も含めて、どういったタ

イミングが一番いいのかということも考えながら

今検討進めてございますので、より活用しやすい

ような方法で提案をしてまいりたいと思っており

ます。 

○岡田将和委員 綾瀬に住んでいると、綾瀬周辺の

お店からは、葛飾区民の方が使いたい、使いたい

けれども使えない、そういったお声もありました。

先ほどのエリアごとの分析ももしできましたらそ

ういったところも御参考いただきたいと思ってお

ります。 

  続きまして、レシートｄｅ商品券事業について

です。 

  令和７年度、商品券が残３，０００万円という

結果になりましたが、令和８年度もレシートｄｅ

商品券事業が予算化されておりますが、令和７年

度に、本来、足立区内に消費喚起されるであろう

はずであったこの３，０００万円というのは、令

和８年度の予算から上乗せしているという認識で

よろしいでしょうか。 

○産業振興課長 令和７年度余ったその３，０００

万円程度のものですが、実際商品券として現物と

して残っております。それを繰り越して活用させ

ていただくということで、９万人分の商品券の内

訳になるというような状況になっております。 

○岡田将和委員 昨年から産業環境委員として御一

緒させていただいておりますけれども、本来であ

れば、令和７年度中に足立区内の区民の方、区内

事業者の方々に利用されていた３，０００万円分

が、令和８年度の予算案に私は上乗せされるもの

だと思っていたんですね。そういう上乗せという

ことは考えてないでしょうか。 

○産業振興課長 昨年度の事業の一旦執行率を考え

ての状況でございますので、上乗せということで

はなく、今年度の事業で活用させていただくとい

う方向で御報告させていただきました。 

○岡田将和委員 レシートｄｅ商品券事業で商品券

が余ったときにどうするのかと、そういう計画も

あらかじめ立てていただきたいというお話は、昨

年もさせていただいておりました。今回のＰａｙ

Ｐａｙ商品券事業にも似通った課題があるかと思

います。機会損失、不利益を被ってしまうのは区

民の皆さんだと思います。 

  令和５年度はＰａｙＰａｙのみ、令和６年度は

ＰａｙＰａｙだけではなく４つのＰａｙ、令和７

年度はＰａｙＰａｙ商品券と、毎年毎年消費喚起

策の制度が変わりながらも、お店に来るお客さん

に根気よくお知らせしてくれている飲食店さん。

ＰａｙＰａｙ品券の購入方法が分からないという

お客様に懇切丁寧に教えていただいた美容師さん。

足立区役所の中にいたら目に見えないかもしれな

いけれども、足立区政の強力な応援団、区民がい

ることを忘れてはいけないと思います。 
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  引き続き、足立区の地域活性化のために、しっ

かりとお願いしたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  話は変わりまして、２月２７日、気象庁は最高

気温が４０度以上の名称のアンケートを始められ

ました。２５度以上は夏日、３０度以上は真夏日、

３５度以上は猛暑日、皆さんは４０度以上の日は

どんな名称がピンとこられるでしょうか。炎と書

いて炎暑日、激しいと書いて激暑日、超猛暑日な

どの１３の候補が挙がっており、今年の夏から適

用されるそうです。３月２９日まで、気象庁のホ

ームページにてアンケートにお答えできるようで

す。 

  さて、今夏はどんな暑さが待っているでしょう

か。 

  北綾瀬駅前にある区立しょうぶ沼公園、しょう

ぶ沼公園野球グラウンドについて伺います。 

  令和６年に荒川の河川敷の野球グラウンド７か

所に日よけが整備されました。これに引き続いて、

足立区内の野球グラウンドにも日よけスタンドが

必要かと存じます。区立公園の野球グラウンドに

日よけを設置される御予定はありますでしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 申し訳ございま

せん、現時点では野球場への日よけの設置の計画

に関しては白紙の状態でございます。 

○区長 暑さは年々更新しておりますので、今パー

クイノベーション推進課長そう申し上げましたけ

れども、なるべく早く設置の方向で計画立てるよ

うに、検討してまいります。 

○岡田将和委員 区長から非常に前向きな御答弁を

いただきました。ファールグラウンドの広さの課

題もあるかと思います。移動式のシェルターもあ

るようです。是非とも、子どもたちの熱中症対策、

安全のために、検証や研究を進めていただきたい

と思っております。 

  足立区少年軟式野球連盟は、東京２３区の中で

もトップクラスのチーム数を誇ります。足立区広

いですから、環境も整っておりますよね。足立区

の強みの１つだと思っております。そこをアップ

デートしていくことが必要だと感じております。 

  北綾瀬駅周辺のまちづくりに少し視野を広げさ

せていただきます。 

  区立大谷田公園の西にあったコカ・コーラボト

ラーズジャパンの跡地である大谷田４丁目には、

三菱地所レジデンスが敷地面積約６，０００平米

に、地上１０階建てのマンションを建築予定でご

ざいます。延べ建築面積が約１万６，０００平米

ですから、住戸面積にもよりますが、恐らく１５

０戸から２００戸ぐらいは入るのではないでしょ

うか。 

  昨年、ららテラス北綾瀬が開業し、ららテラス

北綾瀬の新築マンションは既に完売。そして、し

ょうぶ沼公園の南側にある谷中二丁目の街区で新

築マンションの建設が進行しております。建築面

積、敷地面積約３，０００平米の土地に地上２０

階建て、総戸数は１４７戸であります。 

  数年前にＰａｒｋ－ＰＦＩを試みたしょうぶ沼

公園南西角地にショウブの苗床を配置していく計

画があると聞いておりますが、しょうぶ沼公園の

Ｐａｒｋ－ＰＦＩ計画はなくなってしまったので

しょうか。 

○パークイノベーション推進課長 かつてコンビニ

やらカフェなどの導入ということで、Ｐａｒｋ－

ＰＦＩ検討させていただきましたけれども、公募

等、実現に至ってないのが現状でございます。 

  昨今、昨年の１２月とかで、まちづくりピクニ

ック・ラボですか、キッチンカーとか、あとそう

いった小規模のブースの出展など施行をさせてい

ただいておりますので、そういったキッチンカー

の出店とか、そういった形でにぎわいとか、そう

いった創出の方を改めて検討させていただければ

と考えております。 

○岡田将和委員 ららテラス北綾瀬が開業し、ハー

ド、そして、先ほどパークイノベーション推進課
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長が申し上げた、おっしゃっていただいた、ピク

ニック・ラボのようなソフト面、様々な側面から、

北綾瀬駅エリア周辺の活性化を試みていただいて

るのだと思います。 

  しょうぶ沼公園の南西の角地に、あそこに苗床

をつくらなければいけない明確な理由があるので

しょうか。 

○パークイノベーション推進課長 やはりしょうぶ

沼公園、しょうぶ沼の近くにあることもあります

ので、作業効率等を考えますと、やはり近場にあ

って、あとそこを苗床を単純に作ってるだけでは

なくて、できればつくってるところも、全体を目

隠しのフェンスを立てるわけではないので、つく

ってる過程も、皆様に見せていけるような形で工

夫していければと考えております。 

○岡田将和委員 川の手通り沿いの車通りが多いと

ころです。本来であれば、あの位置にＰａｒｋ－

ＰＦＩをして事業者を募るという計画だったと思

いますが、気が付けば、まちづくり協議会などに

苗床の報告をされているというのをお聞きして、

本当にあそこでいいのかなというふうに私自身は

感じております。 

  南側に新築マンションが建てば動線も変わりま

すでしょうから、よく御検討されて、区立しょう

ぶ沼公園の価値というものを高めていただきたい

というふうに考えております。 

  しょうぶ沼公園ですから、例えば勝負に強い、

勝ち負けに強い、そういったコンセプトのものを

誘致するですとか、いろいろなアイデア、いろい

ろなことができるかと思いますので、是非御検討

いただきたいと思っております。 

  続いて、綾瀬駅前のエリアデザインについてで

ございます。 

  旧こども家庭支援センターの跡地の件でござい

ます。 

  昨年の第４回定例会におきましても、綾瀬駅前

の一等地である旧こども家庭支援センター跡地に

は、質の高いものを是非誘致してほしいというお

話をさせていただきました。 

  私の下には２つの声が届いております。 

  １つは、駅前の一等地でございますから、質の

高い商業施設なり、質の高い施設を誘致してほし

いという声と、一方では、早く造ってほしいと、

スピード感を求める、そういった声も届いており

ます。 

  第１回定例会においても、工藤団長の答弁にも

ございましたが、質の高いものを呼ぶ、スピーデ

ィーに進めていく、このバランスをどのようにか

じ取りしていくのでしょうか、伺います。 

○資産管理課長 岡田委員おっしゃるとおり、質の

高く、早くというところ、バランスを取ってやっ

ていきたいと考えておりますけれども、現在地元

の意見も聞きながら、募集に向けて今準備を進め

ております。今月中には募集公表して、皆さんの

期待に応えられるような事業者が誘致できるよう

に進めていきたいと考えております。 

○岡田将和委員 六町駅前ですとか、中野サンプラ

ザのように、建設費高騰による事業延期が様々行

われる中で、果たしていつまでにできるんだろう

かという不安の声が届いております。 

  例えば、この事業、様々な手法で質の高いもの

を求めていくということですが、事業のデッドラ

インというのはございますでしょうか。 

○資産管理課長 現在、公募の内容はおおむね詰ま

っていますけれども、現在の公募の内容では、事

業者の施設開設につきましては、令和１１年秋以

降というところで示していますので、そこを目途

に今進めているところでございます。 

○岡田将和委員 質の高いものを求めるあまり、延

びて、延びて、延びて、いつまでたっても綾瀬の

駅前のまちづくりが進まないといった懸念もあり

ますので、是非そのバランスを考えていただきた

いと思っております。 

  昨年から、エリアデザイン調査特別委員会に所
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属させていただいておりましまして、陳情者が、

わくわくにこにこ図書の森という、本と触れ合え

る場を求めていることから、エリアデザインの中

でも、二子玉川のライズのお話もさせていただき、

執行機関の皆様は、実際に現地に足を運んでいた

だくこともございました。 

  私たちが考えているイメージしているものを、

是非執行機関の方々にも足を運んでいただいて、

共通認識を持って、よりよいまちづくりを進めて

いきたいというふうに考えておりますので、引き

続きよろしくお願いいたします。 

  一昨日に、シビックプライドランキングのお話

をさせていただきました。 

  その中で、分析結果において非常に重要な指摘

がありました。地域との触れ合いやつながりを感

じることをより重視して、実際に、地域イベント

の参加や地産地消、地元企業の応援など、まちの

ための様々な活動に時間を割いていることが、シ

ビックプライドの向上につながっている点です。 

  一昨日の時には、款が違うので質問できません

でしたが、アダチ若者会議ですとか、モギ社会人

という予算案が計上されております。若者の受皿

につながるのではないかなというふうに見ており

ますが、その辺りいかがでしょうか。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 岡田委員お

っしゃるとおり、子どもたち、若者たちの活躍の

場としての十分機能としては持ってるかなという

ふうに考えております。 

○岡田将和委員 若者に集まっていただき、意見を

言ってもらう、企画を考えてもらうというのはと

てもすばらしいことだと思います。そこから一歩

先に、その企画案を実際に進めていくとか、取組

に昇華させていく御予定、制度設計ありますでし

ょうか。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 実は今回の

令和７年度に実施したモギ社会人１年目という事

業についても、令和６年度に実施した若者会議か

らいただいた、若者たちが将来につなぐ、夢を見

付けるきっかけがほしいとか、そういう意見を実

現させた事業として運営させたものでございます

ので、そういった工夫を通じて、反映させるよう

な仕組みづくりを今後も検討していきたいなとい

うふうに考えております。 

○岡田将和委員 引き続き、若者のためによろしく

お願いいたします。 

  以上で終わります。 

○しぶや竜一委員 自民党、岡田委員の後の後半２

５分担当させていただきますしぶや竜一です。よ

ろしくお願いいたします。 

  いよいよ今日から、開幕される国際的スポーツ

大会が始まります。地域のちから推進部長、お答

えできますか。 

○地域のちから推進部長 ＷＢＣでございます。 

○しぶや竜一委員 打合せもないのにありがとうご

ざいます。いつも野球のことになると、野球をや

っていた地域のちから推進部長に答えていただい

ているので、ありがとうございます。 

  ＷＢＣ今日開幕、そして、明日、日本の初戦が

いよいよ東京ドームでチャイニーズタイペイとの

初戦が行われることだと思います。もちろん、皆

様御存じのとおり、大谷翔平選手をはじめ、今回

は史上最強打線とも言ってもいい、この日本の２

連覇を狙う訳なのですけれども。 

  本当にこの強化試合、壮行試合を見てみますと、

大谷翔平選手の人柄のところを私は本当に注目し

て見させていただいております。中日の日本に戻

ってきてからの大谷翔平選手が合流してからの初

戦、国歌斉唱のときの大谷翔平選手が、目頭を熱

くして、少しちょっと涙を流していた光景が映っ

ておりました。 

  恐らく日本に懸ける思い、そしてまたこの日本

の国民の人たちのために精いっぱいプレーをでき

るんだという、もう世界一に４度なったプレーヤ

ーがそういった精神といいますか、そういった姿
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勢で今回今大会臨むというところでございますけ

れども、そういった光景を見れば、当然、一流の

プレーヤーでもありますけれども、大谷翔平選手

の姿勢を見習って、また、子どもたちもそれを姿

勢を見習って、是非とも、このＷＢＣ連覇に向け

て、皆様共々、私も全力で思いをさせていただき

たいと思う次第でございます。 

  そんな中で、少しちょっと気になったところを

まずお聞きしたいのですけれども。 

  大谷翔平選手のグローブが、全国の小学校に配

布、寄贈されてから約２年が経過しました。こん

な中で、先日もテレビの報道などでも、ニュース

になっていますけれども、現在どうなっているの

かと、活用はしているのか。足立区においての現

状をお聞きしたいと思うのですけれどもいかがで

すか。 

○教育指導課長 現在小学校で３つずつ配布してご

ざいます。学校によっては、いつも手に取れると

ころで、子どもたちが休み時間や昼休みに利用で

きるように、ただ管理もしっかりやらないといけ

ないので、そういった管理をしながら、いつでも

取れるようにしているところでございます。 

○しぶや竜一委員 決してほとんどの学校が飾って

いたりとかしてるのですけれども、大谷翔平選手

は決して飾ってほしいがためにグローブを配布し

たわけではないと。 

  先日、大谷翔平選手の番記者の方と会う機会が

あったので、少しお話をさせていただいたときに

も、是非とも、子どもたちのところで使っていた

だきたいとか、そういったところをおっしゃって

いたのですけれども。本当に貴重な話をいっぱい

聞いたのですけれども、この場ではなかなかちょ

っと時間がないので言えないのですけれども。 

  区の現状の中で、★★の小学校などにおいては、

休み時間に曜日ごとに学年を分けて利用している

とのことです。また、地域イベントや少年野球の

大会などでも活用している自治体も多くございま

す。 

  グローブを使うその野球の大切さもそうなので

すけれども、何より順番を守る、そういった順番

を守る教育の大切さと併せて活用している事例、

教育の一環として、この大谷翔平選手のグローブ

を活用して、実際に使っている機会を始めている

というところもあって、また先日、こういった予

算の委員会でも質問をさせていただいたときも、

投げる力が足立区には、非常に学力だけではなく

て体力が低下しているところで、投げる力がだん

だんだんだん低下していると、柔軟性は上がって

いるけれども、投げる力がなかなか伸びないとい

うところで、グローブを使ってキャッチボールを

するなどの学校の学習などをしていってはどうか

という質問に対して、なかなかそこは今学校の中

では活用されていないと思うのですけれども、す

ぐさまその２日後ぐらいに、埼玉県では、正しく

自分が提案したことを実際にやられていて、投げ

る力が少し伸びたという、その１年たって伸びた

というデータも実際にございました。 

  そういったところの、やっぱりグローブ、大谷

選手も喜ぶであろうことは、中にはこのグローブ

を活用して、野球をきっかけに、この機会をきっ

かけに野球を始めた子どもいたとのことでありま

す。 

  改めてなのですけれども、そういった投げる力

とかもそうなのですけれども、順番を守るための

教育であったりとか、是非とも、大谷翔平選手、

このタイミングで、何で今大谷翔平選手のグロー

ブ皆さん見てると思うのですけれども、何で同じ

グローブをずっと使い続けてるかということを考

えてほしいです。それも番記者の方がおっしゃっ

ておりました。 

  やっぱりそれは配って、配っていた中で、大谷

翔平選手のモデルのグローブをやっぱり一度自分

が配ったからには、その子どもたちが何かしらで

も今でも、野球を通じて、何か教育であったりも
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そうなのですけれども、やっぱり一流の選手を目

指したり、夢を持ってほしいという意味で、今も

現在そういったグローブを使い続けているとのこ

とです。 

  改めてそういったところで大谷選手の気持ちを

是非とも酌んでいただいて、投げる力を向上させ

るためにも取組の活用であったりとか、様々な場

面で活用をしていただきたいなと思うのですけれ

ども、改めていかがですか。 

○教育指導課長 岡田委員おっしゃるとおり、ただ

単に飾るだけではなくて、しっかり活用して、ま

た他校の好事例とかも全校に紹介しながら、活用

していただく又はそのルールを守るとか道徳的な

ところも教育しながら、様々な場面から教育をし

ていこうと考えてございます。 

  以上です。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。 

  続いてなのですけれども、その野球にちなんで、

これもしつこく、当初から言わせていただいてお

ります。 

  先ほど岡田委員の方からも、少年野球の日よけ

の設置であったりとか、様々そういった野球グラ

ウンドに対して、区が施策を打ってくれるという

ことは大変ありがたいことなのですけれども、先

日の第１回定例会でも触れさせていただきました。

硬式野球場についてでございます。 

  区が都に意見を伝えてくださったこと、本当に

感謝をいたします。ただ、やはり都の回答は、そ

もそも都立公園における硬式野球場の新設は、東

京都の今後の計画整備はないという、そういった

回答が来ました。 

  軟式野球を中心に、あくまで軟式野球を中心に、

区民の方々、そしてまた子どもたちを野球を通し

て活動をしていく、そういった姿勢があったので

すけれども。当然、硬式野球場だからといって軟

式野球ができないわけではなくて、硬式野球場で

あれば軟式野球場は可能です。軟式野球場で、硬

式野球のボールの利用は、今現在まだほとんどの

ところが自治体が困難であるというところでござ

いました。 

  これまで何度も伝えさせていただいております

けれども、区の状況を説明した上で、ただ投げて

終わりだけではなくて、何よりやる気を出して協

議をする姿勢を持っていただきたいと思うのです

けれども、改めていかがですか。 

○事業調整担当課長 硬式野球場で軟式野球もでき

るというお話ではございますけれども、今回舎人

公園にもし硬式野球場を造るとすると、軟式野球

場２面を硬式野球場もできる１面に変えなければ

ならず、そのために野球をやる機会がどうしても

減ってしまうということで、都としてはなかなか

難しいという見解でございました。 

○しぶや竜一委員 実際に軟式野球の２面の利用、

利用性とかのデータというか、一日どれぐらいと

か、平均とかというのは実際見せていただきまし

たか。 

○事業調整担当課長 その時、具体的な数値は見せ

ていただいておりませんけれども、やはり区の野

球場も同様ですけれども、土日に関しては、かな

りの率で埋まっていると聞いております。 

○しぶや竜一委員 ナイターも含めてだと思うので

すけれども、そういったところも、詳細なデータ

がないのであれば、やっぱりそこはちゃんと見せ

ていただきたいなと思いますし、やっぱりそうし

ないと自分らも何かなかなか納得いかないといい

ますか、そういったところを分かった上で、かな

りという確率がどれだけの確率かというところで、

私はやっぱり地元ですので、やっぱり空いてると

ころも、日にちも実際に見ているところがありま

す。 

  そしてまたこの２面を１面にするというところ

ではございますけれども、やはりこの１面だけで

利用するときも必ずあると思います。それは舎人
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公園に限らず、今改修でしている平野運動場であ

ったりとか、その２面のところに関してはやっぱ

り１面だけ利用している日もあると思います。 

  そういったところに関しては、やっぱり使って

いないときに関しては、やっぱりボールが固いか

ら危ないというところもあるのですけれども、や

はりそこは最善の配慮をして、ルール化をやっぱ

りしっかり基づいて、何でもそうなのですけれど

も、ルール化をして、やはりそういった利用、硬

式野球のボールの利用であったりとかも、今後は

ちょっと考えて、グラウンドというよりも、今か

ら言うのはちょっとそのボールの利用の可能かど

うかというところなのですけれども。それはちょ

っと区立公園にも関わることなのでその点につい

て、再度お聞きしたいのですけれどもいかがです

か。 

○事業調整担当課長 舎人公園につきましては、し

ぶや委員おっしゃるとおり、きちっとした数字を

基に、もう一度、どういう利用がされているか分

析をして、東京都とお話をしてまいりたいと存じ

ます。 

○地域のちから推進部長 区立の方の公園の硬式野

球場の利用なのですが、一旦整理させていただい

た上沼田東についてはもう御承知のところなので

すが、再度の繰り返しになりますが平野運動場に

つきましては改修のときに、今議論されてる安全

性について整理した上で検討させていただきたい

というふうに思っております。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。 

  今、地域のちから推進部長の方からありました。

これもかねだ正議員からもありましたけれども、

私からも、硬式野球のボールの利用の上沼田東公

園が利用可能となって、実際に公式のクラブチー

ム、私も所属していたクラブチームでもあったの

ですけれども、そういったところにお伝えをした

ところ非常に大変喜んでおられました。 

  ただ、なかなか利用に踏み切っていないという

ところもあるのですけれども、やはりそのキャッ

チボールだけでも、本当にうれしく、それぐらい

の、今、施設に限ってなのですけれども、足立区

内でもそうなのですけれども、なかなか硬式野球

の練習場ができない、硬式野球のリトルというの

ももちろん硬式なのですけれども、そういったと

ころもない、子どもたちのそういった環境がない

というところで、ただもう１点、第１回定例会で

質問したときに、これ予算特別委員会で話そうと

思っていたところだったので、再質問は特にしな

かったのですけれども、バット利用のところを、

私も、第１回定例会でさせていただきました。 

  内野ノックであったり、外野ノックはさすがに

ちょっと危ないのであれなのですけれども、内野

ノックであったり、トスバッティング、また、穴

あきのネットを置いてティーバッティングもそう

なのですけれども、そういった公式のバットのと

ころの利用についても、ちょっと答弁そのときい

ただいてなかったので、実際、併せて、今回、区

立公園もそうなのですけれども、上沼田東公園を

中心にできないものかなと思うのですけれども、

その点について再度お聞きします。 

○地域のちから推進部長 バット利用というところ

については、気持ちの上では多少やらせて、硬式

野球そのものの活動場所というのがかなり限られ

た中で皆さん活動してるというのは重々承知して

るので、気持ちの上では使わせてあげたいという

ところは我々としても当然持っております。 

  ただ、トスバッティングにしても、ノックにし

てもある程度やることをルール化するのが難しい

ので、ちょっとそこについては、今のところ現状

のキャッチボールのところで何とかお願いしたい

というのが今の区の考えでございます。 

○しぶや竜一委員 分かりました。そのルール化、

是非ともそこの基準が分かってる上で、是非とも

また、今後決めていっていただきたいなと思いま

す。 
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  スポーツをすることというのは、リスクと必ず

しも隣り合わせであって、危険だから禁止、駄目

ではなくて、やはり安全の管理をして実施してい

くといった公共施設のリスクマネジメントの考え

方が本当に重要であると感じております。 

  隣接する自治体、板橋区、北区では、条件付で

対応しているところもございます。その状況も視

野に、安全基準、防球ネットの増設といった管理

をしっかりした上で、硬式野球ボールのところで、

利用についても、ほとんど区内で練習が先ほども

申したように、区内で練習ができない、硬式クラ

ブチーム、子どもたちの機会は可能性があるなら

ば、できる限りの調査をした上で、都立公園だけ

でなく、区としても、これからも考えていってい

ただければと思います。 

  続きまして、高野スポーツパークについてでご

ざいます。 

  あらまし３７ページ、エリアデザインのところ

でありますけれども、中身についてはスポーツ振

興というところで、今日は質問させていただきた

いと思います。 

  いよいよ高野スポーツパークオープンというと

ころで、日暮里・舎人ライナーからも、上沼田東

公園同様に人工芝が並ぶ景色を見ると、本当にき

れいな施設だなと上から見ていて思います。 

  ただ、やはりこれは上沼田東公園のときも、何

のスポーツ施設もそうなのですけれども、１つの

チームが占領したりであったりとか、そういった

ことは、やはりとも避けたいと思いますし、何よ

り子どもたちを中心に、サッカーなり、多目的広

場においてスポーツに取り組めるような施設とな

っていただきたいなと思っております。 

  施設予約についてなのですけれども、先行予約、

一般予約に先行して、抽せんにより利用者を決定

するとのことですが、施設使用料の支払方法は総

合受付窓口、コンビニ、キャッシュレス決済で支

払とのことでございます。支払が期限までに行わ

れない場合は自動的にキャンセルということでご

ざいますけれども、そのキャンセルのところにつ

いては、上沼田東公園でもこのシステムのところ

で、実はいろいろトラブルがございました。 

  そういったところを、私も懸念をして毎回毎回

質問をさせていただいている次第でございますけ

れども、キャンセルシステムなど、その辺は慎重

にやはり区民の方々には丁寧に説明、周知など徹

底していただきたいと思いますけれども、いかが

ですか。 

○スポーツ振興課長 キャンセル場合の手続含めて、

予約の方法並びに予約の手続等につきましては、

区民の方に丁寧に周知してまいりたいと思います。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。 

  またサッカーを中心に様々なイベントなどを検

討していると考えておりますけれども、区として

何か考えていることはありますか。イベントの開

催など。 

○スポーツ振興課長 多目的運動場でございますの

で、サッカーだけではなくて、高齢者の方が例え

ばヨガをしていただくですとか、ウォーキングコ

ースありますのでウォーキング教室を行うですと

か、そういった幅広い世代の方に様々な運動をし

ていただきたいということを考えております。 

○地域文化課長 すみません、★★兼ねております

ので、私の方からも１つお話しさせていただきま

す。 

  ４月２６日オープンを迎えますが、それ以降２

か月間、帯の一体的に定期的なイベントを開催し

たいと思っています。一部が独占するのでなく、

例えばフットサル大会とか、多くのチームが参加

できるような機会も設けていきたいと考えており

ます。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。 

  スポーツ振興課長から、今ちょっとお話が出た



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １６  

 

のですけれども、総合公道ウォーキングコースの

話がちょっと出ました。これ過去にも公の場で私

から言ったことはないのですけれども、相談をさ

せていただいたところがございまして、工事の段

階で総合運動公園のウォーキングコースがゴムチ

ップ舗装であるところで、安全面からも、区民の

方々から評価が高いというところでございます。

今回はゴムチップ舗装ではないですよね。 

○スポーツ振興課長 アスファルト舗装になってご

ざいます。 

○しぶや竜一委員 やっぱり暑さにも少し柔軟的に

対応できるといったゴムチップ舗装、また安全安

心、膝の負担が掛からない、高齢者の方々に対し

ても膝の負担が掛からないといった、お金は多分

掛かると思うのですけれども、今回はもう何か理

由があるのかなと思って、担当の所管の方々にも

すごく相談していたわけでもございませんし、も

う決まってたことですので、改修などの要望は望

んでおりませんけれども、やはり今後においては、

そういった細かい面でも、予算を考えてみて、ア

ンケートを地域の方々に行ってみたり、様々な手

法で区民の方々が喜んでくださるような施設整備

を心掛けていただきたいと思いますけれどもいか

がですか。 

○地域のちから推進部長 こちらのウォーキングコ

ース、上沼田がアスファルトで、利用者聞いたり、

サッカー協会と意見交換の中で今回決めさせてい

ただいたのですが、今しぶや委員お話あったよう

に、一定程度利用者の声は聞いていきたいと思い

ます。その上で検証した上で、もしかしたらこの

先改修が必要なのかどうかというあたりは、我々

の方で、引き続き検証していきたいと思います。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。 

  もう１点、これもまたしつこく今まで言わせて

いただいているので、言わないわけにもいかない

のですけれども、アーバンスポーツ施設について

でございます。 

  これもまた、第１回定例会においても、質疑議

論をさせていただいた次第でございます。 

  スケートボードパーク、ＢＭＸ等のアーバンス

ポーツ施設の新設は、若い世代から子どもたちか

らも幅広い世代で人気があるこのアーバンスポー

ツ、日本では、Ｘゲームズといった大きな大会の

開催、そして今までテレビの放映等があまりなか

ったのですけれども、もうここ東京２０２０大会

を機に、テレビ放映なども含め年々盛り上がって

おります。 

  全国各地でもどんどんどんどんアーバンスポー

ツ施設が新設されている状況です。例えば、熊本

県の菊陽町、兵庫県、愛媛県などが今後新設され

るそうでございます。 

  またスケートボードなどの認定を受けて、駒沢

オリンピックの公園のストリートスポーツ広場の

整備も推進しているということでございます。 

  そんな中、東京２０２０大会のレガシー活用と

しての都市型スポーツアーバンスポーツを誰もが

体験できる場として、２０２４年に開業した有明

アーバンスポーツパークを視察してきたと、この

間の第１回定例会でも言わせていただきました。 

  ウェルネスとコミュニティーの拠点としても注

目度は高い施設である一方で、皆様も多分その区

の方々も懸念されているマナーのところであった

りとかも話を聞くことができました。 

  ただやっぱりもったいないなと思うのが、ムラ

サキパークがなくなってしまって、足立区内でそ

ういった施設がないから、★★言いますと、隣で

いう埼玉県で、足立区から舎人公園でスケートボ

ードをやると苦情が来てしまうので、足立区から

埼玉県に流れて、そしてまた千葉県に行ったりと

か、そういったところで、アーバンスポーツを楽

しんでいるというところなのですけれども、やっ

ぱり子どもたちの環境整備であったりとか、そう

いった区民の方々若者の声が、実は私の耳には、
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下には多く耳にします。 

  初日にもありましたくじらい委員のところでも

ございましたけれども、竹の塚保健センターの跡

地活用の暫定的な利用といったところも踏まえて、

答弁でも、区立公園また区内においては、令和８

年度中に、そういった課題を整理して検討を進め

ているという前向きな答弁もいただきました。 

  暫定的な利用といったことも踏まえて、モデル

的な事業といったことも踏まえて、改めて可能性

として具体的に考えているところがあれば教えて

いただきたいと思うのですけれどもいかがですか。 

○資産管理課長 竹の塚保健センター跡地につきま

しては、すみません今、しぶや委員からアーバン

スポーツのお話いただきましたけれども、どこま

で、どうできるか。当然、隣地にはマンション等

もありますので、苦情等の、そういったことも考

えられますから、どこまでどういうことができる

かというところは、これから研究検討させていた

だければと思います。 

○地域のちから推進部長 基本的にはアーバンスポ

ーツ前向きに進めたいという立場に立っておりま

す。ただ我々立川の公民館施設だとか、松戸市と

か視察してきました。やっぱり課題もそれなりに

大きいところがあります。騒音の問題、それとあ

とけが、利用者なんかはけがが多い、特に立川行

ったときには骨折でなければ、もうけがと言わな

いなんて民間企業の人は言ってたそうなのです。

それと設備の基準がないそうなんですよね。そう

いったところで造ることの難しさというのがあり

ます。 

  ですので、その辺の課題をが少し整理できて、

できれば前向きに取り組んでいきたいと思います

ので、随時、調査した場合には報告させていただ

ければと思っております。 

○しぶや竜一委員 そういった建てる上での調査で

あったりとか、そういった本当に困難さは、私も

重々承知しております。そういった中でも、やは

り区として動いてくださっていることは、本当に、

今まで言ってきたかいがあったのかなと私も思う

次第でございます。 

  またもう１つなのですけれども、今、地域のち

から推進部長の方からもございました、有明アー

バンスポーツパークが、民間活用の最新モデルと

して誕生したことを踏まえて、第１回定例会でも、

民間事業者の参入が、方法の１つであるのかなと。

民間連携を加速させるために、ファンディング型

の調査なども実施してはどうかというところで、

質問させていただいたんですけれども。 

  そういったところを区でも実際に取り組んでい

きたいなという答弁をいただいたのですけれども、

その点について再度お伺いしたいのですけれども、

いかがですか。 

○地域のちから推進部長 そういったどの程度どう

いうヒアリングをするのかというのは、ちょっと

これから考えますけれども、民間企業にそういっ

た参入の可能性だとか、足立区でやる可能性とい

うのは、少し合わせて、先ほどの調査と合わせて

やっていきたいというふうには考えております。 

○しぶや竜一委員 是非よろしくお願いいたします。 

  若者世界スポーツ振興、地域の活性化といった

様々な面において横断的な政策対応を求めている

からこそ、区として庁内でも連携を強化していた

だきたいとも思います。よろしくお願いいたしま

す。 

  残り２分になりましたので、最後、少しちょっ

と話を変えさせていただきたいと思います。 

  桜の木についてなのですけれども、足立区の木、

桜、今日の朝も、そしてまた先日もニュースであ

りました。桜のシーズン開花シーズンを迎えるに

当たって花見シーズンというところで、土木費の

公園整備事業になるかなと思うのですけれども、

昨年、区では桜の木を何本ぐらい伐採また植え替

えなどはされたでしょうか。 

○公園維持課長 すみません、今のところ手元にあ
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りませんので、後ほど答えさせていただきます。 

○しぶや竜一委員 分かりました。後で教えていた

だけばと思うのですけれども、最近、花見シーズ

ンが間近ということもあって、先ほど申したよう

にテレビのニュースとかでも問題になっている問

題視されているのが、年々桜の木の老朽化に伴う

自治体の対応についてということでございます。 

  また区でもしっかりと対応しているところでは

ございますけれども、クビアカツヤカミキリ虫に

よる被害が各地で多発しているということでござ

います。 

  区では目撃情報ところというところもあるとは

思うのですけれども、一本当たりの費用とかも踏

まえて、倒木による事故も危険視しなければなら

ないというところで、昨年も、都内の駒沢オリン

ピック公園で倒木による事故で女性１人がけがを

したというニュースもございました。台風などの

災害でもそうです。やはり点検も多くなる一方で、

自治体だけでは限界があるというのも現実はある

のかなと思う中で、より一層区民の方々にも協力

していただく体制づくりも必要なのではないかな

と、そういうタイミングなのかなと思うのですけ

れども、最後、お聞きしたいと思います。いかが

ですか。 

○伊藤のぶゆき委員長 公園維持課長、簡明に。 

○公園維持課長 桜の木につきましては、皆さん関

心が高いので、公園維持課の方に、度々御連絡い

ただいているところでございます。 

  その場で判断して危険だと思うものについては、

可能な限り迅速な対応を取ってるところでござい

ます。 

○しぶや竜一委員 ありがとうざいます。またあし

たよろしくお願いします。ありがとうございまし

た。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、公明党から質疑があ

ります。たがた委員。 

○たがた直昭委員 前半２５分、よろしくお願いし

たいと思います。 

  この時期になりますと、近隣の各小学校、中学

校から案内状が来まして、卒業式、また入学式の

案内状が来ております。早い学校だとたしか１月

の３０日から３１日頃卒業式の案内、遅い学校に

なりますと昨日、小学校の卒業式、入学式の案内

が来たということでありますけれども。ありがた

くも本当に御招待を受けますけれども、そこの中

で、案内状と同時に、学校によっては、年頭であ

りますので、学校だより、これが一緒に同封され

ている学校があるかと思います。 

  そこの中で、学校だよりで、前回もちょっと１

回紹介させていただいたのですけれども、私の地

域の学校だよりが入っておりまして、ちょっと校

長先生のコメント最初のあれを読ませていただき

ます。 

  主体的に取り組む態度で税金を学ぶということ

であります。右側に生徒の書いた字が書いてある

のですけれども、税金について、税金がないとど

うなる。家がごみだらけ、犯罪者が多い、警察が

いない、学校がない、勉強ができない、食べ物が

ない、店がない、自然がない、木や花その他がな

い、こういう文章を校長先生の方に届けた方がい

らっしゃいます。 

  校長先生は、２年生が校長室に届けたくれたも

のですと。正直低学年には、税金の話は少し難し

いだろうと考えていました。まさかわざわざ分か

ったことを紙に書き直す児童が出現するとは全く

想定外でしたと。そもそも税金の話をするきっか

けは、６年生が税の絵はがきコンクールに応募し

賞状が届いたからでした。その絵に基づいて、税

の働きをホワイトボードにカード化して解説をし

ました。 

  うんぬん書いてありまして、６年生イラストと

入賞した標語も後押しをして、２年生にも分かり

やすく伝わったものだと思います。 

  これ６年生の２人の入賞された標語が書いてあ
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るのですけれども、１つ目が、税金があるから成

り立つこの社会、税金で笑顔と元気届けようとい

うことで、すばらしい６年生と、また２年生の意

識なのですけれども、この辺の税金に学ぶという

ことなのですけれども、学校としてはどのような

教育をしておりますか。 

○教育指導課長 先ほど、たがた委員からもお話あ

りましたが６年生では、より具体的な教科の中で

学習するということもございます。 

  また先ほど２年生とか１年生は、生活科という

ことで、日常生活の中で、どのような関わりがあ

るかというような、日常のものをしっかり体験し

ながらやるという教科もございます。 

  そういった形で、１年生から６年生まで発達段

階によって、いろいろな手を変え品を変えという

ことで教育をしているところでございます。 

○たがた直昭委員 ありがとうございます。 

  最後に校長先生は、選挙権が１８歳に引き下げ

られたことから、主権者教育は新しい学習指導要

領でも重点として挙げられています。今回２年生

のように主体的に政治へ関与ができるようにする

ことも、小学校教育の重要な使命の１つです。 

  税金の使い道をどうするか、是非今後も関心を

持ち続けてほしいと願っていますということで、

今２年生の生徒は、もう５年生、６年生になった

のですけれども、いまだにやはり政治の意識はす

ごく高く、税金に対しても非常に意識が高いとい

うことでありまして、非常に校長先生も喜んでお

りましたけれども、教育長いかがでしょうか。 

○教育長 今の★★の内容を伺いまして、低学年の

うちから、そういった租税も含めた、大人になっ

た社会出たときの先のことを見通しながら、いろ

いろなことに問題というか課題認識を持つという

ことは大変すばらしいことですので、各学校にも、

同じような同様の取組をしていただくように働き

かけをしていきたいと考えております。 

○たがた直昭委員 ありがとうございます。 

  もう本当に低学年からこのような意識を持つと

いうことが非常に大事かなと思いますので、また、

教育現場でもよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、ちょっと私道防犯灯、この件につ

いてちょっと幾つか確認をさせていただきたいと

思います。 

  せんだってしぶや委員からもちょっとお話があ

りましたけれども、２０１１年の東日本大震災の

ときに、その後、計画停電というのが実施された

という記憶、皆さんあるかと思うのですけれども、

東京電力から、この地域、あした計画停電します

よと、いろいろ情報を流しながら、私が知ってる

限りでは、結構延期、延期、延期というところが

あったんですね。特に西部地域もここでやります。

この時間でここでやりますよと言いながら、やは

りやらなかったときが何日かありまして、またこ

の日にやりますよと言いながら、私もちょっと車

で動いてたら、どうせまた延期かなあなんて思っ

てたら本当にやったんですね。 

  その時は、私、舎人の方で車で３０分ぐらいだ

ったのですけれども、本当にもう真っ暗で、すご

い状態だなということで、これ誰か経験された、

見た、いらっしゃいますか。 

  ありがとうございます。 

  もう本当に外を出る自体が怖かったというすご

い印象の基で、改めて私道防犯灯、新たな電気と

いうのが非常に必要だと感じた次第であります。 

  私以前より、予算特別委員会におきまして、街

路灯及び私道防犯灯に関して、計画に基づき、か

つ積極的に設置の推進をすべきと強く要望しまし

た。 

  現在区では、安全安心なまちづくりを推進する

上で、夜間の犯罪防止や交通安全を目的に、私道

防犯灯の設置に対して助成金を交付しています。 

  そこでまずは、街路灯の整備事業について何点

か伺いたいと思います。 

  現在、区内には私道防犯灯の数はどれぐらいあ



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２０  

 

るか。また、ＬＥＤと蛍光灯の数その割合はいか

がですか。 

○道路公園整備室長 現在、私道防犯灯の数は約９，

４００灯で、そのうち６，４００灯がＬＥＤ灯で

ございまして、残りの３，０００灯が蛍光灯とい

うことで、約６８％、７割弱がＬＥＤ灯というこ

とでございます。 

○たがた直昭委員 ＬＥＤ灯が約７割ということは

蛍光灯は約３割ということでありますけれども、

年間の私道防犯灯の設置申請件数と、設置灯数に

ついてはいかがでしょうか。 

○道路公園整備室長 年間でございますと、新設に

ついては、令和７年度の実績でございますけれど

も、新設については３６灯、蛍光灯からＬＥＤ灯

に更新されたのが１８１灯の、全部で今年度は２

１７灯の実績がございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。ということは、

先ほど言ったようにＬＥＤの設置割合が７０％に

対して、蛍光灯が３０％ということで３，０００

灯、よく町会より、年間で蛍光灯から更新は約２

００灯、蛍光灯は御承知のとおり全ての一般照明

用において、２０２７年末までに製造、輸出が禁

止をされており、事実上生産が終了されています

と、今の話にいきますと、私道防犯灯が蛍光灯か

らＬＥＤ化に至るまで、３，０００灯に対して年

間２００灯ということは、このままでいくと単純

に１５年掛かるという計算になります。 

  昨年度より防犯灯の設置助成につきましては、

標準工事の全額相当額に変更し、助成要件も拡大

いたしました。私道防犯灯の設置と同様に、民有

防犯灯の維持管理の補助も行っていますが、防犯

灯１灯当たり幾らぐらいとなりますか。 

○道路公園整備室長 ＬＥＤ灯につきましては、１

灯当たり年間１，８００円、蛍光灯につきまして

は年間３，０００円の補助を実施しているとこで

ございます。 

○たがた直昭委員 当然、蛍光灯からＬＥＤ化にす

ることにより、安全性の向上、また電力も低くな

り、環境負荷も低減となると思います。 

  ただ町会の皆様の声を聞きますと、区の補助制

度等は理解していますが、地域によっては、もう

まちの電器屋さんが減少し、防犯灯の設置や交換

を頼む先がないという、こういう話もあります。 

  また私道防犯灯に関しては、ふだんより町会の

活動していないので、非常に、例えば球が切れた

ら頼みづらいとか、そういうお話をよく耳にしま

す。 

  ただ様々課題がある中、よく耳にすることは、

補助申請の手続を町会が申請する際、手続が煩雑

で、町会の負担ともなっています。これもう少し

簡素化できないかというのが、もうすごい大きな

声をお聞きしますが、いかがでしょうか。 

○道路公園整備室長 私どもの方にも町会さんの方

から、いろいろと、そういうお話もたまにお聞き

しているところでございます。 

  そこで、今現在、要綱の方も少しちょっと見直

しの方させていただいておりまして、申請書類の

簡素化であったりとか、あと押印の省略化等も含

めて、来年度早々早い時期に見直しをして、少し

でも簡素化したいというところで今、調整をさせ

ていただいているとこでございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。今、町会とか、

自治会の加入率がそんな高くない分、この辺でフ

ォローしていただきたいのですが、最後に、民営

防犯灯の電気料金の補助も町会の負担となってい

ます。この辺の電気料金の補助の増額もやはり検

討していただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○道路公園整備室長 これも町会さんの電気代の負

担になっているという声も耳にしておりますので、

補助金の増額については併せて検討させていただ

いた上で、今後も町会、また区民の皆さんに寄り

添った、安全安心のまちづくりを進めていきたい

と考えております。 
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○たがた直昭委員 是非、補助金の増額ということ

で前向きに検討していただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、都市農業公園について、ちょっと何点か

確認をさせていただきたいと思います。 

  荒川河川沿いに面している都市農業公園ですけ

れども、まず都市農業公園の改めてコンセプト、

役割についてお聞かせ願いたいと思います。 

○公園維持課長 都市農業公園のコンセプトですが、

★★をコンセプトにしております。 

  役割としましては、自然との触れ合いや家族で

一日のんびり過ごせる、のんびりくつろげる公園

を目指して整備しているとこでございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。都市農業公園と

いうぐらいですから、都市農業を中心として、自

然ということがコンセプトになるかと思うのです

けれども、来園者、桜の時期や、春、秋などはも

う本当に多く地元の方より聞くところによります

と、特に若い家族連れの方が８割は、大体足立区

内というよりも、むしろ川口とか北区とか板橋区、

こういう他区他県の方が結構利用してるんですね。 

  理由としては、ＳＮＳの情報やまた駐車場がか

なり完備されているということで、河川敷という

こともあって、小さなお子さんが気軽に遊べる場

所ということであります。 

  ただ都市農業公園は１９８４年に開園し、その

後、荒川のスーパー堤防の事業化に合わせて、１

９９５年にリニューアルオープンしていますけれ

ども、それから数えてももう既に３０年以上にな

りますけれども、設備の老朽化とか、一部使用で

きてない施設、また使いづらい施設があると言い

ますが、今後の計画についてはいかがですか。 

○公園維持課長 私どもの計画としましては、令和

８年度から改修設計を開始したいと考えておりま

す。その後、改修設計をし終えた後、令和９年度

から、年に中にある二、三施設ずつ改修を行って、

全体で３年程度掛けて公園全体の工事を完了した

いと考えております。 

○たがた直昭委員 分かりました。３年のスケジュ

ール、今言ったのですけれども、ということは、

基本的にはこの三、四年間は全園閉園とはならな

いということで考えてよろしいですか。 

○公園維持課長 利用者が多い施設を考えますと全

面閉鎖だと影響がでかいと思ってますので、部分

閉園しながら工事を行って、なるべく一時的には

全部閉鎖も必要な時期もあるのですが、なるべく

長期間、全面閉鎖をしないような形で考えており

ます。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  最後に、今後の改修工事では設備の更新をする

とともに、より魅力的な公園を目指し、基本計画

を開始する予定と聞いていますけれども、改修工

事が終わった後、新たなリニューアルということ

でありますけれども、何か目玉的な施設等は考え

ておりますか。 

○公園維持課長 目玉となる施設としては、私ども

今のところ既存の施設ですが、それを改修して、

都市農産物を楽しめるミニカフェの新設や、自然

や自然を活用した遊びが体験できるプレーパーク

の新設などを考えているところでございます。 

○たがた直昭委員 河川敷にある貴重な資源を生か

して更なる魅力ある公園にしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  ちょっと少し角度を変えて、都市農業公園から

角度を変えた中で、都市農業ということで、ちょ

っと二、三質問させていただきたいと思います。 

  今、都内に都市農業保全ということで、少ない

資源を生かし、今後進めていくかと思うのですけ

れども、農地は農産物の生産機能や、食料を供給

するとともに、土地の大切なオープンスペースと

して、地震や火災から区民の命を守ります。 

  ただ都市農業の保全といえども、例えば区民農

園などは生産緑地を含めた農地の所有者から農地

の提供の申出があった場合、開設をするとしてお
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ります。 

  生産緑地地区の改定により場合によっては★★

が追加される一方、解除される場合があります。 

  現在、農業従事者の高齢化等により生産緑地地

区の減少が続いていると聞きますけれども、生産

緑地は有効な土地環境を形成する機能を有してい

ますが、今後の生産緑地地区の増減の見通しにつ

いてはいかがでしょうか。 

○産業振興課長 生産緑地、足立区全体の令和７年

度現在の面積でございますが、２５．１ｈａとな

っておりまして、残念ながら年々増える部分もあ

りますが、減る部分が多いという状況になってご

ざいます。今後も緩やかに減少していくのではな

いかと考えております。 

○たがた直昭委員 分かりました。地域によっては、

まだまだ生産緑地がたくさんある中、例えば学校

の統廃合とかに関しては、なかなか人口推計が読

めないという部分もあるかと思うのですけれども、

やはり生産緑地の保全、また相続後継者の問題

等々、様々な課題がある中で、今後、持続可能な

農業生産を行っていただきたいと思いますが、最

後に、今後、都市農地を残していくためには、若

い世代の方にも大いに利用していただき、関心を

持ってもらうような施策の転換が必要と考えます

が、その点はいかがでしょうか。 

○産業振興課長 地域の皆様に農業を理解していた

だくということでは、小さい方から、小さい頃の

方から御理解していただくことが肝要かと考えて

ございます。そういったことから、まず体験学習

ということで、足立区では１２の農家さんに受入

れで学習を行っております。 

  令和６年度でございますと、小学校で４４校、

保育園等で２１園、延べ４，０００人のお子様た

ちが体験をしてございます。そういったところか

ら、保護者を通して足立区の農地に対する理解が

広まっていただければと考えてございます。 

  また、今年度、直売所マップを作成いたしまし

た。こういったものを通して区民の方に足立区の

農地について理解が広まるように努めてまいりた

いと思ってございます。 

○たがた直昭委員 是非、都市農業の保全というこ

とで、非常な大事な視点だと思いますので、その

辺も施策の展開の取組をよろしくお願いしたいと

思います。 

  続きまして、自転車保険の加入申込書について

伺います。 

  区で取りまとめている自転車保険である区民交

通傷害保険について確認させていただきます。 

  毎年この時期になりますと、新年度分の区民交

通傷害保険の受付が実施されており、低額の保険

料金で誰もが加入できる保険であります。 

  昨年、同じこの予算特別委員会で私取り上げさ

せていただきました。 

  ちょっと実物を。これ、昨年の全く同じことを

また言いますから。これを、めくりますと、ここ

に、自宅の住所、電話番号、名前を書いてくださ

いということで、もうこの時点で小さいと思いま

すけれども、住所書く欄が幅３ｍｍしかないんで

すね。名前書くのも五、六ｍｍしかない。若い人

は別としても、ある程度もう我々以上の年代にな

ると、もうこんな３ｍｍの間に足立区中央本町１

－１７―１なんて書けないですよ、これはっきり

言って。 

  何か前回も同じようなこと言って、もう０．５

のフリクションでは無理ですねと、０．３８でな

いと駄目ですねと言ったぐらいに、もうとにかく

字が小さいんです。 

  で、今年、また頼まれて、私来ました。青から

赤になったんですけれどもね。これ見たら、やは

り、字のところが、升目やはり二、三ｍｍの感覚

しか書くところがないということで、特に６０か

ら７０代以上の方には小さ過ぎて記入も困難で、

場合によっては、やはり息子さんとか、お子さん

とか、お孫さんに書いてくださいという方も結構
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いるということで昨年も言いました。 

  昨年の予算特別委員会で、用紙サイズを大きく

して記入しやすいよう改善を求めました。その際、

執行機関の答弁では、改善が図られるよう、保険

会社とも協議をしていくとの答弁がありましたが、

いかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 こちらの区民交通傷害保険、

他の１５区と一緒にやっているものでございます。 

  昨年たがた委員からの御指摘をいただきまして、

共同で保険会社とも協議をやっておりました。そ

うした中では、サイズ等がなかなかちょっと今す

ぐには変更できないという中で、若干、私もそん

なに改善とまで言えないのかもしれないのですけ

れども、記入する際の元号ですとか、加入コース

というところを四角い枠にして、そこレ点でチェ

ックできるようなとか、そういったところはやっ

ていただいたのですけれども、まだまだ改善が必

要だと思いますので、これにつきましては、今年

の重点の課題だというふうに捉えまして、また、

協議をしていきたいというふうに考えております。 

○たがた直昭委員 ありがとうございます。幅の二、

三ｍｍは書くところが全然変わらないのですけれ

ども、今回変わった点というのが、今まで、昭和

とか大正生まれ、丸で書く、それが今回新たに、

交通対策担当部長の答弁でもありましたけれども、

今度レ点になりましたので、その辺は、一歩改善

したかなということなのですけれども。いずれに

しても、二、三ｍｍのところに、６０歳以上の方

が、全員とは言いませんよ、の方が住所と名前を

書く、これはもう今ちょっと考えられないと思い

ますので、ウェブのいろいろな形でやってくださ

いともありますけれども、この辺はまた早急に今

後検討していただきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  ちょっと私、区切りがいい時間になりましたの

で、ここで終わらせていただきます。大変ありが

とうございました。 

○小泉ひろし委員 午前中最後の質問になります。

小泉ひろしでございます。よろしくお願い申し上

げます。 

  昨日、いよいよ届いたよという喜びの声が、今

朝ありまして、ちょっと気分よくなったのですが、

昨年末１２月に仕事納めの日に、区民、全区民対

象にした１万円の給付の件ですけれども、通知が

届いた、段階的なのですけれども届いたというこ

となのですが、皆さん喜んでたわけですけれども。

皆さん、区民の方は１万円ということなのですけ

れども、届いた方いらっしゃいますか。やっぱり、

皆さん届いてますね。 

  本当に事務的に問合せがいつ届くのかとか、い

つ給付されるのかとか、そういう問合せが、今ま

でいっぱい来たんですけれども、１つの区切りと

してよかったなというふうに思います。 

  本日の款の中で、私の質問、最初に特別会計の

繰出金のことについて伺いたいと思います。 

  あらましには１５ページにも載っております。 

  介護保険特別会計だとか、後期高齢医療特別会

計の繰出金は、高齢者人口の増加することなどか

ら、グラフにもありますけれども、１１４億円か

ら１１５億円と増加を見込んでいるということな

のですが、国民健康保険について、ここ数年は、

４１億円から、令和８年度は４４億円と勾配が緩

やかに見えますグラフだけ見ると。この国保保険

料の収入不足を補填する赤字補填は増える傾向が

あるかと思うのですが、この緩やかな理由という

のは何でしょうか。また、繰出金の使途はどうな

のか、もう保険給付費というか医療費も含まれて

いるのでしょうか、その辺について伺いたいと思

います。 

○課税課長 今、小泉委員の御質問のありました国

保の特別会計への繰出金なのですが、保険料を上

昇抑制するため、特別区の方全体でロードマップ

を定めて、繰出金は段階的に縮小するという形で、

令和７年度をもって終了するという形を特別区で
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は考えています。これにしたがって、繰出金の方

は、ほかの特別会計に比べて緩やかな形になって

おります。 

○小泉ひろし委員 難しいのですけれども、国民健

康保険料については、先日も運営協議会が開催さ

れてます。 

  国保加入者は減少する中、この保険料の引上げ

が避けられないような数字が示されておりますが、

足立区では給付を抑えるというか、抑制するため

のジェネリック医薬品の利用促進だとか、２３区

でもトップレベルとするなどとともに、給付額を

抑制するための健康維持や予防医療につながる取

組を進めておりますが、人の命を守るためであり

ますけれども、医療現場では高度な医療措置や、

高価な医薬品も必要で処方される場合があるかと

思います。 

  この１件当たりの高額なレセプト件数や金額に

ついては、増加傾向なのか状況を伺いたいと思い

ます。また、医療費全体の、医療費全体に占める

割合、足立区としてはその位置はどのぐらいの状

況なのか伺いたいと思います。 

○課税課長 １，０００万円を超えるレセプトにつ

いてなのですが、令和６年度でいうと１２件、令

和７年度では月１件程度で推移しているところで

ございます。 

  １，０００万円を超える医療費の総額に占める

割合ですが、２．３億円掛かっておりまして、そ

れが全体に占める割合としては０．４６％になり

ます。 

○小泉ひろし委員 １，０００万円以上は、まだそ

れほど多くないけれどもあるということと、全体

に占める比率としては、全体が大きいので少ない

ということ分かりました。 

  難病やがん治療など、医薬品も保険適用がある

と本当にどんどん進むと高額になってまいります

が、ニュースでもありましたけれども、筋肉が衰

える難病のＡＬＳ筋萎縮側索硬化症というのです

か。新薬の製造販売が承認され、公的医療保険が

適用されるなどの動きがあります。そのほかにも

ありますが、最終的には処方はドクターの判断か

と思うのですが、区としてこういう高額のものが

出てきた場合、高額負担については、この限度だ

とか補助というのは、区に対しても、保険者に対

してあるのでしょうか。 

○課税課長 １件当たり４２０万円を超えるような

高額レセプトに対しては、国と都で合わせて４分

の３以上の負担をしていただくというような形の

補助がございます。 

○小泉ひろし委員 国保料については、本当に気持

ちとしては１円でも高くなることを抑えたいとい

う気持ちですけれども、区としてできること、ま

た東京都や国で本当に真剣に考えないことありま

すけれども、しっかりと抑制については、今後も

お願いしたいと思います。 

  次に、教育関係です。 

  部活動指導の民間委託、７月から開始されると

いうことで、予算のあらましは３９ページにある

かと思います。 

  今回、モデル校１０校で３０の部活を委託する

と、開始するという予定であります。 

  学校現場の業務負担を軽減して教員が教育活動

に専念できることと、生徒にとっては質の高い指

導を受けられるとの狙いがあると思います。テニ

スやバスケ、吹奏楽など、約１０種目をモデル校

１０校でスタートという予定とも聞いてますが、

段階を経て、全３５校、４３１とも言われる部活

動の委託を目標とするというか、向けていくわけ

でございますが、無事故の運営が行われるようし

っかりと取り組んでいきたいという思いで、伺い

たいと思います。 

  公募型のプロポーザル方式で事業者を選定しや

るわけですけれども、技術指導のほか、日程管理、

生徒保護者連絡、大会出場手続など業務全般を委

託するとしています。予算額は７，８２９万８，
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０００円ということで１部活当たり２６１万円と

いうこと。お聞きしたら年間約２００日という予

定とのことなのですが、１部活１人だと思うので

すが、当たり月にすると２０万円以下となると思

います。専業的な指導者の予算とはなかなかこう

思いづらいのですが、質の高い指導者としての人

材確保が必要だと思います。 

  これ公募に手を挙げる事業者というのは、本当

に大手企業、最初は大手企業でないと受けられな

いのではないかと思うのですが、そのことと、こ

の１部活２６１万円というのは税込みですよねと

いうことをちょっと確認したいと思います。 

○教育指導課長 まず業者の方でございますけれど

も、現在も他区で実績のある業者の方が手を挙げ

ていただいてますので、これまでの実績を基に、

指導に当たっていただくということが予想されま

す。 

  まず２６１万円でございますけれども、これは

全体の予算の中で、まずは派遣をする大本のとこ

ろが掛かる費用で、別にそれぞれの個人が掛かる

費用ということで２段階で分けて考慮しています。

ですので、この２６１万円につきましては、全体

のお金につきましては税込みということで試算し

てるところでございます。 

○小泉ひろし委員 部活といっても文科系とスポー

ツ系、同時に人材確保して指導者として派遣する

ことになるわけです。まさか下請に投げて確保す

るようなことはないと言えるのでしょうか。 

  将来１４３部活を目指すとしていますが、スポ

ーツ系又は文化系を得意とする事業者がいた場合、

又は区内事業者や団体も参入する可能性が広がる

ように、例えばです。例えばの話ですけれども、

分割して公募するだとか、先々のリスクヘッジも

今後考えていく必要があると思います。４３１部

活ですので、この辺についてはいかがでしょうか。 

○教育指導課長 分割等々も考えられますが、まず

はその指示系統がしっかりと各指導者の方に行き

渡るためには、同じ業者の方が一括して文化部も

運動部を見た方が、統一してルールというものが

できると考えております。まずは、統一したとこ

ろで考えているところでございます。 

  以上です。 

○小泉ひろし委員 区と契約するのは、選定された

事業者ですけれども、事業者と現場で指導する方

との雇用契約の形や指導者の社会保険などについ

てはどうなのでしょうか。 

○教育指導課長 その点につきましては、各事業者

が各個人と契約してございますので、そこはスム

ーズに行っていけるように、こちらの方としても

要望していきたいと考えてございます。 

○小泉ひろし委員 生徒のスポーツ保険は学校で入

ると思いますが、指導者の保険費用はどうなのか。

また、事故やけが、生徒と指導者との間のトラブ

ルが発生したときの責任の所在と、その線引き、

これについてはどうなのでしょうか。 

○教育指導課長 まず指導者のけが等につきまして

は、事業所に所属してますので、事業所の方が保

険を掛けてそこで対応していくということでござ

います。 

  また生徒と指導者等々のトラブルにつきまして

も、基本的には事業者の方で責任を持って解決し

ていただき、そのことの情報は、学校の方に必ず

伝えていただくような、そういう仕組みで考えて

いるところでございます。 

○小泉ひろし委員 昨今ハラスメントの問題に加え、

生徒や保護者への連絡を指導者が行うとした場合、

個人情報の扱いだとかコンプライアンスの遵守の

徹底が必要だと思いますが、この辺、大丈夫なの

でしょうか。 

○教育指導課長 指導者の研修につきましては、事

業者でしっかりと１か月以上研修を行った上で派

遣をしていただくということで要望しているとこ

ろでございますし、また他区でも同じようなスタ

イルで派遣をしてございますので、そういったこ
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とも、事業者の方には求めていきたいというふう

に考えているところでございます。 

  また保護者への連絡等々につきましては、基本

的には、二、三校の部活を統括する。そういった

方が情報を持って、そこが一括して保護者と連絡

を取るような、個人情報をなるべく限られたとこ

ろで持つようにということの工夫をしていきたい

と考えているところでございます。 

○小泉ひろし委員 今のお話聞くと、学校が事業者

と３校ぐらい担当するのですけれども、学校側で

の窓口の担当先生がちゃんと配置されるのか。 

  それから今後、契約等に行くわけですけれども、

契約違反行為に関する取決め等はしっかり結ぶ予

定なのでしょうか。 

○教育指導課長 まず学校の窓口でございますが、

これは去年までの経験なのですけれども、顧問を

派遣していただいてるから、学校の方では何もタ

ッチしないということにはなかなかいかないのか

なと思いますので、学校の方でしっかり窓口を置

き、また管理職も関わっていくような、そういっ

た窓口は基本的にはつくるように指示していきた

いというふうに考えてございます。 

  また違反があった場合につきましては、これ契

約上のことですので、次年度の更新、若しくは途

中での契約を切るということも含めて対応してい

きたいと考えてございます。 

○小泉ひろし委員 ４３１部活、現状考えられる、

そこまで拡大していくわけですから、本当に外部

に委託するという、そういうことを重く受け止め

て、細かな配慮、検討していただきたいと思いま

す。 

  次に、学童のことは聞けない、今日の款から言

ったら聞けないのでしょうけれども、学童保育と

放課後子ども教室の一体的な運営を検討してると

いう部分では、共通する部分があるのかと思いま

すが、放課後子ども教室の課題についてちょっと

伺いたいと思います。 

  放課後子ども教室の運営業務委託について、あ

らましでは６３ページあたりに書いてあるかと思

うのですが、指定管理者へ令和８年度新規事業と

して９，５５５万円。学童と放課後子ども教室を

一体的運営に伴う外部委託で３校予定しておりま

す。大谷田、千寿第八、東栗原小と。これはこれ

で一体的な運営ということで、校内学童というこ

とだと思うのですね、今実際にやってる。 

  足立区では、放課後子ども教室この実施状況の

いろいろなデータを一覧にして報告されておりま

すが、全６７校のうち、学年の児童が参加できる

週当たりの回数、放課後子ども教室に参加できる

回数、これが１回だというところが５校あります。

２回だというところは１５校。 

  また違った見方をすると１週間当たりの開催日

数で見ても、週当たり２日というのが２校、３日

というところが２校と極端に少ない学校がありま

すが、この辺の原因というのは何でしょうか。 

○生涯学習振興公社総務部長 理由としまいたしま

しては、スタッフの不足及び待機場所の不足など

がございます。 

○小泉ひろし委員 スタッフの不足という部分につ

いては、民間に委託ということができるところに

ついては、そういうことを検討されていくという、

それは事情は分かるのですが、この少ない中でも

いろいろな様々な理由があるかと思います。 

  待機場所のスペースというか場所とおっしゃっ

たと思うのですが、要は、いろいろそういう状況

なのですけれども、参加してる子どもたちのアン

ケートをやはり同じように見ました。 

  令和７年度足立放課後子ども教室に関する児童

アンケート調査結果見たら、子どもたちは９６．

１％が楽しいと答えてるんですね。本当に子ども

たち楽しい。私もある地元の学校の放課後の実行

委員ですから、見たらそこは１００％だったので

すよね。子どもたちみんな喜んでるんだなと。楽

しみにしてるのだなと。 
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  しかしながら、たまたま気がついたのだけれど

も、少ない開催、場所がないという課題がやっぱ

り実行委員の方からございました。場所がないと

言ったって、なぜ場所がないのか、いろいろな理

由があるわけです。 

特別支援学級を配置しただとか、先生方の会議が多

くなったとか、急な保護者からの相談で、ちょっ

と場所がぶつかって、ちょっと放課後の方が遠慮

しちゃったとか、そういうことがあるわけなので

すけれども、子どもたちの自由意見なんかも見る

と、参加できる回数を増やしてほしいとの声が複

数見られました。 

  またＰＴＡか何かも、少ないところについては、

意見として増やしてほしいという御要望が出てい

る。この辺については、いかがなのでしょう。現

状を把握してますでしょうか。 

○生涯学習振興公社総務部長  この件につきまし

ては各校で行われます実行委員会に、私も今は現

時点２４校ほど参加いたしておりまして、そのよ

うな御意見をたくさんいただいております。 

○小泉ひろし委員 人手が足りないというところは

スタッフが足りないところについては、人的な手

配をするのですけれども、スペースがないから開

催できない。これいかがなのでしょうかね。 

  決して学校側が意地悪してるとは思えないし、

実行委員会がスタッフはいるんだけれども開催で

きない。こういうところも現実あるわけですよ。 

  この辺は、生涯学習振興公社の方だけでは解決

できないのかもしれないのだけれども、悩ましい

問題で、何か対策を打たなければいけないかと思

うのですが、この辺について、いかがでしょうか。 

○生涯学習振興公社総務部長 これにつきましては

各学校でも協議いたしまして、場合によっては同

じ場所、時間によって使い分けなどすることも可

能になるということを御意見いただきましたので、

今のところ数校で開催日数を増やしたりとか、１

年生の繰上げの実施などが見込まれてございます。 

○小泉ひろし委員 むしろ保護者からしたら夏休み

開催してほしいだとか、１年生も早めから、入学

したら開催してほしいだとか、もう本当に皆さん、

要望が強いんですよね。 

  これは、生涯学習振興公社の方では限界がある

かもと思うのですけれども、今日出席してないか

もしれない教育委員会としても、その辺しっかり

と寄り添って、現場の状況、学校の状況を把握し

て、これはちょっと言い過ぎかもしれませんけれ

ども、本当に場所だけの会議室が足りないとか、

そういうだけだったら、安い１０人程度が入れる

安いプレハブでも、敷地の一角に建てて、先生は

急な会議のときはそこを使ってと、そんなことも

１つの策ではないかなというふうに思うのですが、

この辺、今後しっかりやっていただきたいと思い

ます。その辺は要望にとどめておきます。 

  それで今回、安全管理員の登録及びボランティ

アの受入れ調整について、条文が、スタッフ及び

無償ボランティアの登録と改正された、名称が改

正された、呼称の変更にどんな理由があったので

しょうか。 

○生涯学習振興公社総務部長 実は今まではスタッ

フの名前が、安全管理員とか、若しくは有償ボラ

ンティアというか、ちょっとばらばらになってお

りましたので統一化を図っております。 

○小泉ひろし委員 これ所管の方には最後にします

けれども、携帯電話とか連絡用の携帯電話、ガラ

ケーでどうするんだという声も出てますので、こ

のスマホへの更新についてはどう考えているので

しょうか。 

○生涯学習振興公社総務部長 これにつきましては

区の教育委員会の方になるかともございますが、

予算を組んで取らせていただいて、早ければ令和

８年度中に携帯のスマホ化への変更は可能という

ふうに聞いております。 

○小泉ひろし委員 よろしくお願いします。 

  次に、ちょっと産業経済の、先ほどたがた委員
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からもちょっと出ました。私は、区民農園の取組

について伺いたいと思います。 

  あらましの５ページに投資的経費として、区民

ファーム等の産業振興関係施設改修事業２億円と

あります。全部で１５園と聞いてますが、今回新

規２園を含む更新の７園、１９０区画を募集した

ということです。 

  新規の農園として、気がついたのですけれども

扇３丁目の尾久橋通り沿いの整備、すごく目立っ

たんですね。区画数が８２と非常に大きくて貴重

な新規区民農園だなというふうに感じたわけです

が、今月から利用開始という予定だったと思うの

ですが、予定どおり進んでいるのでしょうか。 

  また、なかなか区民農園というのは、減少の一

途で新規に開設するというのは難しいと思うので

す。その辺の御苦労なんかについてもあったので、

あれば伺いたいと思います。 

○産業振興課長 今年度末開催する２か所につきま

しては、３月の末に御利用開始できるように今準

備を進めております。様々な方が御利用されると

いうことで、近隣の方が心配されないようにフェ

ンスを高く設置したりとか、周りに御配慮しなが

ら準備を進めておる状況でございます。 

  区民農園の設置、今後の予定でございますけれ

ども、令和４年度に農業者の方にアンケートを取

りまして、今後の意向を伺っております。それぞ

れの事情がございますので、皆さんのタイミング

を伺いながら、今年度は２園開設しましたが、来

年度は２園、またその後については、今後また検

討を続けながら開設が増えるように準備を進めて

まいりたいと思っております。 

○小泉ひろし委員 農地保全と関連するとも言える

わけですけれども、農業の生産者の方もいろいろ

悩まれて、どうするかということをしてますが、

本当に貴重な緑でこれだけの区画を開設するとい

うことはいろいろ大変だと思いますが、本当に多

くの利用していただきたいなと思います。 

  それで、この農業というと、ほかに足立型体験

型農園、要は農すくーるという事業やっていて、

私も何回も御質問したことあるのですけれども、

残念ながら１か所減っちゃったと、３か所になっ

たということを聞きました。 

  例えば、興野にある榎本さんのところの農園な

んかよく通るのですけれども、人気があって親子

で遠くから来て作業してる風景、また御夫婦で高

齢者の御夫婦で仲よくして、通常の区民農園と違

うわけで、ある程度費用もお金もちゃんと払って、

そういうことを楽しんでる姿を拝見するのですけ

れども、この辺の課題というのはどういうことで、

残念ながら減っちゃったのか、今後増やすとか、

区画を増やすことが可能なのか、その辺ちょっと

伺いたいと思います。 

○産業振興課長 農すくーるでございますが、足立

区でもともと農業をやってらっしゃる方が指導者

として、農業を楽しむ方に指導しておる状況でご

ざいます。 

  今回、閉鎖された場所も、やはり指導できる園

主の方が高齢ということでおやめになってござい

ますので、ちょっと今、足立区内の農業者は残念

ながら高齢化がかなり進んでおりまして、自分自

身の農業プラスほかの方に指導するというのは、

今厳しい状況ではないかと考えてございます。 

○小泉ひろし委員 残念ですけれども、本当に若手

が引き継いでくれればいいのですけれども、生活

もありますのでね。区内の農地保全にもつながる

わけですけれども、生産緑地の更新だとかいろい

ろありますけれども、この農地保全のために、都

もそうですけれども、足立区にも補助金制度があ

るわけですけれども、そういうものの活用という

のはされてますでしょうか。 

○産業振興課長 令和６年度に補助金の上限を上げ

たということもございまして、令和６年度は約２

８件の御利用がありました。ただ毎年使えないと

いうことで、昨年少し減りましたけれども、今年
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度また活用したいという声は伺っております。 

○小泉ひろし委員 残り１分切りましたので、以上

でやめておきます。どうもありがとうございます。 

○伊藤のぶゆき委員長 この際、審査の都合により

暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

午後零時００分休憩 

午後零時５８分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き、委員会

を再開いたします。れいわ・市民から質疑があり

ます。土屋委員。 

○土屋のりこ委員 では午後一番よろしくお願いし

ます。 

  まず、本と触れ合えるまちづくりについて伺い

ます。 

  令和６年第４回定例会にて、町なかに小さな図

書館をと求めたところ、区は、地域とともに本と

触れ合えるコーナーを設置する仕組みと民間支援

の在り方を検討とのことでしたが、その後、まず

は集いの開催からというふうに、ちょっとトーン

ダウンをして、その集いがようやく先日２月２５

日ぐるぐるにて開催されました。 

  私も自分は本好きだという自覚があるのですけ

れども、本をなりわいにしている人たちの本好き

という奥行きが大変深く、興味深く聞かせていた

だきました。 

  いいなと思ったのは、自分の住むまちを愛せる

ようなまちづくりがしたいという思いをベースに、

本を介して人がつながり合うコミュニティーづく

りが実践されていることだと思いました。 

  一人一人の暮らしがまちをつくっているとくく

られていましたが、以前私は代表質問で、中央本

町のまちづくりについて、生活している住民の視

点に立った持続可能なまちづくりをと求めました

が、この言葉が思っている中央本町のまちづくり

にぴったりだなというふうに感じました。 

  イベントのパネルトークの中で、区長は、今後、

楽しい仕掛けをまちの中にしていくことになるか

と思う、中略、暮らしの豊かさを実感できるよう

になればいいなと思うと語っておられましたが、

これからの本と触れ合えるまちづくりについてど

ういう構想をされているのか、いかがでしょうか。 

○中央図書館長 土屋委員におかれましたトークイ

ベントお越しいただきまして誠にありがとうござ

いました。 

  御発言の中にもありましたように、まずは今回

きっかけづくりということで、こういった活動を

やってみたいという方には、イベントに集まって

いただいた形になります。 

  今後、こういった方をどういった形で継続して

支援できるかということで、引き続きイベントで

すとか講演会、そういったものをまずやっていき

ながら探っていきたいというふうに思っておりま

す。 

○土屋のりこ委員 パネルトークの中で区長が楽し

い仕掛けを町なかにというふうに語っておられた

のですけれども、その楽しい仕掛けというのは、

イベントだ、講座という程度にとどまるというこ

となのですかね。 

○地域のちから推進部長 そういった仕掛けづくり

は、今後いろいろイベントやトークイベントをや

りながら、そこのところについては検討していき

たいと思います。進捗については、改めて議会で

随時報告させていただければと思います。 

○土屋のりこ委員 様々な横まちであったり小さな

場所、図書館という大きな規模ではなく小さなス

ペースでというふうなことであったり、様々な指

摘なり、気が付きが語られていたかと思いますの

で、そういったイベント、実際にまちの中に本と

触れ合えるような小さな図書館であったりとか、

そういった具体的なところで是非進めていただき

たいということで期待をします。 

  区長はいかがでしょうか。 

○区長 まず１つは図書館が今リニューアルという
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ことで、本を読まない人でも来ていただいて、第

３の居場所としての内容を充実していこうという

それぞれの拠点をつくっていくということですけ

れども、今回、トークイベントに参加していただ

いた方も、様々な本に関わるような場所があるこ

とが画一的なものではなくて、様々なことが大事

なんだということですが、例えば谷根千でやって

るような、ひとはこの図書館のイベント、まちの

中での開催ですとか、あとは、本とは関係ないお

店にもちょっと本置いていただいて、違うものを

買いに行ったときに、本を手に取っていただける

ような、そんな点を線にしていったりというよう

な、いろいろなことを仕掛けていきたいというふ

うに考えております。 

○土屋のりこ委員 ありがとうございます。そこま

で言っていただくと少し具体的に見えてくるかな

と思いますので、是非様々な仕掛けをということ

でお願いしたいと思います。 

  次は、夏の遊び場ｉｎ区役所の中で行われたテ

ントでの読み聞かせですが、これは移動図書館Ｐ

ＡＲＡＤＩＳＥ ＢＯＯＫＳというそうなのです

けれども、子どもが気に入っていたので、うちで

も雰囲気をまねしたいなと思いまして、これは

「バムとケロ」という絵本なのですけれども、こ

の絵本であれば、こういったものであったりとか、

実際にこの物語の中から飛び出してきたかのよう

なものがあると、子どもも、絵本もっとシリーズ

読みたいなというふうになったり、「だるまちゃ

んとてんぐちゃん」これ実際テントの中にもあっ

たのですけれども、これもちょっと見た目は昭和

っぽい感じなのですが、子どもが人のまねっこし

たいよというようなお話で、これも実際、だるま

があるんですよね。こういった。このだるまが夏

の遊び場のときにテントに置いてあって、子ども

が、これちょっと微妙かなと思ったのですけれど

も、でも子どもが、かわいいとかって言ってキュ

ッと抱きしめるんですよね。こういったダルマを。

こういうところから、この絵本に入ろうか一緒に

読もうか。これ以外にもかみなりちゃんとあるよ

とか言って、様々なところで、そういった、少し

ちょっとした工夫をすることで、絵本を子どもも

気に入ってもらうというふうな仕掛けがあって、

最初は楽しんでくれたのですけれども、だんだん

日常生活の中で見ていると飽きちゃってというこ

とにはなるのですけれども、そういった図書館の

役割が、本を貸すという場所から人が過ごす場所

へと変化をしている中で、こういった体験型の比

較というのも取り入れていくということが、時代

に即した取組なのではないかと思います。 

  区としても、こういったテントの移動図書館の

ような体験が、図書館利用の促進や子どもの読書

習慣形成に有効な取組であるという認識はお持ち

でしょうか。 

○中央図書館長 図書館が本を貸すだけではないと

いうのはおっしゃるとおりかと思います。 

  御提案あったＰＡＲＡＤＩＳＥ ＢＯＯＫＳさ

んのテントについては、区としてもアウトリーチ

の手法として有効であるというふうに感じている

ため、図書館員の読み語りと組み合わせるなど、

何らか実施の方向性を検討していきたいと思って

おります。 

○土屋のりこ委員 夏のときの移動図書館の実施は

レンタル等の費用で８万円ほどというふうなこと

で、低コストで実施も可能ですし、費用対効果も

高いかと思います。 

  夏の遊び場は子ども家庭部でしたが、今後、本

と触れ合えるまちづくりを進めていくに当たって

も、図書館事業の機能拡張ということで、是非こ

うしたテントの、これは新田の自然体験ですか、

何か行われた実際のテントの様子でしたけれども、

こういったテントの移動図書館というのは通年的

に区内を循環したりして、是非定期的に開催して

いただきたいと思います。 

  読書に親しむ家庭と、そうでない家庭の格差が
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広がっていて、行政が読書体験の入り口をつくる

意義はより大きくなっていると思います。その意

味でも効果的に実施することで、子育て家庭訪問

事業、ブックファーストなども事業効果も高める

と思いますし、移動図書館は予算規模が大きくな

くても実施できるので、体験価値、読書の魅力向

上という点で、是非本と触れ合えるまちづくりと

いうことで、多様な取組に期待をしているところ

です。 

  次に、学校の統廃合について伺いたいと思いま

す。 

  区は、小規模状態の解消が必要といって、小規

模では多様な経験を積むことが困難であるかのよ

うに言っていますが、本当にそうでしょうか。 

  文科省の公立小学校、中学校の適正規模・適正

配置等に関する手引は、小規模校にはメリットと

課題の双方があるとしていて、一律的に否定はし

ていないと思います。 

  足立区は、小規模状態は解消すべきだと言って

いますが、国とは異なる教育的評価をしているの

か、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 我々としましては、小規

模校のメリット、例えば子ども、児童・生徒に対

して目が行き届きやすい等のメリットについては

一部あると認識してございます。 

  それは、国の手引きの方にも記載がございます

が、やはりそれ以外に、例えば、公務ですとか学

校行事に関して先生が少ないと負担が多くなると

か、あとは一学年で子どもさんが少ないと単学級

になり、人間関係が固定化するとか、そういった

デメリットがあると認識してございますので、

我々としましては適正な規模の集団の中で、様々

な人と関わって多様な経験を積む機会を増やすこ

と、それが重要だというふうに考えてございます

ので、学校適正規模・適正配置の事業については、

そのような視点で取り組んでいるところでござい

ます。 

○土屋のりこ委員 教育環境の改善ということでも

おっしゃいますが、何をもって改善なのかという

ことでは、国際的な研究の中で、学校規模と学力

は相関しないということや、非認知能力に関して

は、アメリカの★★による研究では、アメリカの

学校再編の研究論文ですけれども、学校内の信頼

関係が結果を左右するというふうな報告であった

り、ＯＥＣＤ、生徒の学習到達度調査でも、学校

への帰属意識と信頼関係が学力などとの相関を指

摘しているところです。統廃合による教育効果は

限定的だというふうな、日本国内でのこれまでの

統廃合における報告の中でもあるところです。 

  小規模校では発言機会が多い、役割経験が増え

る、教師との距離が近いという利点も報告がされ

ています。 

  区は、非認知能力や学力などについて、学校規

模別の検証などを行われているのか、行っていな

いなら、小規模であれば多様性が不足するという

根拠は何かを具体的にお示しいただきたいと思い

ます。 

○伊藤のぶゆき委員長 どなたが答えますか。 

○教育長 学校別のいろいろこう区の学力調査のと

きに、いろいろこうアンケート調査をしていて、

学校別のデータがちょっと今手元にないので、ど

んな違いがあるかということは、ちょっと確認を

させていただきましてお示ししたいと思っており

ます。 

  ただ確かに、小規模校のメリットデメリット、

そして、区で言う適正規模でいう学校の規模のメ

リットデメリットあると思うのですけれども、た

だ、この適正配置をやるときのベースになる考え

方というのは、将来的な学校の区域の中の子ども

たちの人数が、今後ますます減っていくというこ

とを前提に、小規模校も更なる小規模校になって

しまう可能性もあるということを踏まえて、適正

規模が今後望ましい教育環境を目指すものだとい

う御説明をしておりますので、中長期的な目で見
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たときの状態を、今、ガイドライン基づいて各地

域で御説明しているそういった段階でございます。 

○土屋のりこ委員 教育効果ということもこれまで

様々な答弁の中でおっしゃいますけれども、そう

いうのであれば、教育環境向上のための統廃合な

のであれば、様々な各地の統廃合の前例を見ても、

明確に教育効果が高まったというふうな測定結果、

数値として示せるところは見当たらないというふ

うに思いますし、そうではなく、今おっしゃった

人数が減っていくということにおける財政の合理

化だということの議論であれば理解はできますけ

れども、それが本当に果たして子どもたちのため

なのか、教育効果が実証されていないまま進める

ということであれば、子どもたちのための教育政

策ということではなく、行政都合の財政政策だと

受け止めざるを得ないと思うのですけれども、そ

ういうことなのでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 決して財政論を先行させ

て進めている事業では全くございません。 

  子どもたちの教育環境をいかに向上させるか、

充実させるかと、そういう視点で事業を進めてお

りますので、やはり子どもたちが伸び伸びと学校

で生活し、社会性ですとか、人間力を磨くために

必要な事業というふうに捉えて区としては進めて

いるところでございます。 

○土屋のりこ委員 次の論点に移りますが、統廃合

をやってしまうと、不可逆戻せないということで、

不可逆的な政策であって、慎重に検討し、議論し

なければいけないことだと思います。 

  まずは、小規模校の教育的価値を生かす方策、

つまり特色化や特認効果を十分に検討した上で判

断すべきではないかと考えます。 

  その方が、地域価値を高める可能性もあります

し、小規模校を特色校化すると、いわゆる特認校

特色校として活用するというふうな検討は行われ

たのでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 適正規模・適正配置のガ

イドラインを策定するに当たりましては、教育委

員会の中できちんと情報共有した上で進めてござ

います。 

  今おっしゃっていただいた特認校等の話は特に

出ておりませんけれども、我々としましては、特

色ある学校をつくることで、確かにその学校を選

んで入学される児童・生徒数が増えるというとこ

ろの可能性はあると思いますが、やはり適正規模

化に当たりましては、学校の学区域内に居住する

子どもさんが、やはり今現状からですと少なくと

も１００人から２００人程度増えること、また就

学前人口についても同様に増え続けることが必要

だというふうに考えてございますので、特色ある

学校づくりだけでは、なかなか学校の適正規模化

には至らないというふうに思っております。 

  したがいまして、やっぱり今後も学校の統合が

重要で、主要な施策になるというふうに考えてご

ざいます。 

○土屋のりこ委員 まず確認したいと思いますが、

公立学校は学習指導要領に基づくため、特色化は

難しいというふうなことも一部では言われますが、

学習指導要領は全国共通の最低基準ということで、

その範囲内で各学校が創意工夫を行うことは認め

られているものですし、総合的な学習の時間や教

育課程の編成、学校独自の取組など、特色を出す

余地はあると思います。 

  そうした公立学校における特色ある教育の展開

ということは、制度上可能だというふうに区も認

識されているでしょうか。 

○教育長 いろいろなやり方があると思います。も

ちろんその学校の教員だけで特色は出せませんの

で、もちろん地域の方ですとか、それから、いろ

いろ保護者の方も含めて、様々な形で学校の特色、

その地域性というものを出せている。 

  ですので、足立区の今ある１０２校も、それぞ

れの地域ごとにそれぞれ特色を出した教育活動や

ってるという認識でございます。 
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○土屋のりこ委員 これからの時代に求められるの

は、画一的な規模の学校ではなく、多様な子ども

に対応できる、多様な学びを保障する学校の在り

方だと思います。 

  例えば、不登校や多様な学び対応校であったり、

若しくはインクルーシブ教育特化校であったり、

プログラミングなどの理数教育重点校であったり、

英語イマージョン授業校、大学と連携した探究学

習重点校など、保護者からのニーズが高い分野で

検討ができるのではないかと思いますし、生徒が

減っていくということが言われますが、地域外か

らの入学も特色校に関しては特例的に認めるとい

うふうな措置をすることで、他のマンモス校と言

われる大きなところからも生徒等が流入をして、

全体として適正化するということも想定されるの

ではないかと思います。 

  そういったことについて、是非とも検討し、そ

の結果として、次の選択をするのか否か、そうい

ったことを区として考えるべきではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 引き続き教育委員会の中

では情報共有しながら進めていきたいと思ってお

りますけれども、学校の適正規模化につきまして

は、やはり学区域内に住むお子さんの数、そちら

の推移を見て判断してございますので、今のとこ

ろその考えを変更する考えはございません。 

○土屋のりこ委員 適正というのであれば、大き過

ぎる学校についてどうするのかということも検討

が必要だと思いますし、そういった様々な角度か

ら、本当に足立区で育っていく子どもたちのため

の学校ということで検討いただきたいと強く求め

たいと思います。 

  子育てしやすい足立区というなら、特色校が区

内に幾つかある。今、統廃合３つエリア出てます

けれども、例えば３つにあるというふうなことで、

子育ての選択肢を増やすことにもなりますし、魅

力となると考えます。 

  私立の学校を選択して行く家庭もありますが、

そうでなくても、区立校でも同様の同種の学びが

できれば、子育て層にとってより住みたいまちと

なるのではないかと思います。 

  中川地域で地域外からも入学を受け入れる特色

校を３年間ほどモデル実施し、統廃合の判断につ

いて慎重に行うということも、不可逆である統廃

合を進める前に、区として行える判断だと思いま

すし、教育の質を理由に統廃合を進めると言いま

すが、そうであれば、エビデンス検証されるべき

だと、数値として検証するべきだと思います。 

  成果の予測を数値的に行うこととか、そういっ

たことを抜きに、このまま統廃合ということで進

めていくのであれば、それは教育政策ではなく、

財政合理化政策にほかならないと思います。 

  行政の最適と子どもたちの最適は違います。規

模が小さいことを強みに変え、地域の価値を高め

る方向で学校教育政策を発展させていただきたい

と強く求めるものです。 

  それで最後に、このテーマの最後に、今予算特

別委員会に修正案が提案をされていますが、その

修正案の中では、統廃合に関する予算が全額ゼロ

ということになっています。ゼロとすることで、

子どもたちにどういったメリットがあるのか、提

案者の方にお伺いします。 

○ぬかが和子委員 土屋委員の質問にお答えさせて

いただきます。 

  私たちの予算修正案では、まず立ち止まるとい

うことで、統合協議会等々の予算を削除するとい

うことで提案させていただきました。 

  先ほど区の方から答弁がありましたが、将来的

に人口が減るからだということを言っていました

けれども、私たち、中長期的な目で見たときに、

千住地域での教訓を二度と繰り返さない、正に統

廃合一旦立ち止まることが中長期的な視点でもあ

るというふうに考えております。 

  また教育効果についてですけれども、例えば、
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今回統合の対象校となっております竹の塚中学校

ですが、ここではボランティア活動が活発に行わ

れていて、子どもたちが先輩の背中を見て積極的

に参加をする、自分も地域の中でボランティアの

活動をやろうということでお祭りに参加をする、

町会のお祭りや、そのほか自治会の清掃、そうい

うものまで、先輩の顔を見て地域の人たちと一緒

に溶け込んでいるそういう実践があり、また不登

校の子どもたちが数多く選択して、ほかの大規模

校で一度不登校になった子どもが、この竹の塚中

学校が中学校で学校に行けるようになって、リレ

ーの選手までできるようになったと。こういった

効果も上がっていることから、今回のような修正

提案となりました。 

  以上です。 

○土屋のりこ委員 ありがとうございます。修正案

の方を支持できるなというふうに感じました。 

  次に、スポーツ施設、千住のスイミーに関して

やっておきたいと思います。 

  今、スイミーで教室等が休止に至っていますが、

これは同じ運営会社が小金井市で運営しているス

イミングプールで、今年７月に小学１年生の男の

子が溺水して死亡するという痛ましい事故があっ

たからですが、その運営会社では、１年前の１月

にもレッスン中の２歳９か月の子が二、三秒水に

沈んでしまう事故があり、そのときは観覧席の保

護者が気が付いて、窓をたたいて知らせて、コー

チが引き揚げたということだったそうです。 

  同じ年の３月にも、今度は４歳の子が、赤い台

で浸水調整台、赤い台から足を滑らせて落下をし

て、観覧席にいた保護者が気が付き、窓をたたい

て知らせて救助されたということなのですが、救

助されるまで１分水中に沈んでいたということで、

当初反応がなかったものが、その後回復したと、

繰り返しているということなんですね。 

  この事業者、この話でぞっとするのは、子ども

が沈んだことにコーチらは気付かず、保護者が気

が付いて、助けたというふうなことだったと、誰

も気が付かなかったということなのですが、その

事故の調査報告書を読みましたが、原因究明とし

て様々な不注意リスク感化が数珠のようにつなが

り、最悪の結果に至った。野村不動産ライフ＆ス

ポーツは、コンプライアンスの徹底に関して不十

分な検討や確認を得ないまま設立運営されていた

と。 

  児童の事故に対する危機意識が薄かった、売上

げに比重が置かれた経営方針が現場に強く影響を

及ぼしていたと書いてありますけれども、これら

を読むと、スイミーで事故が起こっていないとい

うのは奇跡的なことなのかなというふうにも感じ

ましたが、４月から自主事業が再開されるという

ことですので確認をしたいと思いますが、まずコ

ース貸しではなく、運営会社の自主事業にはどの

ようなものがあるのか。 

  水泳教室よりプール遊びは危険度が高いと言わ

れますが、そういった事例はあるのか、いかがで

しょうか。 

○スポーツ振興課長 自主事業といたしましては、

子ども向けの初めてのクロールですとか、あとは

大人向けのアクアエクササイズなどを実施してお

ります。 

  子どもの自由遊びという点では、千住温水プー

ルでは貸出し等の実績はないのですけれども、東

綾瀬のプールの方では、幼稚園でしたり、保育園

だったりというところの貸出しの実績がございま

す。 

○土屋のりこ委員 東綾瀬の方は、水泳連盟の主催

ということなのですが、そのメガロスの件なので

すけれども、改善策として水深プラス２０ｃｍに

満たない身長の子どもへのフィックスを装着を明

記するということと、プールサイドに身長計測器

計測表を設置して確認するなど、対策書かれてい

ますが、スイミーでもそういう物理的な対策が同

様に取られるのか、いかがでしょうか。 
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○スポーツ振興課長 私も昨日、スイミー現地行っ

て確認してまいりまして、身長の測れる表示でし

たり、そういったところ浮き具でしたりというも

のが整備されることを確認しておりますので、ス

イミーでも同様に行われます。 

○土屋のりこ委員 あとスイミーの上に建っている

千寿本町小学校が授業でスイミーを活用している

ということですが、その水泳指導は事業者がやっ

ているのか、学校の教員なのか、いかがでしょう

か。 

○教育指導課長 千寿本町小につきましては、基本

的には教員の方で指導管理の方はやってございま

す。 

  以上です。 

○土屋のりこ委員 区内の学校で自校プール以外を

活用しているところはあるのかについていかがで

しょうか。 

○教育指導課長 現在、千寿常東小学校がプール近

くにあるルネサンスを使ってプール指導をしてい

ます。 

  こちらは実証実験ということで、教員の働き方

改革の一部ということで、モデル事業として実施

しているところでございます。 

○土屋のりこ委員 今回の死亡事故というのは、学

童の預かり中だったということですけれども、当

区でも学校の水泳授業の外部化ということも言わ

れたりしますが、水の中は命に直結することなの

で、こういった事業者があるということを見ると、

心配な気持ちになります。 

  当区での学校の水泳事業の外部化の方向性につ

いて確認したいと思いますが、どういう状況でし

ょうか。 

○伊藤のぶゆき委員長 教育指導課長、簡明に。 

○教育指導課長 現在は、モデル事業ということで

１校のみでございます。それ以外につきましては、

検討してるところもございませんので、そういう

ことでございます。 

  以上です。 

○土屋のりこ委員 スイミーは募集して、今も募集

を再開している中で、定員１２名に対してコーチ

が１人しかつかないというところで不安も感じま

すので、またこの件は追ってみていきたいなとい

うことで思います。 

  以上です。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、共産党から質疑があ

ります。 

○西の原ゆま委員 足立ブランドについて聞きます。 

  足立ブランドの認定において、昨年度初めて足

立ブランド認定企業を外す非認定企業となりまし

た。在り方がおかしいということで、今、産業環

境委員会で陳情が出され議論されています。 

  陳情者から要望を受けて、産業環境委員長が、

陳情者と話合い、３者協議をしようと動いてくれ

ました。 

  ところが、区が前例がないということで断った

と、本当に落胆しているという連絡が入りました。

前例のないことを、今まで１５年以上関わってき

た既存の足立ブランド認定企業を外すということ、

それを行ったのは区ではありませんか。なぜ協議

すら拒否するのですか。 

○産業経済部長 そういったお話をいただきました。 

  我々もちょっと検討したのですけれども、産業

環境委員会という正式な場で陳情が審査されてる

その裏で、陳情者と我々がお話をするということ

はいかがなものかというふうに考えまして、お答

えをした次第でございます。 

○西の原ゆま委員 私は、前例がないことをやって

いるので、委員長が話合いをしようと、そういう

ことで協議をするべきではないかと言ったんだけ

れども、前例がないから拒否した。それはどうし

てなのか、前例のないことをしたのは区だからこ

そ協議をするべきではないですかと聞きました。

もう一度お願いします。 

［委員長退席、副委員長着席］ 
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○産業経済部長 すみません、繰り返しになります

けれども、やはり裏で、そういうふうに陳情者と

我々がお話をするのはいかがなものかというふう

に考えまして、お断りをさせていただきます。 

○西の原ゆま委員 私はこの産業環境委員会の中で、

陳情内容となっている、足立のブランド認定にお

いて改善をしていく、そういう面からの陳情で議

論をしています。 

  足立ブランド認定においては、区内に製造拠点

がないということが一番の理由で非認定をしまし

たけれども、実際にはあります。足立ブランドは

中小企業を応援する立場に区が立つこと。申し上

げて、委員会では行ってやり取りをしてきました

が、ここで私が言っているのは、協議をしようと

委員長と、そして区と陳情者で話合いをすること

すらも拒否するのはあまりにもひどいのではない

かということを聞いていますが、いかがですか。 

○産業経済部長 すみません、度々繰り返しになり

ます。 

  やはり委員会というふうな審査の場でお話をし

ている中で、裏で陳情者と我々が話をするのはや

はり変な形になるかと思います。やはり公の場で

議論を闘わせるべきなのかなというふうに考えて

おります。 

○西の原ゆま委員 私はやはり陳情は陳情として、

やはり足立ブランドを活性化、そして、これから

も区内事業者を応援する立場に立つことで頑張っ

てまいりますけれども、協議にも応じないという

ことはあまりにひどいと思いますので、それは申

し上げて、次に移ります。 

  千住大橋駅開発について質問します。 

  ２０１４年開発した商業施設ポンテポルタでは、

開設２年前の２０１２年から住民説明会が開かれ

ました。 

  住民説明会では、ポンテポルタの中に入るスー

パーは２４時間営業にすると事業者提案があった

とき、地域住民からは異議が唱えられ、２４時間

営業しても採算が合わないからと地域の実態を伝

えました。その後、事業者からは、２４時間営業

はやめて、終電の方のニーズがあるから、深夜の

２時までの営業にするとの変更の説明がありまし

たが、地域住民は、更に当時の終電で千住大橋駅

に帰ってくる人たちがどれくらいなのかを調査し、

五、六人だった事実を事業者に伝え、深夜営業を

やめるよう求めたら、営業時間が夜１０時までに

短縮できました。今現在、開設から１０年以上た

ちますが、今でも、夜１０時で営業しています。 

  このように、地域住民の声、問題意識から出発

し、改善してきたこと、区や事業者もつかめてい

ないことを気付かせてくれ、改善してきたこと、

そして、実際に、それは地域住民の声から始まっ

た事実をどのように受け止めていますか。 

○ぬかが和子副委員長 どなたですか。 

○千住地区まちづくり担当部長 そういったことが

行われていたということが事実として、我々知り

得なかったことは、大変残念だなと思っておりま

して、そういうこともつかめるようにしっかりま

ちの方とお話合いをする必要があったかなという

感じでございます。 

○西の原ゆま委員 やはり重要な点に気付けるため

にも、住民説明会があって、住民説明会では１０

０人以上参加されることもあります。地域住民の

質問、意見がしっかり言えるように確保してほし

いと思います。 

  そして、次の千住大橋駅の開発はタワーマンシ

ョンです。４２階建てのタワーマンションの建設

時のとき、事業者三井不動産でしたが、地域住民

からは、緊急の避難スペース、垂直避難場所を造

ってほしいと要望し、足立区も事業者に地域住民

の要望を伝え、交渉したがかなわなかった事実が

ありますよね。 

○千住地区まちづくり担当部長 三井不動産ではな

くて、住友不動産のマンションだったかと思うの

ですけれども、これについては、まちづくり課、



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３７  

 

災害対策課、事業者、施工者でお話合いをしまし

たけれども、なかなか協議に応じてもらえなかっ

たという事実がございます。 

○西の原ゆま委員 地域住民の声や意見、とても切

実ですが、事業者がノーだと言ったら届かない、

こう言って実現しなかったという事例です。 

  都内のタワーマンションについて調べると、２

０２４年の３月現在、東京都２３区で計１３０棟、

５万５，０００戸が建設予定であります。足立区

は２３区中４番目に多い８棟、３，４２３戸を予

定されています。５位が渋谷区、江戸川区と続き

ます。 

  ２０１９年、ＮＨＫクローズアップ現代で報道

されてから、様々な雑誌でタワーマンションにつ

いて記事が出ています。 

  現代ビジネス７月では、タカマツハウス取締役

専務執行役員のタワマン神話の崩壊が始まったと

話し、首都圏を中心に乱立したタワマンは、資産

価値や生活の質の面で深刻な問題が続出したはも

う終わりと言える状況、地震や災害時には、思わ

ぬ脆弱性を露呈する。高層マンションでは、大規

模修繕費の不足が深刻化している、放置すれば、

建物の老朽化が進み、スラム化がしかねない。 

  購入時に若かったファミリー層も時がたてば一

様に高齢化し、かつてのニュータウンのように、

同時多発的に老境を迎える可能性が、問題が発生、

コミュニティーの脆弱性、投機マネーによるゆが

みが今後ますます顕在化すると指摘しています。 

  住宅ジャーナリストの榊淳司さんは、「限界の

タワーマンション」という書籍の帯には、それで

もあなたは住みますかとの問いがあり、初めに、

分譲タワーマンションの建造は、日本人の犯して

いる現在進行形の巨大な過ちであると確信してい

ると記しています。目先の利益に惑わされてタワ

マンばかりを建設してきた結果が、住宅の過剰供

給であり、空き家の急増である。一般的な収入の

地域住民は、高くてマンションに入れない問題が

起きているとしています。 

  こういった事態をどのように認識していますか。

これらの側面をしっかりとまちづくりとして認識

していかないといけないのではないですか。 

○都市建設部長 区として積極的にタワーマンショ

ン建設を誘致しているわけではありませんし、逆

にお住まいになってる方もいらっしゃいますので、

今お住まいの方を否定するようなことを区として

発言する内容ではないと思います。 

  一方で、そういった御意見があるということは

承知しておりますので、今後のまちづくりとして

何ができるか考えていく１つの御意見だとして受

け止めたいと思います。 

○西の原ゆま委員 この地域の千住大橋駅でも、所

有権のある分譲のタワマンでも、当然こういう事

態が起きるわけで、タワーマンションが地域にあ

ること、地域のためのプラスにならないというこ

とも、はっきり申し上げたいと思います。 

  西ヨーロッパでは、高層住宅を壊して、３階、

４階、低中層住宅に建て替えることが、都市再生

だと話しています。 

  日本では、都市再生だというと、狭い敷地の中

に、きらびやかな住まいを大量に生産できて、経

済的にプラスの効果をもたらすと言いますが、高

層マンションをどんどん建てるイメージあります

が、西ヨーロッパでは高い建物を壊して、景観や

コミュニティーを大事にした住宅にすることを都

市再生と、そういうふうに位置づけています。こ

ういったまちづくりの在り方、どう考えますか。 

○都市建設部長 こちらも１つの考え方だと思いま

す。やはりその地域、国の考え方、やはり国土そ

の他のいろいろなものを精査してまちというのは

あると思います。ですので、こちらについても１

つの御意見として承りたいと思います。 

○西の原ゆま委員 今回、千住大橋駅前跡地活用に

ついて、昨年の１２月から動いていると地域住民

と話すことが増えました。 
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  こちらの土地は２００６年、２００９年に駐輪

場と事業者用代替地として土地を取得し、残りの

土地はＪＫＫの土地でありましたので、１０年以

上更地のままでした。空き地となって１０年以上

たちましたので、地域住民からも、何ができるの

かという声も聞かなくなっていたところ、区では、

令和６年７月にＪＫＫから１，２００平米を１２

億４，３００万円で購入し、全ての土地が区有地

となり、この活用方針によると、１階から３階が

にぎわい創出利便性の向上に資する施設で防災化

強化だと、イメージ図でうたっています。 

  千住大橋駅前跡地活用の方針の中には、まだ基

本設計のため詳細設計まで進んでいません。サウ

ンディング調査を受けて、区民等に対しアンケー

ト調査では、自由意見のところ、子どもからお年

寄りまで集えるようなスペースが求められている

こと、そして、都市機能強化においてのところで

も、子どもから大人まで使える学習スペースが欲

しいと紹介されています。 

  区民が使える憩いの居場所のようなものは、こ

れにはないのですか。 

○千住地区まちづくり担当部長 具体的に造られる

のはこれからですので、あるか、ないかというと、

今はないのですけれども、特にそこに公共施設が

入るわけではないので、公共として無料で使える

ところというのはまずないかなと思っております。 

  これから事業者が開発する中で、どういうスペ

ースができるのかということにつきましては、そ

ういうアンケートの御意見もいただいております

ので、協議を続けていきたいというふうに考えて

ございます。 

○西の原ゆま委員 そもそもこの土地は区有地です。

区民の財産でもあります。自由に子どもからお年

寄りまで出入りでき、持ってきたマイボトルやお

菓子など持ち込めるような施設を、区独自で建設

することもできたと思います。 

  格差社会で、親の収入によって子どもの文化資

本に比例しているという統計もあります。だから

こそ、公共の力を取り戻し、昨年の予算特別委員

会でも求めた水戸市民会館のように、自由に誰も

が使用することができ、勉強してもいい、お茶を

片手に交流するような居場所、地域住民は求めて

います。 

  区民がこのまちが好き、ここが私の故郷だと誇

れるようなまちづくりを地域住民と共につくって

いけるのが、自治体の役割であり、区民の福祉を

増進させるために、区有地を活用することだって

できたと思います。 

  区の土地として、区民が使える場所が必要だと

思います。造るべきだと思いますが、いかがです

か。 

○千住地区まちづくり担当部長 こちらにつきまし

ては、特にその周辺の公共施設の状況も鑑みて、

そこに公共施設を造る必要がないということで、

民間事業者を活用したプロポーザルを行っている

ところでございます。 

○西の原ゆま委員 まだここの中では、詳細設計で

はなくて基本設計なので、ここからでも、区民の

人たちが無料でマイボトルやお菓子を持っていっ

てもいいし、そこに集えるようなスペースを提案

していく、区も言っていくということもできない

のですか。 

○千住地区まちづくり担当部長 先ほども御答弁申

し上げましたとおり、公共でそれを準備するとい

うことは考えてございません。ただ、御要望があ

りましたので、そういう御要望については事業者

の方にはお伝えいたしますけれども、どこまでで

きるかにつきましては、今後の協議かなというふ

うに考えてございます。 

○西の原ゆま委員 是非、このアンケートでもやっ

た、住民説明会も開いている。だとするならば、

地域住民のために、自治体の役割である区民の福

祉を増進させるために、是非力を尽くしていただ

きたいと思います。 
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  続きまして、旧江北小の跡地について聞きます。 

  先日、学校運営部にも確認しましたが、旧江北

小跡利用は江北小学校と高野小学校の統合のとき

に、今の江北小学校の土地は東京都の土地である

ため、都の土地を購入するときに、それぞれ旧高

野小、旧江北小のアトリエ化計画を東京都へ提出

しましたね。 

○都市建設部長 はい、足立区長名で都知事宛てに

平成３０年なのですが、現江北小の用地について

買い入れたいという申出をしております。 

○西の原ゆま委員 どのような計画を出したのか、

覚えてる範囲内でいいので教えていただけますか。 

○都市建設部長 計画の内容ということですが、先

ほど西の原委員も御指摘あったとおり、旧高野小

と江北小を統合して、都営住宅の跡地に建設した

いという、そういった要望を出しております。 

○西の原ゆま委員 私は、現在、旧高野小学校は高

野スポーツパークに、そして旧江北小跡地は防災

を兼ねそろえた公園と掲げていますね。 

  エリアデザインの計画の中でも、平成３０年に

江北エリアデザイン整備方針案として、応急仮設

住宅の設営が可能となる公園だと発表しています

ね。 

○都市建設部長 西の原委員御指摘のとおりです。 

○西の原ゆま委員 この旧江北小学校は長い歴史が

ある学校で、令和３年度に１４７年目を迎えまし

た。令和４年の５月に解体されましたが、荒川沿

いにある校舎で、目の前は下水道局熊の木ポンプ

場があり、反対側は、都営住宅が解体されて更地

になっている地域です。 

  令和５年に旧江北小解体工事に伴う住民説明会

では、地域の方は自然災害のときの心配をされて

いました。荒川が近くを流れている関係、昔は各

家庭にボートを倉庫に備蓄していた地域です。災

害時、地域住民のための広場や防災の視点からの

空間など、こういうことを要望されていたと思い

ますがあっていますか。 

○都市建設部長 西の原委員御指摘のとおりでござ

います。 

○西の原ゆま委員 １１月の７日のエリアデザイン

委員会の報告には、民間事業者の可能性を確認す

るために、サウンディング調査を行ったと報告が

ありました。 

  事業者からの質問に対し、区の回答では、災害

時に活用できる空間、広場空間について、面積や

設備等、区で想定などあるかと事業者が質問した

のに対し、足立区は、本サウンディングを踏まえ

て検討するとなっています。 

  地域住民の声よりも、企業の意向を聞いて、跡

利用を変えていくのですか。 

○都市建設部長 あくまでもこちら先ほど西の原委

員御指摘ありましたが、やはり昔は船を軒下につ

るしている、そういう水害が起こすのがあるとこ

ろでありますので、今回、仮設住宅の用地につい

て少し再検討が必要だということで、今回サウン

ディング調査をしました。あくまでも事業者から

サウンディングということで、どういった可能性

かを聞いたかということですので、当然地域の方

の意見を聞きながら、今後の計画を進めてまいり

ます。 

○西の原ゆま委員 民間事業者の可能性を伺うより

も前に、やはり地域住民が望んでいる災害時に活

用できる広場空間を、区としても事業者に向けて、

サウンディング調査の回答のところで、やはり本

サウンディング調査を踏まえて検討と書くのでは

なくて、具体的に災害時の広場空間を計画してい

くべきではないですか。災害時に活用できる広場

空間を確保することは、地域住民の要望です。 

  それを地域住民と共に共有し、実現させていく

ために動いていくべきではないですか。 

○都市建設部長 基本的には有事、災害時の際は、

当然のことが土を活用できる方法で、私どもは検

討したいと考えております。 

○西の原ゆま委員 是非その視点を忘れないでいた



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ４０  

 

だきたいのですが、事業者からも、区の意見とし

て必要な広場、面積等、詳細な諸条件を提示して

ほしいと要望されている実態もありました。 

  ホームページで確認しました。 

  地域住民の要望は、災害時の地域住民のための

広場、防災の視点を忘れずに、そこはぶれずに貫

いていただきたいです。 

  再度答弁を求めます。いかがですか。 

○資産活用部長 もし仮に民間事業者に公募により、

この用地を御利用いただくということになるので

あれば、まずは地域の住民の方の意見を聞き、そ

の意見を公募条件に盛り込んで公募を行うという

形で進めてまいりたいと思いますので、そのよう

に進めたいと考えております。 

○西の原ゆま委員 そのように進めていただきたい

のですけれども、実際、令和７年１２月の１５日

に、旧江北小跡地活用事業者に関わるサウンディ

ング調査に対する質問回答では、１、２、３、４、

５、６、７個の質問に対して、本サウンディング

を踏まえて検討しますという言葉が３回以上も出

てきます。これは、やはり地域住民の声を無視し

ているのではないかと思われてもおかしくない、

この企業の意向に沿えば、地域住民の声が消され

てしまうのではと不安を抱きましたので、是非そ

このところはしっかりと地域住民と共に動いてい

ってほしいと思います。 

○資産活用部長 今現在予定をしているのが、サウ

ンディング結果を踏まえて、今後、地域の皆様に

オープン発想で意見を聞く計画も考えております

ので、その辺も踏まえて計画の方を、跡地活用計

画については慎重に検討してまいりたいと考えて

おります。 

○ぬかが和子副委員長 時間です。 

 次に、都民ファーストから質疑があります。 

○川村みこと委員 お疲れさまでございます。川村

みことです。よろしくお願いします。 

  初めに、特別支援学級について伺います。 

  区では特別支援学級の設置を進めていただいて

おりまして、ありがたく思っております。 

  一方で、小学校の通学目安とする１．２ｋｍ、

中学校の目安である１．８ｋｍを基準とすると、

その範囲内に特別支援学級を有した学校がない空

白地域が存在している現状があります。 

  空白地域は幾つか存在しますが、今回は特に足

立、西綾瀬地区の中学校について取り上げたいと

思います。 

  この地域は、五反野駅の南側、荒川の北側が１．

８ｋｍを超える空白地域となっております。小学

校区は足立小学校でありますが、ここには特別支

援学級がありまして、多くの生徒が在籍していま

す。しかしながら、中学校では空白地域となって

おりまして、２ｋｍほど離れた東綾瀬中学校か栗

島中学校に通うことになります。直線距離では、

東綾瀬中学校の方が近いのですけれども、綾瀬川

を越えなければならないので、通学の負担も大き

いと考えます。 

  実際、学校適正規模・適正配置ガイドラインで

は、通学路について、国道４号線等の主要道路や、

鉄道、河川により通学路が分断しないことが望ま

しいというふうにされています。 

  先ほどの１．８ｋｍという基準も、あくまでお

おむね１．８ｋｍという基準なのでというような

説明がよくなされると思うのですけれども、保護

者の方々からは、登下校にも配慮が必要で、保護

者が送迎をしなければならない場合も多い、特別

支援学級に通う生徒においては、遠い場合はもち

ろん、送迎にも保護者も大変なります時間も掛か

りますから、仕事を辞めざるを得なかったり、引

っ越しを余儀なくされたりという現状もあると伺

っております。 

  特別支援学級に通学する子どもは様々な特性も

考慮して、１．８ｋｍとは言わず、小学校の基準

と同じ１．２ｋｍなどもっと短くしてもよいくら

いだなというふうに感じるのですけれども、この
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点区の認識はいかがでしょうか。 

○支援管理課長 特別支援学級の小学校、中学校の

配置につきましては、やはり空白地帯というのが

発生して、非常に課題であるかと考えております。 

  中学校につきましては、今後、空き教室である

とか、学校で新たな設置ができないかをちょっと

探りながら進めていきたいと思っております。 

  それから、通学につきましては、来年度、令和

８年度から、付添いの、保護者の付添いの費用の

補助金を実施することとなっておりますので、そ

ちらを活用していただきながら、ちょっと負担の

軽減をしていただければなと思っております。 

○川村みこと委員 分かりました。支援が拡充され

ることについては大変ありがたく思っております。 

  一方で現状の１．８ｋｍという基準を考えても、

空白となっているこの綾瀬、足立、西綾瀬地域に

ついては、第十一中学校や第四中学校に設置する

ことで空白地域が解消されます。 

  第四中学校は長年、抽せん校となっているので

難しいかなというふうに思いますけれども、第十

一中学校については学校選択の状況から見ても比

較的余裕があるように思います。十一中への設置

をはじめとした足立、西綾瀬地区の特別支援学級

設置における空白地域の解消についてはいかがで

しょうか。 

○教育指導部長 失礼しました。地域偏在があるこ

とはもう我々も重々承知しておりまして、既存の

学級に学級を増やすという対策をしながら、抽せ

んの回避をしてきたのですけれども、なかなか既

存校への増学級も難しい状態ですので、地域偏在

考慮しながら、設置校は増やしていきたいと思っ

ております。 

  ただし十一中につきましては、不登校の固定学

級であるチャレンジクラスを来年度ＳＳＲと同時

に新設したり、なかなか学校の中に場所がないと

いうのが非常に重たい課題ですので、地域偏在見

ながら、積極的に増設を図っていきたいと考えて

おります。 

○川村みこと委員 分かりました。特別支援学級の

必要性は年々高まっております。是非早急に御対

応いただきたいと思いますので、引き続きよろし

くお願いいたします。 

  次に、竹の塚中学校、渕江中学校の統廃合につ

いて触れておきたいと思います。 

  私は、渕江中学校の卒業生でございまして、個

人としては母校の名前がなくなるかもしれないな

ど、いろいろ思うこともあるのは事実であります。 

  また、竹の塚中学校の小規模で穏やかな雰囲気

と、渕江中学校の部活動が盛んで、行事なども活

発であることから考えても、それぞれの校風をそ

のまま大事にできたらよいのになあとも思います。 

  一方で、統廃合を検討するに至った経緯を伺い

ますと致し方ないことだろうなというふうにも思

っております。 

  先日、個別計画についての説明会が開催されま

した。改めて確認ですけれども、各会の参加者は

どのぐらいいらっしゃいましたでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 １月３０日から２月７日

に掛けて計４回開催させていただきました。第１

回目が１７名、第２回目が１６名、第３回目が４

９名、最後に第４回目が４８名の参加者でござい

ました。 

○川村みこと委員 分かりました。多くの方に御参

加いただけているということだと思います。 

  複数回開催された中で、ちょっと私は都合によ

り１回しか伺えなかったのですけれども、その１

回では質疑応答が１時間以上に及んでおりまして、

ほとんどが反対の意見ばかりと、卒業生の保護者

の方や地域の方から熱い思いが寄せられていまし

た。私も当事者としてお気持ちはよく理解してい

るところであります。 

  一方で説明の部分だけを聞いて退出していく方

も多くおられまして、その方々にお話を伺いまし

たところ、統廃合しなければならない理由は理解
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したので、早く次の計画を示してほしいと。そし

て決めたからにはスピード感を持って進めてほし

いということを皆さんおっしゃっておりました。 

  詳しくお話を伺ってみると、保護者の方も渕江

中出身なので渕江以外の選択肢を考えたことすら

なかったけれども、現竹の塚中の場所は遠過ぎる

ので、ほかの周辺校の選択を検討する必要がある

という方や、お子さんがスポーツをされておりま

して、渕江中は部活動が盛んなので、渕江中に通

うつもりでいたけれども、竹の塚中との統合によ

り校風が変わるのであれば、クラブチームなどを

検討したいと。クラブチームにも見学の時間など

も掛かりますし、人気のチームはかなり前から調

整をしなければならないので、早く方針を示して

もらわないと、次の動きができないというお声な

どどれも切実なものでありました。 

  そこで今後のスケジュールについて改めて確認

させていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○学校適正配置担当課長 ただいま昨年１１月に第

１版、素案の第１版を出させていただき、来週、

文教委員会の方で第２版の方をお示ししたいと思

っております。その間、その後関係者の皆様にま

た改めて御説明にあがりまして６月頃に統合地域

協議会を設置をし、令和１１年４月に学校の統合、

令和１５年４月に新校の開校のスケジュールを今

引いているところでございます。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  パブリックコメントでは９割が反対の意見だっ

たということですけれども、賛成というか、御理

解をいただいて、次に向けて考えてくださってい

る方は、わざわざ賛成ですという意見を送るとい

うことはなかなかしないと思いますし、説明会に

おいても、現時点での計画の説明だけを聞いて、

質疑応答には参加せずに帰っていく方も多くいら

っしゃいました。 

  実際に大変になるのは、これから入学される方

やその保護者の方々です。反対されている方の丁

寧な説明は当然必要なのですけれども、統廃合に

ついて御理解いただき、今後協力をしていこうと

いうふうに思ってくださっている方々の影響が最

小限になるようにということも考えながら、是非

スピード感を持って計画を進めていただきたく思

います。 

  現時点でのスケジュールが遅れることのないよ

う、また可能であれば、計画を出したり、説明し

たりする部分については是非前倒しで検討してい

ただけるように進めていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 先ほど申し上げましたス

ケジュールについては、あくまでも予定でござい

ます。この後、地域の皆様に丁寧に御説明をしな

がら進めていきたいというふうに思っております。 

  一方で、先ほど川村委員の方から御発言ありま

した。そういった前向きに捉えていただいてる方

もいらっしゃるというところは我々も認識してお

りますので、丁寧な説明に心掛けながら確実に着

実に進めていきたいというふうに考えてございま

す。 

○川村みこと委員 是非よろしくお願いしたいと思

います。 

  また統廃合の際には、片方を仮設校舎として利

用する計画だと思いますが、通学目安の距離であ

る先ほどと同じですよね１．８ｋｍ、これをはみ

出してしまう方もいらっしゃると思います。その

方々についてはどのような対応をしていく想定で

しょうか。 

○学校適正配置担当課長 新しい学校をどちらかの

敷地でというところでお示しをしているところで

すが、望ましい通学距離１，８００ｍの中には両

校の学区域がほぼ収まるというところで認識をし

てございます。 

  一部はみ出してしまう方については、望ましい

通学距離でありますので、御理解をいただきなが
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ら、仮に１，８００ｍ超えたからといって、非常

に遠くなってしまう、著しく遠くなってしまうと

いう判断ではないように我々考えておりますので、

そこら辺はやはり丁寧に説明して御理解いただき

たいというふうに考えております。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  今回はみ出してしまう地域は、具体的には渕江

中学校の校区の南側、花保中学校か六月中学校選

ぶことになるのかなというふうに思いますが、例

えば令和８年の入学の中学校選択の応募状況で言

いますと花保中は抽せん校となっています。 

  統合後の学校に通いたいけれども建て替え時の

仮校舎は現竹の塚中学校の場所になったとすると、

通学するにも遠い、そのため花保中学校仕方なく

選ぶけれども、学区域外の扱いにより抽せん対象

となり落選になってしまうということも予想され

ます。 

  本当は学区域の学校に行きたかったのに、ちょ

っと区の事情によって、第１希望校を諦めざるを

得なくなって、大規模校も落選となってしまって

は、せっかく統廃合に協力をしようと思っていた

方だとしても、区への大きな不満にもつながって

しまう可能性もあります。これで仮に六月中も凍

結などとなれば、遠くの学校に行かざるを得ない

状況も発生してしまいます。 

  もちろん部活動が活発などの理由で自ら選択し

て遠くに行く場合は、もちろん１．８ｋｍを超え

ても全然構わないと思うのですけれども、一番近

い学校に通って登下校の時間を短くして、その時

間を勉強に充てたりとか、生活設計などにも影響

してしまうと思います。 

  このようなやむを得ない事情で学区域外の近隣

校を選択して抽せんとなった場合は、特別な措置

を講じた事例は過去の統廃合等についてあったの

でしょうか。 

○学務課長 統廃合に伴いまして、学区域の方と同

じように扱うというような場合もありますし、今

回のような竹の塚の学区の方に校舎が移転してし

まったときに遠くなるというような場合は、隣接

の学区のところを改築に伴って選ぶという方につ

いては、花保の学区の方の次の順位というような

形にさせていただくような、そういう特例も検討

できますので、またそのときになりましたら御相

談いただければと考えております。 

○川村みこと委員 分かりました。今、対応を検討

いただけるということで是非お願いしたいと思い

ます。 

  私が思っていた以上に、皆さんは思ったより前

を向いていらっしゃったというところを、私は認

識しています。もちろん友人等にも卒業生もたく

さんいまして、寂しいという声もあるのですけれ

ども、でもやっぱり区から丁寧な説明をしたら御

理解いただけるのではないかなと私は思っており

ますので、是非その方々の思いを受け止めて、そ

してスケジュールは是非遅れることなく、着実に

進めていただきたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、東綾瀬の温水プールについて伺い

たいと思います。 

  本定例会の我が会派の代表質問におきまして、

東綾瀬の温水プールの大規模改修工事について質

問をさせていただきました。 

  答弁としては、予定どおり改修工事を実施する

かどうかについては、昨今の材料費とか人件費の

高騰を伴う工事費の上昇の状況のため、関係所管

と協議の上改めて議会へ報告しますというもので

した。 

  今厳しい状況があることは当然理解しているも

のの、２年間のうち３分の１以上が使えなかった

地域の方々とすると簡単に理解いただけるもので

もないのかなというふうに感じています。 

  そして、仮に大規模改修が実現したという場合

についても、区民の声を反映していくということ

が重要であると思いますので、まずはアンケート
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を実施するなど、是非工事費高騰というのはもち

ろん分かりますけれども、これ前提ではなく、利

用者の声をアンケートなどで聞きながら進めてい

ただきたいと思うのですけれども、改めていかが

でしょうか。 

○スポーツ振興課長 改めて東綾瀬温水プール、度

重なる緊急工事で休館しておりますことを利用者

の方々に御迷惑をおかけしております。申し訳ご

ざいません。 

  もちろん工事できるとなりましたら、地域の

方々、利用されてる方々の御意見を伺いながら、

進めてまいりたいとは考えております。 

○川村みこと委員 分かりました。是非よろしくお

願いしたいと思います。 

  工事するかしないかというところから是非丁寧

に地域に入って意見を聞いていただきたいと思っ

ておりますので、これは強くお願いをさせていた

だきたいと思います。 

  また既に古くなっているロッカー等がありまし

て、これは改修時期を待たずに入れ替えてほしい

というような声も多くいただいております。この

点についてはいかがでしょうか。 

○スポーツ振興課長 こちらロッカー等おっしゃる

とおり老朽化している部分ございますので、今後、

御予算令和８年度認めていただいた場合には入れ

替えられるように、準備の方を進めている状況で

ございます。 

○川村みこと委員 分かりました。ありがとうござ

います。 

  更に東綾瀬温水プールの二階の集会室は施設主

催のイベントでのみ利用可能となっておりまして、

現在、貸し出しはしていないのですけれども、こ

れは施設主催のイベントでということでいいます

と、週に１回程度の利用しかないというふうに聞

きましたが、直近の利用頻度は区としての認識は

いかがでしょうか。 

○スポーツ振興課長 こちら貸出し施設ではありま

せんので、利用頻度等は集計しておりませんけれ

ども、川村委員おっしゃられたとおり基本的な講

座等でしか利用しておりませんで、基本的には休

憩室としての部屋となっておりますので、今後も、

現在では、一般の方に貸出し等は予定していない

ところでございます。 

○川村みこと委員 分かりました。ちょっと、これ

については、施設の方々に伺うと、もうほとんど

使われてないということで、もったいないという

ふうにおっしゃっていました。ちょっと今、区側

の認識とちょっと異なるなというふうには思って

いるのですけれども、私はこの周辺にも施設が、

貸出し施設が近くにあるというわけでもないので、

週に１回程度利用しかないのであれば、是非ここ

を貸出し施設として開放していくというようにし

ていただきたいと思うのですけれども、この点に

ついていかがでしょうか。 

○地域のちから推進部長 そこについては、もう少

し利用実態を見ていきたいと思うのですが、もと

もと設計の段階では休憩室ということで位置づけ

られてました。やはり施設の従業員の休憩室とい

うのは法律で義務づけられてるところありますの

で、それは必要だと思っているんです。 

  ただそうやってイベントで使ってるという実態

があるということでしたら、ちょっとそこは、

我々の方で現地見た上で、検討させていただけれ

ばと思います。 

○川村みこと委員 分かりました。是非よろしくお

願いいたします。 

  続いて別の話題に移りたいと思いますが、輝く

お店セレクションについて伺います。 

  既に９回行われているということで、人気の取

組であると認識しておりますけれども、入所する

お店も固定化されてきて、殿堂入りの基準を設定

したりとか、様々な工夫をしていただいていると

ころではあるのですけれども、次どうなるんだろ

うなというふうな区民の方々からの声も聞かれて
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おります。 

  これまでは、和食とか、ラーメンとか、メニュ

ーに重きを置いてきましたので、今後は輝くお店

セレクションという名の基に、是非お店に重点を

置いてやってみてはどうかというふうに思います。 

  例えば、子連れおすすめの店とか、大人数が入

るおすすめの店とか、個室があるお店とかです。

実際、私も子連れにおすすめの店ありますかとい

うふうによく聞かれることがあります。でもどこ

かにまとまってるわけでもないですし、何か現状

口コミで広がっているというところがあるかと思

います。 

  でもなかなかこういうふうな設備とかサービス

に力を入れているところというのは、やっぱりこ

ういった和食だけで勝負、メニューで勝負という

ところに比べてランキングに入りにくいと、でも

地域の方々から愛されているというふうな現状も

ありまして、そういうところでちょっとスポット

を当てられないというところについて、私は寂し

いなと、もったいないなというふうにも感じてお

ります。 

  こういった施設とかサービスとか、新たな視点

でテーマ設定をしていくというところについては

いかがでしょうか。 

○産業振興課長 新たな視点での御提案ありがとう

ございます。 

  一方で輝くお店セレクションの方なのですけれ

ども、御案内のとおりチェーン店ではなくて、大

規模店以外で区民による投票という形で実施して

おります。そうしますと、今の子育てとか、個室

があるというものがちょっとハードルが高くなっ

て投票が集まりにくいかなというか、懸念がござ

います。 

  そこでまた一方、東京都の方が、とうきょう子

育てスイッチというホームページで、子育て応援

の店舗など非常に細かいカテゴリーで紹介してい

らっしゃるところもありますので、そちらも活用

しながらとはございますが、現在、リーフレット

に掲載されている店舗で、更にそこで子ども向け

のサービス、こちらを調査しまして、その情報を

付加して冊子に掲載するような方向で取組をちょ

っと進めさせていただければと思っております。 

  次回は１０回ということですので、ちょっと記

念になるようなことを今職員の方で検討してござ

います。 

○川村みこと委員 分かりました。正に１０回とい

うところもありましたので、私もこれ例えば子連

れおすすめの店というふうになると、やっぱり応

募できる層が限られてくるというところがあると

思うので、例えばこの１０回記念として番外編で

やってみるとか、今回は２つのメインテーマはこ

れだけれども、番外編としてこっちも聞いてみる

とか、様々なやり方もあるというふうに思ってお

りますので、是非検討をいただきたいと思います

よろしくお願いします。 

  そしてちょっと次々行くのですけれども、また

違う話題に移ります。 

  地域学習センターや地域図書館におけるキャラ

クターについて伺いたいと思います。 

  これは、まず地域学習センター地域図書館はこ

れ全てのセンターにキャラクターがいるというこ

とでしょうか。まずは地域学習センターについて

お聞かせください。 

○地域文化課長 現在全ての学習センターでキャラ

クターが設定されております。 

○川村みこと委員 地域図書館についてはいかがで

しょうか。 

○中央図書館長 図書館についても設定をしており

ます。一部の図書館ではセンターと兼用というよ

うな状況になっております。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  これまで親しまれてきました東和地域学習セン

ターの五太夫、それと東和図書館のはっしーがい

なくなるということが、講座を受講している子ど
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もたちなどに、今伝えられておりまして、センタ

ーでつくられたクリアファイルや缶バッジなどの

オリジナルグッズも、もうこれ使えなくなってし

まうので、是非持って帰ってくださいというよう

に案内がされています。 

  子どもたちからは、いなくなるのは寂しいとか、

何でいなくなっちゃうのという声が聞かれまして、

センターの職員の方々は、大人の事情なんですと、

ごめんなさいと、残念だよねというお話がなされ

ていました。せっかく定着しても指定管理者が変

わることで使えなくなってしまってはもったいな

いなというふうに感じております。 

  これから指定管理者が変わって新たにキャラク

ターをつくる場合には、区が主体でキャラクター

を設定して、今後の指定管理者に受け継いでもら

う方式にしていただきたいと思いますが、この点

についてはいかがでしょうか。 

○地域文化課長 川村委員おっしゃるとおり、現在

各学習センターが独自にキャラクターを生み出し

ておりますので、著作権がその事業者の方にある

という現状でございます。 

  ただ、やはり事業者が変わるごとに愛されるキ

ャラクターが失われてしまうとか、逆にまた新し

いものを、より愛されるものが生まれる可能性も

ありますが、まずは、キャラクターの作成を例え

ば業務の一環として仕様書に記入するなど、著作

権を区の方に持てるような形にできるか、今ある

ものをどうするかについては事業者とも相談して

まいりますが、考えていきたいと思っております。 

  最終的には、地域の皆さんが参加した、例えば

委員会とか検討会とかで投票するなど、皆さんと

一緒につくっていただけるようなキャラクター設

定をできるように心掛けていきたいと考えており

ます。 

○川村みこと委員 正にそれを申し上げようと思っ

ておりました地域文化課長ありがとうございます。 

  是非、もうこれだというふうなキャラクターを

決めるというときには、是非区民の方から、デザ

イン自体を、キャラクター自体を出してもらった

り、名前について投票してもらったりとか、キャ

ラクターデザインについて投票してもらったりと

かあるかと思いますので、是非区民に参画しても

らう機会につきましても、よろしくお願いしたい

と思います。 

  続きまして、またちょっと別の話題いきますけ

れども、最後で区民参画ということに関連して伺

いますけれども、今光の祭典について伺います。 

  光の祭典を点灯式は、来賓の方々や区議会議員

などが前に出て、皆さんと一緒にカウントダウン

して点灯しているかと思いますけれども、子ども

たちからは、ちょっと言いづらいのですけれども、

ただ偉そうな人が前に出てカウントダウンしてる

ように見えるなあとかいう子どもたちの声が私は

聞かれました。 

  我々から考えると、光の祭典の点灯式だけ見る

と、何百何千とある区の取組の中では大きいこと

ではないように感じるのですけれども、それは毎

日区役所にいるような生活をしている我々であっ

て、行政との接点が限られる方については、この

ようなところでやっぱりイメージというのは決ま

るんだろうなというふうに思います。 

  是非行政とは難しい、遠いというイメージをな

くすためにも、例えば区長や議長などと一緒に地

域の子どもたちに広く声を掛けて、一緒にカウン

トダウンしてくれるような仕組みを募ってみては

どうかというふうに思うのですけれども、いかが

でしょうか。 

○区長 議長は分かりませんが、私は別に、自分が

することもないと思っておりますので、一度光の

祭典ではなく、花火のカウントダウン、ボタン押

すのをふるさと納税にしてはどうかというような

話もありました。お子さんにやっていただくこと

も含めて、担当に検討させていきたいと思います。 

  なるべく広く楽しんでいただくということが重



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ４７  

 

要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○川村みこと委員 ありがとうございます。区長か

ら今お言葉いただきましたので、是非皆さんが参

加できる方法をお願いしたいと思います。 

  そして最後になのですけれども、区のイベント

を今申し上げたように限らず、是非ボランティア

なども募って受入れていってはどうかと思います。

簡単な受付の台紙渡すとか、そういったものでも

いいかと思うのですけれども、区民の皆さんにス

タッフとして入ってもらうという視点については

いかがでしょうか。 

○ぬかが和子副委員長 観光交流協会事務局長、簡

明にお願いします。 

○観光交流協会事務局長 地域の方たちがやっぱり

率先してイベントに参加していただくということ

は、イベントを盛り上げる意味でも大切だと思い

ますので、どういった形で御参加いただけるか、

今後検討してまいりたいと思います。 

○川村みこと委員 ありがとうございました。 

○ぬかが和子副委員長 次に、是々非々の会から質

疑があります。へんみ委員。 

○へんみ圭二委員 よろしくお願いします。 

  個人情報がありますから、どなたかとは言いま

せんけれども、男性の管理職で初めて育休を取ら

れたという方がいるということをお聞きしました。

私は、そういった突破口を開く方というのは、本

当にすばらしいなと思いますし、自分自身も、例

えばこの本会議場でタブレットだけを使って質問

するというのを初めてやってみたときに、大変勇

気が要ったんですけれども、今は徐々に広がって

きたということを考えるとうれしく思いますし、

本当に育休を初めて取られたという方には、仕事

も子育ても一生懸命頑張っていただいて、どんど

んそういう取組が広がるようにということで、願

っております。 

  では質問に入ります。 

  まず主権者教育について伺いますけれども、

小・中学校では主権者教育、今学校で何校ぐらい

実施されていますか。 

［副委員長退席、委員長着席］ 

○教育指導課長 主権者教育と名のって学習してる

ということではなくて、教育活動全体の中で主権

者についての教育を行っているということなので、

基本的には、学習指導要領にも載ってますので、

一応全校でやってる状況でございます。 

○へんみ圭二委員 細かい内容については、また選

管の事務局長が出られているときにもお伺いした

いなと思いますが、先日、あやセンターぐるぐる

にふらっと行ってみたときに、足立区の男子高校

生が投票率を上げたいんだということで、非常に

熱く語っていました。 

  高校生は３月２１日、模擬区長選挙、この足立

区で企画をされているということです。こうして

自分たちで選挙を模擬区長選挙企画をして、若者

の政治参加を広げたいという思いで熱く語ってい

る姿に、私は大変感動いたしました。 

  現在、この企画の実施に向けて、クラウドファ

ンディングで２０万円を募集しているということ

で、このようにクラファンやってるということで

す。このクラファン、私も一生懸命応援したい気

持ちはあるのですが、ただ公選法の関係で、私自

身は応援することができませんので、是非皆さん、

ちょっとこれを御覧いただいて、周りの方々にも

広めていただければと思います。 

  あと１２日で２０万円まで募集をしてるという

ことですので、是非こういう取組が達成すること

で、この高校生たちの成功体験にもなると思いま

すし、必ず足立区にとってもいい結果が生まれて

くると思いますから、私はこの取組というのを、

是非皆さんに応援していただきたいなと思います

が、こうして若者が自ら政治や選挙に関心を持っ

て行動しているというこの挑戦について、区とし

てどのように評価されているのかというのを、教

育長にお伺いしたいと思います。 
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○教育長 昨年も模擬選挙というのを私も拝見させ

ていただきました。本当に実行委員の方全て、非

常に積極的に参加されたことはすばらしいなと思

いましたので、こういった取組が今後も継続的に

行うことを期待しているところでございます。 

○へんみ圭二委員 もちろん議会も一生懸命応援し

ますし、選管の事務局でも応援されてると思いま

すが、教育委員会としても、どんどんどんどん積

極的にこうした子どもたちの、それこそ予算はや

りたいことが叶うまちですから、子どもたちのや

りたいことというのを一生懸命応援していただき

たいと思います。 

  続いて、また改めて教育長に伺いたいのですが、

今幼児とか、それから小学生の間で、何かを交換

するというのが非常にはやっているのですが、教

育長お分かりになりますか。 

○教育長 ちょっと材質まで分からないのですがシ

ールみたいなものを、それぞれの手帳に交換して

る、それですか。 

○へんみ圭二委員 ありがとうございます。今日ち

ょっと借りてきたのですが、こういうぷにぷにし

たシールを交換するというのが非常にはやってい

て、私もおはやしを教えていますが、そのおはや

しの休憩時間になると子どもたちがシール帳を広

げて、みんなでシールを交換するということを行

っています。 

  足立区では、交通安全とか防犯とか、様々な啓

発のためにシールを作って子どもたちに配布をし

ていると思います。今日頂いたのがこのビュー坊

のシールで、これは交通安全で使ってるんですか

ね。そして、こういったシールを考えてみると、

本当に子どもたちが欲しいと思うものになってる

のかなというふうに思うのです。 

  行政の広報物というのは、どうしても作る側の

都合で設計されがちではないかなということで、

本来は受け取る側が喜ぶかどうかで考えるべきで

はないかなと考えると、例えば、こうしたシール、

様々な部署でつくられていると思います。自分の

ところでシール作ってるという方、手挙げていた

だけますか。 

  幾つかの方がやっぱりいらっしゃいますよね。 

  ちょっと値は張ると思いますけれども、こうし

た何かぷにぷにしたような、子どもたちにあげる

シールちょっと作ってみるような検討をしていた

だいてはいかがですか。 

○区長 生物園のぷにぷにしたシールが非常に人気

で、何か不当に買い占めるような方が出てきたと

いうこと、また高い値段で売買されているという

ことがありましたので、行政のつくったものが、

そういったことに利用されるということになった

後々いろいろ問題もあるかと思いますが、おっし

ゃるとおり喜んでいただくものをつくるというの

は重要だと思いますので、検討させていただきま

す。 

○へんみ圭二委員 ありがとうございます。 

  以前マンホールカードをつくったときに転売さ

れていて、これの転売はどうなんだということを

私も申し上げたことありますから、今区長がおっ

しゃることも非常によく分かります。 

  子どもたちにあげということを考えると、無制

限にあげるというよりは、何か達成したときに、

こうしたものをあげられるといいのかなというこ

とを考えたときに、例えば図書館で今子どもたち

に通帳をつくって、５０冊本を読むと、１冊いっ

ぱいになって、それを持っていくと、ペットボト

ルホルダーをもらえるということをやられていま

す。このペットボトルホルダーも、今、子どもた

ちが、どれが欲しいと聞いたときにペットボトル

ホルダーを選ばれたということで、非常に人気が

あるということなのですが、ちょっと考えて５０

冊というのは非常にハードルが高いのかなという

こともありますから、例えば２０冊なり３０冊終

わったときに持ってくると、こういうシールもら

えるよとか、何かこうもう少し気軽に参加できる
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ような取組というのはいかがですか。 

○中央図書館長 今回プレゼントですが、まずは初

めてやってみるということで５０冊で設定させて

いただいたところでございますが、今８か月、９

か月ほど経過しておりますので、改めて利用者の

方の声も聞きながら、どういったプレゼントが望

ましいのか、検討させていただければと思います。 

○へんみ圭二委員 ありがとうございます。 

  こども基本法では、子どもに関わる政策につい

て、子どもの意見を尊重するということが求めら

れていて、今、この足立区子ども・若者計画もパ

ブコメを取って、計画策定に向けて進んでいます。 

  こうしたときに例えば区内の小学生とか、幼稚

園、保育園の子どもたちに、どんなプレゼンが欲

しいですかという簡単なアンケートを取るという

のも大きな予算が掛かる話でもありませんし、子

どもの声を聞く仕組みとして、いろいろな場面で

取り入れていただきたいと思うのですが、教育長

はそうした学校の現場でそういう取組はいかがで

すか。 

○教育長 学校の取組、すばらしいことだと思いま

す。 

○へんみ圭二委員 ありがとうございます。是非進

めていただければと思います。 

  続いて、子どもの体験機会についてということ

で、私は令和３年のこの予算特別委員会で、区の

プール料金について伺いました。 

  当時は、高齢者は無料、しかし３歳児以上は２

００円掛かるということで、この料金体系は見直

すべきではないですかということで質問しまして、

その後、子ども料金は１００円になりました。 

  で、現在区では、夏休みにあだちワークわーく

ｉｎ Ｓｕｍｍｅｒということで、プールやプラ

ネタリウム無料にする事業を行っています。この

事業の予算というのは幾らでしょうか。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 体験と施設

の無料化で予算分かれておりまして、体験講座の

無料化自体は全体で２００万円程度になっており

ます。 

  施設の無料化につきましては、１，４００万円

弱の予算で、ただ予算を支出というわけではなく

て、各施設で、いわゆる区の歳入、本来あるべき

歳入を無料にするということで、歳入が入らない

というような形のものもございますので、純粋に

支出だけではないということで御理解いただけれ

ばと思います。 

○へんみ圭二委員 品川区では新年度から1１８歳

以下の区民はプールなどを無料化するということ

で予算が３，０４８万円という報道がありました。 

  子どもの健康や体験機会ということを考えると、

足立区でもこうしたところについて無償化すると

いうことはできないでしょうか。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 この無料化

事業につきましては、令和５年度からスタートを

させていただき、令和６年度から施設の無料化と

いうふうに拡充してまいりました。 

  また今回、夏の期間でやってございますので、

夏の期間特に子どもたちの学校がふだんない時期

でございますので、いわゆる休みの期間中に特に

体験の機会の差が開きやすいというところを是正

したいという思いから始めた事業でございますの

で、例えば、また長期休みに広げたりとか、そう

いったことも中には検討できるかなと思いますの

で、今後、ちょっと改めてどういったところで検

討できるかというのを進めてまいりたいというふ

うに考えております。 

○へんみ圭二委員 まずプールだけでも無料化する

と幾らぐらいになるのかということと、プールだ

け、まずは１８歳以下は年間無料だよということ

をできないかということはいかがですか。 

○地域のちから推進部長 年間通して基本条例で定

められたとおりの運用が今望ましいと思ってます

が、今へんみ委員御提案のあった、年間通してと

いうお話ありましたので、年間通したらどれぐら
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いかという試算の方は出したりとか、そういった

ことが可能かどうかというのは一度、こちらで検

証、金額を含めてちょっと出してみたいと思いま

す。 

○へんみ圭二委員 ありがとうございます。 

  プール、水泳というのは、子どもたちの体づく

りに大変いいものだということは、もう皆さんよ

く御存じだと思いますし、是非、そういったとこ

ろに予算を使っていただければなと思います。 

  次に、区民と区外利用者の負担の在り方につい

てということで、全国では、例えば観光客の増加

というものを踏まえて二重価格の導入が進んでい

ます。 

  例えば姫路城では、市民と市外利用者で料金を

分けるという制度を導入しました。 

  足立区でも同様の課題はないのかなといろいろ

考えると、例えばギャラクシティは週末になると、

周辺のコインパーキングが満車になって止めるこ

とができないというほど多くの方が訪れています。 

  私は、綾瀬ですから、周辺の綾瀬の子育て世代

の方々話聞くと、ギャラクシティ連れて行きたい

けれども、少し離れてるから車で行ってもいっぱ

いだし、電車で行ったとしても、もうやはり列も

すごくてなかなか遊びづらいということをよく聞

きます。 

  こうしてギャラクシティのことを考えると、区

の税金で運営している施設であるにもかかわらず、

区外利用者が増えた結果区民が使いづらくなって

いるという状況もあると思いますから、区民と区

外利用者で料金を変えるという仕組みは検討でき

ないでしょうか。 

○地域文化課長 プラネタリウムが有料施設だった

りするのですが、なかなか住所確認をしながら券

を発券するというところの課題があるかなとは思

っております。 

  区外の方が非常に多いというところは、区民が

利用しづらいというところありますが、区のＰＲ

にはなってるとこがございますので、両面ありま

すが、料金についてはなかなか難しいかなという

ふうには考えております。 

  例えば区内の子どもたちに、区民ということを

証明する何かカードを配って、それを持って来れ

ば無料だよというようなやり方もできると思いま

すし、その辺りはちょっともう少し考えていただ

きたいなと思うのですが。 

  足立の花火についても考えると、葛飾区の花火

大会、新年度の予算案を見ますと、葛飾区の負担

は１億１，２５８万円いうことです。 

  一方、足立区の足立の花火、新年度は税金をど

れぐらい投入するでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 足立の花火の新年度につ

きましては、約４億５，０００万円を計上をさせ

ていただいております。 

  同じような７０万人規模の花火大会ですけれど

も、葛飾は１億１，０００万円、そして足立は４

億５，０００万円ということで、以前からこのお

話をする度に、両岸の警備をしなくちゃいけない

とか、足立区特有の事情があるんだということは

理解をしております。 

  この足立の花火は、やはり区民の皆さんからも

続けてほしいという声が多いイベントですし、私

も同じ思いです。しかし、都内の花火大会の中で

も、最も税金投入が大きい大会であるということ

を考えると、葛飾区は有料席５，０００円から８，

０００円まで価格帯を設けてます。エリアによっ

て、その席の値段も変えています。 

  一方、足立の花火見ますと、千住側は６，００

０円ですけれども、西新井側は１人５，０００円

という固定した料金設定になっています。 

  区民の税金を多く投入して開催する足立の花火

ということを考えると、区民割引、それから区民

優先販売、それから区外から来られる方には、適

正価格ということで、五、六千円ではなくて、も

う少し葛飾区のように８，０００円とか、都内で
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一番高いということで考えれば、１万円でもいい

と思います。そういった料金設定をしていくべき

ではないでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 へんみ委員御発言のとお

り、有料席については、ただいま見直しを掛けて

いるところでございますが、昨年一昨年と２年間、

花火中止になっておりますので、今年度につきま

してはそういったところも考慮して据置きでいき

たいなというふうに考えております。 

○へんみ圭二委員 この中止になったから据置きと

いうのはどういった理由なのでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 多くの方は優良席購入を

されて、やはり花火期待をしていたにも、もちろ

ん返金はしておりますけれども、そういった期待

を裏切ってしまったというところもございますの

で、その辺も踏まえて、今年については据置きで、

ただし来年度以降、他区、またほかの花火大会の

有料席の料金ですとか料金体系、いろいろ研究し

ながら、料金の増については検討してまいりたい

と思います。 

○へんみ圭二委員 区民の税金を大量に投入して開

催している花火大会ですから、そこはやはり区民

の皆さんが少しでも足立区でよかったと思ってい

ただけるように、区外の方との差別化を図る、料

金の格差を図るというのは、これは区民の皆さん

にも実際喜んでいただけることだと思いますから、

その点については、よくよく考えていただきたい

と思います。 

  次に、政策決定の根拠ということで、今回Ｐａ

ｙＰａｙ商品券事業、１００万セットを用意した

ものの、６割も売れずに大量に余ってしまいまし

た。 

  昨年９月の総務委員会で８０万セットから１０

０万セットに２０％増やすという報告があった際

に、私はこんなに増やして売り切れるのか心配だ

ということを指摘しましたけれども、残念ながら

そのとおりの結果となってしまいました。 

  更にレシート事業でも商品券が大量に余るとい

う需要の見込みを誤っているという状況です。新

年度のレシート事業も２億７，０００万円の商品

券を配るために２億円以上の経費を掛ける事業と

いうことになっておりますけれども、私は９月の

本会議質問で、経済分析にたけた専門人材を登用

すべきだということで質問をしました。 

  区は、先行自治体の情報収集を行うなどの答弁

をしていましたけれども、その検討状況、結果と

いうのはいかがでしょうか。 

○産業振興課長 先進自治体のほかにも、学識の専

門家の御意見を伺えないかということで、２か所

程度、訪問して相談はしてまいりました。ただ、

まだ我々の望んでいる部分となかなかフィットす

る方に遭遇してない状況でございます。 

○へんみ圭二委員 たしか世田谷区で経済アナリス

トを登用したというようなことで質問したのです

が、その世田谷区の状況というのはお聞きになっ

てますか。 

○産業振興課長 世田谷区の状況を確認してござい

ます。専門家が常駐するということではなく、在

宅の方で状況分析して、定点的に、常に常駐する

わけではなくて、定期的に報告分析等をしていた

だいているような状況を伺っております。 

○へんみ圭二委員 形式ではなくて、その結果、ど

のような効果が生まれているかということはお聞

きになっていないのですか。 

○産業振興課長 ちょっと成果についてはまだ伺っ

てございません。 

○へんみ圭二委員 その辺りも、どういうふうにや

ってるんですかではなくて、その結果がどういう

ことが、成果が生まれているのかというのを聞か

ないと、調査した意味がないと思うんですよね。

その辺りはいかがですか。 

○産業振興課長 まだ雇用して間もない頃でもござ

いましたので、またもう少し時期を置いて成果等

について詳細に確認したいと思います。 
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○へんみ圭二委員 先日の、我が会派の富田議員か

ら、このＰａｙＰａｙ商品券事業の１００万セッ

トという根拠について聞くと、委託事業者と相談

をしたという話でした。 

  委託事業者というのはＰａｙＰａｙですから、

ＰａｙＰａｙからしてみれば、できるだけ多く設

定をした方が手数料も入りますし、それは多けれ

ば多い方がいいに決まってるんですよ。委託事業

者と相談するだけではなくて、外部の経済的な地

域経済分析できるような方の話を聞かないと、や

はり見誤ってしまうんではないかなと。今回のよ

うな、６割しか売れないという状況になってしま

うのではないかと思いますが、その辺りはいかが

ですか。 

○産業経済部長 金額を多くすれば多くするほど手

数料が入るというふうな仕組みにはなってません。

売れた分だけＰａｙＰａｙの方には手数料が入る

というふうな仕組みになってますので、わざわざ

そのＰａｙＰａｙが大きい金額を設定してくる、

意図的に設定してくるということはないかと思い

ます。 

  その上で、実際に先行自治体がこれだけ売れた。

そういったものが２年目になってある程度普及し

たら、どの程度売れるのかというふうなところで

もって設定をした次第でございます。 

○へんみ圭二委員 ＰａｙＰａｙからしてみれば、

たくさん利用されれば、それだけお店からの手数

料も入ってくるし、例えばですよ、１０万セット

で１０万セットしか売れなかったとしたら、その

分の売上げになりますけれども、手数料収入にな

りますけれども、プラスで多ければ多いほど、Ｐ

ａｙＰａｙとしては、自分のところの収入に跳ね

返ってくるじゃないですか。ＰａｙＰａｙ利用す

る人が増えるんですから。 

○産業経済部長 すみません、繰り返しになります

けれども、実績に応じた支払になってますので。

○へんみ圭二委員 いや、ちょっと分かるんです

けれども、ＰａｙＰａｙを利用する人が増えれば

増えるほど、ＰａｙＰａｙ側にもお金は入る仕組

みになってるのではないですか。 

○副区長 おっしゃるとおり予算額が大きければ、

当然その分入る収入も多いだろうという予測がで

きますので、ＰａｙＰａｙは多い方がいいという

ふうには思います。 

  先ほど来ＰａｙＰａｙもそうですし、花火もそ

うですけれども、やはりしっかりと、もう少し分

析をするということが私どもちょっと欠けてるな

というふうに改めて感じてます。そういった意味

で、今へんみ委員おっしゃるような形で雇用でき

るかどうかちょっと置いといて、何らかの形でも

っと専門家に相談して、分析をして、実質値と近

いような形で、今度から組み立てていければと思

ってます。 

○区長 去年と一番違ったのは、区外の方が買えな

くなったということ、去年の実績、あれだけ実績

が上がったということは、区内の方よりも区外の

方が買われてると。ただ、★★で、ただプレミア

ムの分が区外に流れてしまうのでは、それこそ税

金投入いかがなものかという御指摘の中で、今回

は区内になりました。 

  それと、２回に分けて買えなかった、一遍で変

えなければならなかったですとか、あとは、コン

ビニが使えなかったので、若い方にとっては、使

える店が少なかった、そういったところが、私た

ちが思っていた以上に、こういった売れ残りに響

いたということかと思います。 

  ですから、新年度やれるか、やれないかについ

ては、このあたりが解消できるか、できないか、

その辺のところを見極めていきたいというふうに

思っております。これは経済的な専門の方がいら

したとしても、なかなか判断難しかったところだ

というふうに思います。初めての試みで、こうい

った残念な結果になってしまったことは大いに反

省しつつ、令和８年度物価高騰対策として、きち
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っと打ち出していけるように、議会にも御相談し

て進めてまいります。 

○へんみ圭二委員 ありがとうございます。 

  実はこのＰａｙＰａｙ商品券３月１０日までで

すけれども、私も半分以上残ってしまってまして、

週末に掛けてどうやって使おうかなというのを今

考えているところです。 

  やはり先ほど、産業経済部長との議論の中でも

お話ししましたけれども、委託事業者のＰａｙＰ

ａｙにとっては、事業規模が大きければ多いほど

都合がいいというのは当然ですし、やはりこうし

た区の独自の計算もなく、ＰａｙＰａｙとの話合

いだけで設定した結果６億円が余って、レシート

事業でもあまりうまくいかなかったということを

考えると、やはりこのデータに基づかない見込み

の設定というものに、こうした失敗というのは起

因するのかなということを考えると、副区長は登

用するか、しないかというお話もありましたが、

それだけではなくて、やはりいろいろなところに

相談をして、この足立区の見込みというのが正し

いのかどうかというのは、大事な税金を使っての

事業ですから、しっかり検討していただきたいと

思います。 

  最後にもう１分ちょっとなのですが、こうして

ＰａｙＰａｙ事業でも６億円という予算が余って

しまっており、そして足立の花火には４億円以上

の税金を投入するという一方で、例えば先ほど申

し上げた、子どものプールの無料化ということを

考えると、年間でいったら１，０００万円とか、

それぐらいの話になってくると思います。 

  効率性をこうして見誤った事業ですとか、様々

なこの税金の投入の仕方を考えると、子どもの体

験機会の拡大について財源がないというのではな

くて、やはり優先順位を考えた税金の使い方をし

ていっていただきたいと思いますが、その辺りに

ついて最後お伺いしたいと思います。 

○財政課長 へんみ委員御指摘のとおり、事業組立

てに当たっての先行事例の例などもきちんと捉ま

えて、見込みに基づいて、きちんと積算するとい

うところをベースにしながら、あとはもう、その

事業の優先順位をきちんと捉まえて、必要なとこ

ろには必要な経費を予算立てしていきたいと考え

てございます。 

○へんみ圭二委員 ありがとうございます。 

  最後に３０秒ちょっと残ったので１点だけ、区

内各地でＥＶバスの事故が相次いでいるというこ

とで、足立区のはるかぜでもＥＶモーターズ・ジ

ャパンの車両が導入されていて、先日は１１月は

ブレーキホースの設計が不十分であるということ

でリコールも発生しています。 

  是非この区内で走るＥＶバスの安全性というも

のはしっかりと確認していただいた上で、安全確

認の徹底をしていただきたいと申し上げて終わり

ます。 

  以上です。ありがとうざいました。 

○伊藤のぶゆき委員長 この際、審査の都合により

暫時休憩いたします。 

  再開は午後２時５５分といたします。 

午後２時３５分休憩 

午後２時５５分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き、委員会

を再開いたします。公明党から質疑があります。

長井委員。 

○長井まさのり委員 皆様こんにちは。公明党の長

井です。 

  これから３０分間どうかよろしくお願いいたし

ます。 

  初めに小・中学校のエレベーター等について質

問させていただきます。 

  先日、東京スカイツリーのエレベーターの閉じ

込め事故がございました。地上３０ｍほどの高さ

で救助までの約５時間半、２０人の方が閉じ込め

られましたけれども、当区の小・中学校のエレベ

ーターの台数は何台あるのか伺います。 
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○施設営繕部長 小学校２１台、中学校１７台合計

で３８台ございます。 

○長井まさのり委員 また当区が所有している公共

施設におけるエレベーターの台数はどうか、また

メンテナンスについても伺います。 

○施設営繕部長 所有台数は全部で１５６台ござい

ます。 

  管制運転いわゆる安全機能でございますが、地

震、火災、停電などのときに最寄り階に停止する

といった機能がついてございます。 

  メンテナンスはすみません保守点検が年に１回、

これは保守点検、１２条点検でございます。それ

から保守点検は、月に１回必ず行ってるというと

ころでございます。すみません。 

○長井まさのり委員 保守点検、法定点検は年に１

回、また小・中学校もこの月１回の自主点検とい

うのを行うのでしょうか。 

○施設営繕部長 やはりエレベーターなので、自主

的に検査するというのは月に１回程度やってると

ころでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  地震や火災の発生時、また、この安全機能、先

ほどちょっとちらっとありましたけれども、この

安全機能について再度ちょっとお願いいたします。 

○施設営繕部長 地震のときは必ず最寄りの停止階

に止まる。それから火災のときには避難階、この

庁舎では１階に必ず止まる。それから、停電のと

きも最寄り階に止まって、パニックオープンとい

うのですか、そこで開くというような機能になっ

てございます。 

○長井まさのり委員 地震のときは震度幾つ以上で

止まるのか。また、この東京スカイツリーのエレ

ベーター事故の原因は何だったのか、また当区の

エレベーター等の構造の違いがあるのか伺います。 

○施設営繕部長 地震は震度４ぐらいでございます。

それから、東京スカイツリーの方の事故の原因は、

報道によりますとロープが、その箱の下に滑車が

付いて、そこで絡まったようなことであるという

ようなことを申しておりました。 

  で、私どものこの施設、１５６施設と東京スカ

イツリーのエレベーターの構造的な違いというの

は、エレベーターの箱の上をワイヤでつって、外

でおもりで動かしてるというのは通常の１５６台

がそうです。ところが東京スカイツリーは、この

箱の中にワイヤを通して上下で引っ張って、ここ

で動かしてると。そういったことで箱の下の貨車

に絡んだというようなところで構造的な違いは、

そういったところの違いがございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  当区の公共施設であったり小・中学校について

は、このロープのつり上げ式の構造になっている

かと思いますけれども、安全機能については確認

させていただきましたが、万が一閉じ込めが発生

したときの緊急対応についてはいかがでしょうか。 

○施設営繕部長 もし閉じ込められたときには、ま

ずそのそこまでに時間が掛かるのでチェアという

のが入ってまして、その中にいろいろな非常用の

お手洗いです。水ですとか、トイレットペーパー

とかそういったものが入ってます。 

  それから、もうやはりもう閉められたというと

きには、やはり営業時間であれば、速やかにうち

の庁舎管理の者が対処しますので、それ以外のと

きも何でしょうセコムですとか、そういったとこ

ろに御連絡してすぐ対処するというようなところ

になっております。 

  以上。 

○長井まさのり委員 ビル管理が２４時間体制で管

理しているかと思いますけれども、万が一閉じ込

めが発生したときに、どのぐらいの時間で現場に

駆け付けられるのでしょうか。 

○施設営繕部長 メンテナンス会社がこちらの常東

地区にありますので、一応今のところは１時間以

内には来るような手はずで考えてございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 
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  確認ですけれども、エレベーターの中にはエレ

ベーターチェア、災害時のための備蓄品があるか

と思いますけれども、例えばこのトイレの際のプ

ライバシー空間をつくる目隠しのシートというの

は、エレベーターチェアの中にたしか入っていた

と思いますけれども、確認ですけれどもいかがで

しょうか。 

○施設営繕部長 入っております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また小・中学校については、このエレベーター

チェアというのが、今設置されていないと思いま

すけれども、これはいかがですか。 

○学校施設管理課長 長井委員おっしゃるとおりで

ございます。 

○長井まさのり委員 今後、各学校の利用状況であ

ったりとか、また学校は避難所にもなっています

ので、そうしたところについては、しっかりちょ

っと利用状況を見ながら設置していくべきと思い

ますけれども、この点についてはいかがでしょう

か。 

○学校施設管理課長 現場の利用状況ですとか、学

校の意見も踏まえながら、設置については検討し

ていきたいと考えてございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

  小・中学校での子どもたちの安全とともに、ま

た、そうしたことが子どもたちの意識づけにもつ

ながるかと思いますので、どうかよろしくお願い

いたします。 

  次に、花畑川の整備について伺います。 

  資料版１４９ページ河川の整備事業について伺

います。 

  こちらに４億４，５００万円余が計上されてい

ますけれども、その内訳をまず伺います。 

○道路整備課長 花畑川の河川の整備事業の内訳で

すが、この４億４，５００万円のうち来年度は、

次期工事区間の設計費と、あと夏場に発生する可

能性のある水草の除去、これで合計１億２，５０

０万円ほど計上しております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  たしか平成２６年か、平成２７年からであった

かと思いますけれども、たしか入札不調がこれま

で５回続いて、心配された富士見歩道橋の架け替

え工事が、昨年の１２月に業者が決定したかと思

います。カルバート形式に変更であったかと思い

ますけれども、今月の１７日から令和１０年度ま

で、現在の橋が通行できなくなる、迂回路に切り

替えるということでございますけれども、安全対

策とか地域への周知はいかがでしょうか。 

○道路整備課長 安全対策につきましては、警察と

協議いたしまして、信号機の設置や横断歩道の移

設により、歩行者等の安全を確保してまいりたい

と思っております。 

  また周知につきましては、花畑川整備のニュー

スを、周辺家屋に約２，０００戸配布ですとか、

あとはまた回覧板、掲示板で約５００現地掲示、

ホームページの掲載等で実施しているところでご

ざいます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  現在の富士見歩道橋は、周囲との道路の高低差

がちょっと若干ある状況でございます。バリアフ

リー化されていなくて通行しにくいとの声が、利

用者から多数寄せられていました。大体この高低

差というと何ｍぐらいあるんですかね。 

○道路整備課長 ２ｍ弱ぐらいあると思います。 

○長井まさのり委員 また一方、整備中の迂回路は

フラットで、すごく使いやすそうになっておりま

す。地域の方々も、これ拝見されているようでご

ざいますけれども、確認ですけれども、工事中の

仮設でありますから、今このフラットで整備され

ていますけれども、完成後は、スロープの急勾配

を解消し、バリアフリー基準に対応するものの、

再び高低差はできると思うのですけれども、この

点はいかがですか。 
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○道路整備課長 長井委員御発言のとおりでござい

ます。迂回路につきましては、工事中の仮設のた

め、川をせき止めたところに橋を整備しておりま

す。このため、川の水位を考慮せずに高さを設定

できるのでフラットになっております。 

  一方で、新しい富士見歩道橋は川の水面よりも

高い位置に橋を設置しなければならない関係で、

長井委員御発言のバリアフリーの基準を満たした

緩い勾配は付けるのですけれども、どうしても、

周囲と高低差は出てきてしまうという状況でござ

います。 

○長井まさのり委員 ありがとうございます。地域

の住民の方からちょっと問合せがありましたので、

そうした点はしっかり、今、チラシも配布されて

いると思いますけれども、こうしたことでしっか

り周知も、どうかよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  また先日の考える会で、架け替え工事完成後は

オープニングイベントを実施してほしいという声

がありましたけれども、その予定についてはいか

がでしょうか。 

○道路整備課長 長井委員御発言のとおり、考える

会で、そういった御要望の声がございました。 

  富士見歩道橋の完成は、令和１０年とまだ少し

先ではあるのですけれども、地域の皆様に喜んで

いただけるように、積極的に意見を聞いて、開催

できるような方向で取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また令和８年度末で雪見橋と富士見歩道橋の区

間約２５０ｍの桜並木の散策路が完成をいたしま

す。具体的なオープン時期と周知はいかがでしょ

うか。 

○道路整備課長 オープン時期につきましては、令

和８年の４月上旬を予定しております。 

  周知につきましては、先ほどのニュースですと

か回覧板、掲示板、現地掲示を既にしているとこ

ろです。 

  ４月上旬ということなので、具体的に日取りが

決まりましたら、また改めて追加の周知をしたい

というふうに考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また花畑川を考える会の皆様からは、ベンチと

か日よけなどを要望する声も伺っていますけれど

もいかがですか。 

○道路整備課長 伺っておりまして可能な限り既に

整備したところにも、ベンチについては設置して

おります。日よけにつきましては、今後の区間で

検討しているという状況がございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。了解です。 

  また中川側に向けての第２段階エリアでも、地

域の声を伺いながら、桜植樹の寄附金を常に地域

に愛される川づくりに取り組むべきと昨年の一般

質問で要望いたしました。これについてはいかが

でしょうか。 

○道路整備課長 長井委員の過去の本会議答弁の中

でも、積極的に検討していくと答弁しております

ので、その姿勢で臨んでまいりたいと思っており

ます。 

○長井まさのり委員 第１段階でも、非常に好評で

ありましたので、どうか積極的によろしくお願い

いたします。 

  次に、英語教育の充実について、少し時間をい

ただいて伺わせていただきます。 

  あらましの４０ページでございます。 

  令和５年度区は、使える英語力育成グランドデ

ザインを策定し、間違いをおそれずに、自分の考

えを英語で表現できるあだちの子を目指すとしま

した。 

  令和７年度ＡＩ英会話ソフトモデル校２校で、

国からの補助１０分の１０で取り組んできました。

１年間でありましたがこれまでの成果はどうか伺

います。 

○教育政策課長 事業で、今まで消極的な生徒が発
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言を積極的にしたりとか、そういった学習意欲の

向上でありますとか、またアンケート取ってます

けれども、英語を話すときに緊張しないという数

値が上がると言った、意欲の向上といいますか前

向きな姿勢というのは見られるようになりました。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、総合スピーキングスコアというのがあり

まして、発音やイントネーション、文法や語彙な

どの判定があり、１年間でありましたが、このス

ピーキング力の向上についてはいかがでしょうか。 

○教育政策課長 導入前後で取った数値であります

けれども、例えば英検２級相当また英検３級相当

の実力があるというような子どもが約２．５倍ほ

ど増えたというのが成果になっております。 

○長井まさのり委員 ２.５倍増えた、そして非常

に効果が上がったということでございます。 

  このモデル校での課題、２校で１年間でありま

したけれども、何かありましたか。 

○教育政策課長 やはりこちらそのソフトを使うこ

とが目的ではなくて、先生が、教員が授業の中で

うまくこれを活用できるような、そういった授業

力の方が質になるというところが課題になるかと

思います。 

○長井まさのり委員 そうですね。そうした教員の

授業力が指導力が問われるということで聞いてお

りますけれども、このモデル校であった２校もこ

れで終わるのでなくて、今後もしっかり継続して

いっていただきたいなと思いますけれども、この

令和８年度５校拡充とありますが、この５校の選

考基準、また国からの補助はあるのか伺います。 

○教育政策課長 先ほど申しましたように、教師の

授業力が問われるということですので、英語教師

任せにはせず、学校全体でこういった取組ができ

るような、そういった学校を選定したいと思って

おります。 

  また補助金につきましては、国の方の補助は決

まっておるのですけれども、まだこちらの申請が

まだですので、実際に手を挙げたとして受けられ

るかどうかについては今未定でございます。 

○長井まさのり委員 区負担で５校実施した場合の

費用は、ここのあらましに記載してある１，４０

０万円余になると。国の補助が出なかった場合は

そうなるのでしょうか。 

○教育政策課長 おっしゃるとおりです。 

○長井まさのり委員 また仮に中学校全校で実施し

た際の区負担の費用というのはどのぐらいになる

のですか。 

○教育政策課長 約１億３，５００万円ほどとなり

ます。 

  以上。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  補助も頂けなくて、また全校実施の場合は１億

３，５００万円、ちょっと金額としてもかなり高

額になるんだなという思いがいたします。 

  私も教育政策課長から控室で、このソフトモデ

ルを実際に見せていただいて、大変よくできてい

るなという印象でございます。人と話すのが苦手

な子どもにとっては、効果的であると思います。

また、子どもたちはスマホにも慣れているため、

ＡＩも抵抗なく活用できると思います。 

  またキャラクターの発音もすばらしく、レスポ

ンスも速く、また自宅での学習も非常に可能とな

るという状況でございました。 

  一方で、やはり静止したアバターの画面のＡＩ

で、チャットのやり取りなので、英会話という印

象では少しないのかなという感想も持ちました。 

  また、ＡＩに代替されにくい人間特有の感情で

あったりとか、また創造性であったりとか、対人

スキルなども、そうした視点も大変重要であるの

かなと思います。 

  また、令和７年の第１回定例会で、我が党の大

竹さよこ議員、都議になりましたけれども、品川

区の区立中学校の事例を紹介して、授業でオンラ

イン英会話の導入を要望しました。 
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  タブレットを活用して画面を通して、外国のフ

ィリピンにいる講師と英語で話す授業で、一人一

人が全員異なる外国人の講師と一対一で話ができ

る環境にあるので、周りを気にせず、抵抗なく、

会話ができます。ときに、外国の先生から褒めら

れたりする場合もあり、モチベーションも上がる

そうです。また、生徒個々に応じたカルテも作成

し、習熟度の度合いも確認をしています。 

  またこの講師は、フィリピン全土から登用率０．

２％の厳格な審査基準があり、約３，０００名の

講師を常時確保しています。また登用後も定期的

な研修と実力審査も実施をしており、更にトラブ

ルを未然に防ぐために、授業のリアルタイム管理

も行っているそうであります。 

  当区としての認識はどうか、伺います。 

○教育政策課 私ども、今のようなお話事例につい

ては認識をしております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また東京都では、令和４年度から都内公立中学

校の３年生を対象に英語スピーキングテストが導

入され、現在では一、二年生にも実施をされてお

ります。 

  ３年生のテスト結果は、都立高校入試において、

学力検査の得点と内申点の合計に加算をされます。 

  当区では、英語担当教員とＡＬＴを配置し、複

数の生徒を同時に指導する体制であるため、実践

的なコミュニケーション能力の育成に必要な会話

量が若干不足しているのかとも思います。 

  また、当区においてＡＬＴを配置していますが、

オンライン英会話が自宅からの参加も可能なため、

不登校の生徒にとっても英語学習の機会に１つに

なるかと思います。 

  またこの度のＡＩ英会話ソフトモデル校やＡＬ

Ｔと併せて、個々に応じた多様な会話の機会は重

要であると思います。 

  当区としても、英語マスター講座等で一部実施

していますが、このオンライン英会話を授業の中

で、まずはモデルで導入し、検証してはどうかと

思いますが、いかがでしょうか。 

○教育政策課長 生成ＡＩの活用につきましては、

先ほど長井委員からありがたい御感想いただきま

したけれども、子どもたちにとって多様な会話の

機会といいますか、そういったものについて大変

重要であると思います。ですのでこういった先進

の事例なんかも、今後注視していきながら進めて

いきたいと思います。 

○長井まさのり委員 このオンライン英会話は２３

区の中でも導入が始まっており、現在近隣区でも、

新年度から全中学校での導入に向け、準備を進め

ていると聞いております。 

  また、ＡＬＴ一人の派遣で１クラスの授業数が

１．５回のところ、このオンライン英会話だと、

１人当たりの事業数は１０回とのことであり、低

価格でもございます。 

  また、ＡＩではなく、ネーティブと英語で会話

する機会を増やすことで、時に間違えたり、また

笑ったり、場数を踏むことで、このスピーキング

力や生きたコミュニケーション力を磨き、将来、

国際分野で活躍できるよう後押しすることは重要

でございますけれども、再度、検討を要望いたし

ます。 

  教育長いかがでしょうか。 

○教育長 現在、英語マスター講座では、このオン

ライン英会話活用させていただいていて、やはり

一定程度力のあるお子さんにはすごくすばらしい

仕組みだなと思っておりますので、まずこのＡＩ

のモデル事業をまず推進しながら、また先のこと

は、効果を見ながら検討してまいりたいというふ

うに考えます。 

○長井まさのり委員 また個に応じた、そうした幅

広い支援策を、どうか子どもたちのために検討を

重ねていっていただきたいと思います。 

  また東京都では、令和８年度、ＡＩの英会話を

活用した事業改善事業モデル校の募集が始まって
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おります。こうしたことについても活用しながら、

どうか、お願いいたします。 

  また各校に派遣するＡＬＴの業務内容に、英検

の受験、面接練習を加えるとの答弁がありました。

合格を目指す生徒にとって面接の練習機会を望む

声が多くあります。 

  その後の進捗現状を伺います。 

○教育政策課長 仕様書の方にそういったときの活

用について盛り込ませていただいております。実

際に学校に聞きましたら活用している学校もある

というふうに聞いております。 

○長井まさのり委員 是非また幅広く、そうした機

会を増やしていっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  次に、一昨日、口頭で所管の方から報告があり

ました。都道補助１４０号線について伺わせてい

ただきます。 

  六町駅前にて毎朝、御挨拶もさせていただいて

いるところでございますが、その際も、１４０号

線の混雑で何度も御相談を受けており、これまで

都議会議員を通じて要望も重ねてきたところでご

ざいます。 

  今後、環七に出る手前の北側右折２車線の延長

ということで説明がございました。 

  今後のスケジュールはどうか、伺います。 

○事業調整担当課長 東京都の方では、もう既に工

事の契約が済んでおり、１１月中に工事が終わる

と聞いてございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  この延長とは、区間の長さはどのぐらいあるの

か、またそれによりどのぐらいの混雑緩和になる

と予想しているのか伺います。 

○事業調整担当課長 今回延長するのは、右側２斜

線を北側に３０ｍ程度延長いたします。 

  その成果でございますけれども、東京都からは、

具体的に何％緩和するというような、明確な説明

はございませんけれども、一定程度の混雑緩和に

は資するものと聞いております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  中には右折と直進また左折と３車線を分けた方

がいい、そうした御意見もあるかと思います。そ

れについていかがでしょうか。また今後、地域へ

の説明についても伺います。 

○事業調整担当課長 長井委員から御発言があった

ような御意見があるということは区としても承知

しております。 

  今回の改修によってどのぐらい改善するかとい

うのは、改修後の状況を我々もよく確認をして、

それでも十分な成果が得られていないようであれ

ば、また東京都と改めて協議をしてまいります。 

  また、地域への説明でございますけれども、沿

道の方々、地域の方々に工事のお知らせを配ると

共に、現地看板等を掲示してくるということでご

ざいますので、我々も東京都の方に丁寧な説明周

知を依頼してまいります。 

○長井まさのり委員 是非よろしくお願いいたしま

す。 

  また毎週月曜日の朝などは、この１４０号線は、

大変渋滞しており、バスの運行にも支障を来して

いるのではないかと思いますので、更なる交通環

境の整備をお願いいたします。 

  また、環七北通りで補助１４０号線と交差する

信号機の名称も、都議会議員を通じて要望してい

ます。 

  今後区からも都に働きかけていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○事業調整担当課長 長井委員御発言の内容につき

ましては、我々も東京都の方に要望してまいりま

す。 

○長井まさのり委員長 是非、よろしくお願いいた

します。 

  次に、自動運転バス実証実験について伺います。 

  あらましの２４ページ。以前に自動運転バスの

実証実験で、苫小牧市に会派で視察に伺ったとき
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がございます。たしかフランス製のかわいいバス

で、子どもたちにも大変人気がありました。 

  以来、要望を重ねてきましたが、今回、令和８

年度冬頃から実証実験開始予定で、地域としても

楽しみでございます。事業の体制はどうか。また、

導入検討事業で１億７，０００万円余とあります。

国や都の補助金を最大限に活用した場合、区の支

出はどうか、伺います。 

○交通対策担当部長 自動運転につきましては、現

在、足立区とそれから運行の事業者、バス会社で

すけれどもバス会社、それからシステムの会社

等々コンソーシアムという形で体制を組んでおり

ます。 

  これから、今ルートの検討を進めておりますの

で、来年度に入りましたらもう補助金の申込み等

を実施して、秋には試走を開始したいというふう

に考えております。それから冬になりましたら、

一般の方も乗車いただけるような形での実証実験

をスタートさせたいと考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また第１候補ルートは六町駅から西新井駅東口

までとなり、昨日も地元説明会が開催をされまし

た。地域からの質問や意見はどんなものがあった

のでしょうか。 

○交通対策担当部長 御意見としましては、反対と

いうお話はございませんで、比較的好意的な御意

見で楽しみにしてるというようなお話をいただい

てるところでございます。 

  それから先ほど区の負担、すみません漏れてお

りました。事業全体としては、国費等を入れさせ

ていただいて１億７，０００万円ぐらいになって

くるのですけれども、区の方は、国費ですとか東

京都の補助を頂いた場合には２，０００万円から

３，０００万円程度の支出になることを考えてお

ります。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

レベル２自動運転で、定員や最高速度、車椅子対応

などバリアフリーについてはいかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 バスの方なのですけれども、

立ち席まで入れますと定員としては２８人なので

すけれども、自動運転の場合には着席となります

ので、定員１５席となっております。それから車

椅子も対応しております。バリアフリーの対応で

ございます。 

○長井まさのり委員 最高速度はどのぐらいなので

すか。 

○交通対策担当部長 申し訳ございません。 

  今回、今まで他の実証実験に見ておりますと、

３５ｋｍ／ｈというところが数字出てるのですけ

れども、今回４０ｋｍ／ｈまでは出せるような設

定になってございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  運行日であったり、運行ダイヤ、運賃などは、

これからになるかと思います。またバスの車体に

ラッピングをして、自動運転をＰＲしてもよろし

いかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  また先日、江東区でこの自動運転バスの縁石の

接触事故がありました。けが人はなかったけれど

も、事故原因は何なのか。また、当区の実証実験

と同じ事業者でございますけれども、今後のスケ

ジュール等に支障はないのか。 

  先ほどもへんみ委員の質問に答弁したそうにさ

れておりましたので、じっくり答弁していただい

て結構ですので、よろしくお願いいたします。 

○交通対策担当部長 今、ございましたように、海

の森公園と新木場を結んでいるバスの方で、縁石

に当たるという事故がございました。こちらにつ

きまして情報収集しておるのですけれども、今現

在は、東京都の方で調査を実施しているところだ

ということですので、調査結果が出ることをしっ

かり確認してまいりたいというふうに考えます。 

  また足立区の方の予定としましては、秋に向け

て試走の準備ということでございますので、準備

につきましては、計画どおり、予定どおり実施し
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ていくことで考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。調査結果を踏

まえて、再発防止であったり、安全対策にも万全

をしっかり期していただきたいと思います。 

  また実証実験を踏まえて、レベル４に向けた今

後のスケジュールについてはいかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 実はこれ国の補助金を頂くと

いうこともございまして、令和８年度、令和９年

度までには、完全なレベル４での運行を達成する

ことということが１つ目標にもなってございます。

国全体でも１００か所で、レベル４での実証運行

が計画されておりますので、足立区としましても、

令和８年度にレベル２、令和９年度にはレベル４

になるようにということで予定をしております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  都の新年度予算で、自動運転の安全性能等の確

保に向けた調査というところにも補助金を出して

おりますので、こうしたこともしっかり活用して

いただきたいと思います。 

  最後になりますけれども、六町２号公園で、イ

ンクルーシブ遊具を設置も要望いたしました。現

在の状況はどうか。また、開設と同時に、防犯カ

メラの設置も要望させていただきました。状況は

どうか最後に伺います。 

○伊藤のぶゆき委員長 パークイノベーション推進

課長、簡明にお願いします。 

○パークイノベーション推進課長 六町２号公園の

インクルーシブ遊具ですけれども、幼児用のパネ

ル遊具や、遠くの人とおしゃべりできるような連

通管の施設を整備する予定です。 

  また、防犯カメラに関しましても、公園開設と

同時に稼働できるように、安全設備課等々工事時

期等を調整してまいります。 

○長井まさのり委員 以上で終わります。ありがと

うございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、自民党から質疑があ

ります。 

○工藤てつや委員 皆さんこんにちは。自民党の工

藤でございます。残りの最後の３５分担当させて

いただきたいと思います。少し長丁場になります

が、よろしくお願いいたします。 

  先に本日のテーマだけお伝えしておこうかと思

います。 

  本日は、足立の花火、それから千住宿４００周

年記念事業、これレガシーも含めてになります。

それから千住エリアデザイン、区内中小企業人材

採用支援、劇団四季の鑑賞事業、それから公園に

おける防災井戸の設置事業、このあたりについて

質疑をしてまいりたいと思います。 

  関係のない所管の皆さんは、今日３日目の最後

ということで、かなりお疲れかと思いますので、

耳をしっかりと傾けて、リラックスして対応して

いただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  それではまず初めに足立の花火について伺いた

いと思います。 

  今年の花火は御承知のとおり５月の３１日に開

催予定で、２回の中止を経ての３回目ということ

ですけれども、前回の……。 

  ３１日ではない、３０日失礼しました。 

  ５月３０日に開催予定ということで、２回の中

止を経て３回目ということになりますが、前回の

延期もかなりメディアでも取り上げておりまして、

今回の花火は、全国的にも注目される花火になる

のではないかと思っております。 

  そういった意味では、来場者もかなり増える見

込みになるのではないかと思いますが、今年はど

の程度来場者を見込んでいるのか、ちょっと見解

を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 足立の花火の来場者でご

ざいますけれども、コロナ明け過去最大だった７

４万人を想定して準備を進めております。 

○工藤てつや委員 ７４万人想定ということで、か

なりの方々がお見えになるのではないかと思いま
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すが、ちなみにその場合、安全管理体制は大丈夫

なのか、増えた場合の安全管理体制について伺い

たいと思います。いかがでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 安全管理体制でございま

すけれども、現在区内の警察３署、また消防、ま

た鉄道会社等と十分な協議をしながら、警備計画

の策定を進めているところでございます。万全の

警備体制で臨んでまいりたいと考えております。 

  また昨年同様、西新井橋上流側についても草刈

り等々など観覧場所として確保して多くのお客様

に御来場いただいた際の対応していきたいと考え

ております。 

○工藤てつや委員 是非、緊張感を持って、事故の

ないような対応をお願いしたいというふうに思い

ます。 

  残念なことに２回中止になったということで、

区民感情を考えたときに、少し付加価値のある大

会にしていただきたいなというふうに思っており

ます。 

  例えばオープニングセレモニーで著名な方をお

呼びするですとか、ライブをやるですとか、ある

いは打ち上げ花火の数を増やすですとかね。２回

連続中止になったことのおわびも兼ねて、何かこ

う工夫した取組を提供してもよろしいのではない

かなと思うのですが、このあたりについてはいか

がでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 今回の花火、２年連続中

止ということを踏まえまして、まずは安全に事故

なく、花火を打ち、開催することにまず注力をさ

せていただきたいと考えておりますので、新たな

規格については、今年実施する予定はございませ

んが、今後打ち上げ発数ですとか、新たな規格に

ついては２年後、第５０回に足立の花火、第５０

回数えます。また６年後には、区制１００周年等

もございますので、そういった機を見て、また新

たな企画を考えてまいりたいと思っております。 

○工藤てつや委員 このタイミングでは非常に厳し

いというふうに分かっておりますけれども、あま

り縁起よくないのですけれども、もし万が一今回

駄目になった場合は、来年度以降、是非御検討い

ただきたいというふうに思います。もし駄目だっ

た場合ですよ。 

  それとどちらかの行政区で花火大会の守り神と

して、晴天を祈願する意味で照る照る坊主を橋に

つるすような取組もしているそうであります。 

  特に足立の花火は、天候不良で２回中止になっ

ているわけですから、晴天祈願それから安全の祈

願も含めて、こういった照る照る坊主をつらすこ

とも、何かいいアイデアなのかなと思ってるので

すけれども、このあたりについていかがでしょう

か。 

○観光交流協会事務局長 晴天については私も本当

に切に切に願っておりますけれども、今年、ポス

ター、４月の中旬以降お配りする予定でおります

けれども、ポスターでちょっと照る照る坊主、い

ろいろ仕掛けをさせていただいておりますので、

是非ポスターをお配りするのを楽しみにしていた

だければと思います。 

  で、区内各所にそちらのポスター貼って区内各

所に照る照る坊主が出てくるというような仕掛け

にしてまいりたいというふうに考えておりますの

で、是非楽しみにしていただければと思います。 

○工藤てつや委員 ポスターでのＰＲということで、

実際に橋につるすということではないのですか。 

○観光交流協会事務局事務局長 橋については、ま

ず安全管理等々もありますので、国で、新橋です

と国、西新井橋だと都道になりますけれども、そ

ういったところをちょっと確認をしてまいりたい

と思います。 

○工藤てつや委員 ちょっと調べたのですけれども、

花火大会の晴天祈願ですとか安全祈願として、こ

の照る照る坊主を前日につるす風習というのは江

戸時代から続いている日本の文化だそうでありま

す。 
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  内容的に、ちょっと遊び心もありますし、ユー

モアもあって、しかも話題性もあってとてもよい

取組ではないかなと、個人的には思っております。

特に子どもたちがそれを見たときに、非常に喜ぶ

のかなというところもありますので、是非、この

晴天を祈願する意味、それから安全祈願とする意

味でも、足立区で新たに架かってる橋に、是非照

る照る坊主をつり下げていただきたいと思うので

すが、最後いかがでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 私も本当に安全、また天

候切に願っておりますので、検討してまいりたい

と思います。 

○工藤てつや委員 ありがとうございます。是非御

検討いただきたいと思います。 

  それから、先ほどへんみ委員から税金投入の件

でお話がございました。 

  我が会派のかねだ議員の方からも、観光交流協

会としての自主財源についての、自主財源につい

ても、増やしていく取組も必要ではないかという

ような提言もあったかと思います。 

  もう少し民間のノウハウを活用して、この自主

財源を増やす取組を、前向きに検討していただき

たいというふうに思うのですけれども、この点に

ついてはいかがでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 自主財源の確保につきま

して今回については有料席の増でまず対応してま

いりたいというふうに考えております。 

  先ほど、へんみ委員から御質問もあったとおり

有料席の販売額については、２年連続中止という

ことで皆様がっかりさせてしまったということも

ありまして据置きにしていきたいと考えておりま

す。 

  次年度以降につきましては、花火に限らず、自

主財源の確保につきましては、民間のノウハウを

活用している他の協会等々のお話も伺いながら、

検討してまいりたいと思います。 

○工藤てつや委員 花火の全体的な企画ですとか、

それから協賛金の対応ですとか、先ほどのシート

の件もありますけれども、専門的なアドバイザー

的な人にも入っていただいて、いろいろと民間の

ノウハウを取り入れるということは大事かと思う

のですが、この点についていかがでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 民間のアドバイザーは、

他の先進事例もあると思いますので、そういった

ところをしっかり情報を確認しながら検討してま

いります。 

○工藤てつや委員 是非お願いしたいと思います。

今回は２回中止になって、もう３回目のチャレン

ジとなりますが、区内外問わず足立の花火、大変

期待度の高い花火大会になると思います。安全第

一で、そして多くの方々に喜んでいただけるよう

な、感動を与えることのできるような、そういっ

た足立の花火にしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、千住宿開宿４００周年記念事業について

伺いてまいりたいと思います。 

  昨年は、千住宿４００周年ということで、千住

地域を中心に、様々なイベントが開かれました。

まちにはこうフラッグが張られて、様々な広報媒

体によってＰＲもされて、千住地域を中心ににぎ

わいが見られたというふうに感じております。 

  区民の皆様、それから事業者、各種団体、足立

区と一体感のあったイベントも多くて、本当にす

ばらしかったなというふうに、私も千住に住む人

間として、実感をしているところであります。 

  そこで幾つか伺いたいと思います。 

  年度の途中になりますけれども、記念事業に掛

かった総予算と実績についてはどの程度になると

見込んでいるのか、また最も効果のあったイベン

トや企画としてはどういったものがあったと感じ

ているのか、現時点で結構なのでお聞かせいただ

きたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○シティプロモーション課長 開宿４００年記念事

業としてお認めいただいた予算につきましては、
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周知ＰＲと、あとイベント企画地域団体の助成事

業など合計して、総額で１億１，３３１万９，０

００円が予算になります。現段階での実績の見込

みでございますが約９，９００万円から１億円の

幅で決算の金額が出るという見込みでございます。 

  次に御質問ありました最も効果のあったイベン

トということでございますけれども、情報番組で

すとか、バラエティ番組でしたり、新聞雑誌とい

うところの露出につながったという点では、千原

ジュニアさんを登用して、ととなう千住のプロモ

ーションと、あと旧日光街道の四つの商店街の皆

さんが連携して千住宿商店街発足しましたが、あ

ちらのイベントが効果があったのかなというふう

に思っております。加えてピーク時の秋に３か月

間で実施した謎解きイベント、観光交流協会の謎

解きイベントも一定の成果があったのではないか

と考えております。 

○工藤てつや委員 詳しくありがとうございます。 

  私も千住地域を中心に様々なイベントが開かれ

て、本当にまちのにぎわいですとか、活力を実感

することができましたし、地域住民の皆さんの、

何よりも笑顔が見られて本当にうれしく思ってお

ります。 

  また私もいろいろなイベントを★★ましたが、

管理職の皆さんも、プライベートだったのでしょ

うか、結構皆さんお見えになられていて、その様

子をちょっと見ているような状況があって、本当

にバックアップしていただいてるような状況があ

りまして、心から感謝を申し上げたいと思います。

本当にありがとうございました。 

  千住地域の魅力体験企画についてなのですけれ

ども、昨年の予算のあらましのところを見ると、

企画運営に携わる予算として３，５００万円余が

計上されておりました。これらについては、私、

産業環境委員会の中で、これちょっと高過ぎるの

ではないでしょうかという話はさせていただいて

いた記憶があるのですけれども。現時点でそうい

った効果があったと感じているのか、また費用対

効果についても、併せて伺いたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 千住地域魅力体験企画を

巡って探せ！千住の秘宝の効果についてですけれ

ども、アンケート結果を見ますと参加者の４７％

が区外から来訪されていて、そのうち９８％の方

がまた千住に訪れたいと回答していただいており

ます。 

  もう、当初区外の方に千住の魅力を知っていた

だいて、今後も来訪先として選ばれるまちになる

という目的をしっかり果たせてきてきたのかなと

いうふうに感じているところです。 

  また費用対効果でございますけれども、イベン

ト参加者の平均消費単価は５，８９４円というこ

とでアンケートこちらもアンケート結果でござい

ますが、登録者数４，３６７人で単純計算ですが

２，５００万円程度の消費をしていただいている

という計算になります。また今後も千住に来訪し

ていただくことで更にそういった経営と地域経済

の活性化に寄与できるということを期待しており

ます。 

○工藤てつや委員 先ほどアンケートの中で、千住

に訪れたいかどうかというところで９８％。 

○観光交流協会事務局長 ９８％でございます。ほ

ぼ１００％です。 

○工藤てつや委員 すごい数字なので安心しました。

ありがとうございます。 

  そうすると決定したプロポーザル事業者との連

携という部分については、うまく図れたというよ

うな評価でよろしいのでしょうかね。 

○観光交流協会事務局長 事業者との連携につきま

しては、準備段階から少なくとも週１回ミーティ

ングを繰り返して企画の方を練ってまいりました。 

  またイベント期間中に実施されました区民まつ

りですとか市場まつり、そういった千住の地域で

行われた様々なイベントで民間のイベントも含め
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て、地域期間限定クエストとして実施をするなど、

協会としても冊子の配布、千住４００年関連イベ

ントの来場者増を相互に図っていけたというふう

に考えております。 

○工藤てつや委員 分かりました。 

  昨年、庁内で横断的な対応も必要というような

ことで、たしかプロジェクトチームも立ち上がっ

ていると思うのですけれども、現在の状況につい

てはどうなのか、しっかりとまだ機能しているの

か、また来年度以降の対応についても伺いたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○シティプロモーション課長 庁内のプロジェクト

チームについては、本番年の前の年の令和６年の

６月から今年の令和８年の２月まで計７回のＰＴ

を実施しております。 

  こちらのプロジェクトチームなのですけれども、

区長、両副区長をはじめとして庁内１１の部で２

１の課が参加しております。そこに観光交流協会

も入っているのですけれども、機運醸成から各事

業の進捗状況を共有して、既存の事業の冠かも含

めて全部で７９の事業を実施させていただいてお

ります。 

  このプロジェクトチーム自体は一度４００年終

了ということで解散いたしますけれども、これで

つくられた、いろいろな関係だったりですとか庁

内の連携というところは生かしながら、また次の

地域の活性化に向けて取り組んでいきたいと考え

ております。 

○工藤てつや委員 今このプロジェクトチームは解

散をするというような御発言ありましたけれども、

是非これは解散になっても、横断的に情報を共有

したりとか、こんな取組するときは皆さん一緒に

やっていきましょうとか、何かそんな形で、これ

も、メンタル的には継続的な形でお願いしたいと

いうふうに思います。 

  それから、私の方から昨年要望していたのです

が、インバウンド的な視点で、外国人の方々にも

御来場いただけるような取組も必要ではないかと

いうのをお伝えしていましたけれども、この点に

ついて振り返っていかがでしたでしょうか。 

○観光交流協会事務局長 インバウンドについてで

すけれども、江戸の歴史や文化を中心に現在の姿

を紹介する月間江戸楽とタイアップいたしまして

千住宿開宿４００年の特集号を発刊をしておりま

す。こちらＡ５判も１万部作成しまして都内の観

光情報センターや北千住のインフォメーションコ

ーナー等で配布をいたしました。 

  また観光交流協会のＩｎｓｔａｇｒａｍ等でも、

英語のハッシュタグを付けまして、千住のＰＲの

方に努めてまいりました。 

○工藤てつや委員 そちらの方も継続的にお願いし

たいというふうに思います。 

  千住宿開宿４００周年記念事業は、やはり一過

性のイベントで終わらせてはいけないというふう

に思っております。今後もそのレガシーをどうし

ていくのか。どうやって継続的に進めていくべき

なのかというところが重要な視点であるというふ

うに思いますし、区内外問わず、この千住のまち

に何度も訪れていただけるような取組を、是非進

めていただきたいと考えておりますが、この点に

ついてはいかがでしょうか。 

○区長 区外の方々のイメージが、足立区この間よ

くなったということで、１つは、理由は何ですか

というと、テレビで取り上げられる中で、人とい

うことですとか、あとグルメというお話でした。 

  やっぱりそういう意味ではまだまだ千住ポテン

シャルがございますし、また一方で千住の琳派、

御承知のとおり、まだまだ、そうした伝統や芸術

的なものでも掘り起こしが可能な状況にもあるよ

うでございますので、それを１つつなげながら、

更にパワーアップして、足立区全体のイメージを

千住で１つブレークできるように、これからも進

めてまいります。 

  また細かくは、その時々の企画を立てながら、
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議会にも、また地域の方にも御協力いただくこと

は非常に重要だと思いますので、そういった形で、

千住を１つを仕立てて、更に足立区のイメージア

ップを図ってまいります。 

○工藤てつや委員 区長の方からも力強いお言葉を

いただきました。ありがとうございます。是非今

後も、千住のにぎわいが続くような取組を継続的

に期待したいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  次にお話変わります。 

  千住エリアデザインの千住大橋駅周辺地区につ

いて伺います。 

  先ほど、西の原委員の方からもありましたけれ

ども、千住大橋駅前の区有地は、最近では１月末

に協定を締結した事業者の大和ハウス工業による

説明会が開催されました。 

  ずっと空き地であった区有地が活用されること

は喜ばしいことではありますが、この千住大橋駅

前区有地は、遡るといつ頃から空き地となってい

たのか。またずっと利活用されずにいたのか、ま

ず、今日に至るまでの経過について伺いたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 千住大橋の駅前に

つきましては、国道４号線から入る都市計画道路

を造る関係で、区画整理事業を行っておりますけ

れども、その区画整理が平成２６年に終わってか

ら、今までずっと空き地のままでございました。 

  その間、東京電力パワーグリッドが空き地であ

るということに目を付けまして、工事をする際の

工事車両の仮設駐車場として使いたいということ

でお話がありまして、その関係で、いっときお貸

しをしてたときがございます。 

○工藤てつや委員 振り返ると随分空き地だった期

間が長くて、地域住民の皆さんから、あそこどう

なるのというようなお話をずっと長い間、私も受

け止めてまいりました。 

  なぜ、当該土地の利活用が、これ最近になって

急遽動き始めたのか、その経緯について、ちょっ

と改めて伺いたいと思いますがいかがでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 当初、区画整理を

行った後に、東京都住宅供給公社と足立区で土地

を持ち合っておりまして、そこを将来的に民間活

用をしてもらおうということで、お互いにタイミ

ングを合わせながら使っていこうというようなこ

とを話し合っておりましたけれども、そのタイミ

ングですとかやり方、手法について、うまく話が

つかずにそのままになっていたという状況でござ

います。 

  このままですと、ずっとそのままになってしま

いますので、令和６年に東京都住宅供給公社と話

をしまして、東京都住宅供給公社にまず買わない

かというお話を差し上げたところ購入する意思は

ないというところですね。区の方に売っていただ

いて区の方で使うのはどうかということであれば、

それは売っても構わないというお話をいただきま

したので、区の方で購入をして、一体の土地とし

て使うということで、舵を切り替えまして、活用

方針を策定して、今回プロポーザルを経て事業者

を決定して動き始めたというところでございます。 

○工藤てつや委員 詳しくありがとうございます。 

  ちょっと歳入のちょっと話になるのですけれど

も、関連して伺いたいと思うのですけれども、足

立区各会計予算案の説明概要の横のやつですね。

これ８ページに、財産収入、１普通財産貸付収入

という欄があります。これが増減率を見ると、１

１５．４％の増というふうになっているのですけ

れども、これは千住大橋駅前、区有地の利活用と、

これ関係があるのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 実際交渉権者にお

貸しをする際の金額については協定で定めており

まして、権利金が大体２億２，０００万円弱、土

地代が１２月から契約をしてお返しする予定にな

っておりますけれども、１２月から４月まで３月

まで、もう家賃が入っておりまして、それが大体、
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ここに書いております増分に該当するので、この

増分は千住大橋の貸付けによるものだというよう

に考えられるかと思います。 

○工藤てつや委員 分かりました。 

  ちなみに千町橋駅前区有地に計画されている施

設は、複合施設というふうに伺っておりますが、

具体的にはどのような施設になるのか、また隣接

地には、ポンテポルタという大規模な商業施設が

ありますが、この施設とはどういった関係性にな

るのか、ちょっとイメージ伺いたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 さきの本会議でも

御質問ありましたとおり、建物としては１３階建

て、１階から３階につきましてはスーパーですと

か学童、スポーツ学童フィットネス、ブックアン

ドカフェというようなものと、あと診療所等のサ

ービス施設が入るという予定になっております。

また、４階以上、４階から１３階までは賃貸住宅

を計画しているというところでございます。 

  ポンテポルタとの関係ですけれども、優先交渉

権者の大和ハウスにつきましては、競合を避けた

店舗構成としたいということで、スーパーにつき

ましては通常のスーパーと違って、足立市場も近

いということで、鮮魚等の専門スーパーとしたよ

うなお話をいただいているところでございます。 

  全体的にスケジュールといたしましては先ほど

申しましたとおり１２月に土地を引き渡しまして

工事着手、令和１１年７月頃には運営開始ができ

ればというふうに聞いてございます。 

○工藤てつや委員 分かりました。駅の目の前で、

かなり地域住民の皆様も期待を寄せている場所で

もありますので、大橋駅周辺のまちづくりが、更

に発展できるように、引き続き、御対応お願いし

たいというふうに思います。 

  次に千住大川端地区について、今度伺いたいと

思います。 

  千住大川端の開発拠点地区では、隅田川のＣ地

区、それから京成電鉄側のＢ地区とあって、Ｃ－

１地区は旭化成ホームズを含む共同企業体、Ｃ－

２地区は三井不動産レジデンシャルとデベロッパ

ーが決定をして、特にＣ－２地区では、この１月

３０日に工事に着手したというような報告を受け

ました。 

  未利用低利用だった工場跡地を開発して、担税

力の高い区民を誘致し、スーパー堤防の整備など

により千住地域の防災性の向上を図る取組である

ため、是非順調に進めていただきたいと思ってお

ります。 

  現在、Ｂ地区については、デベロッパーが決ま

ったとの報告は受けていない状況なのですけれど

も、現在どのような状況になっているのか、見解

を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 京成側のＢ地区に

つきましては、今まで決まっておりませんでした

が、ちょうど今日、事業者が決まったという報告

を受けまして、Ｂ３地区というところ、駅、京成

関屋駅に一番近いところの地区につきましては、

住友不動産に決まったというふうに報告を受けて

おります。 

○工藤てつや委員 最新の情報ありがとうございま

す。 

  ちなみにＢ３地区のマンションは住友不動産と

伺っておりますけれども、Ｂ３の地区には商業施

設も含まれていて、１期工事は商業施設、２期工

事はマンションというような順位に、順番と言う

のでしょうかね、なっているかと思います。 

  Ｃ－２地区のマンション建設が始まったことを

考えますと、ここに住む方の利便性も考慮して、

早期に商業施設の工事に着手をする必要性がある

のではないかと考えていますが、商業施設のデベ

ロッパーは決まっている状況なのでしょうか。現

状について伺いたいと思います。 

○千住地地区まちづくり担当部長 言葉が足らずに

申し訳ございませんでした。工藤委員おっしゃる



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ６８  

 

とおり、商業施設とマンションにつきまして同じ

Ｂ３地区になっておりまして、商業施設の開設に

ついては地域の方からも御意見があるところでご

ざいます。 

  商業施設につきましても、先ほどの御報告と同

じ通りＢ３地区全体として住友不動産に決まった

ということで、商業地区の商業施設につきまして

も、住友不動産がこれから取り組んでいくという

ところになるところでございます。 

○工藤てつや委員 優先順位的には商業施設という

ことでよろしいですか。まず初めに。 

○千住地区まちづくり担当部長 同じＢ３地区でも

工区が第１工区、第２工区と分かれておりまして、

商業施設の方が早く第１工区で着手していくとい

う予定になっております。 

○工藤てつや委員 優先順位も先に商業施設という

ことでよろしいかと思います。ありがとうござい

ます。是非進めていただきたいと思います。 

  それと千住大橋では、ニッピ・リーガルの開発

拠点地区をポンテグランデＴＯＫＹＯと命名して、

ゆとりと潤いにあふれる都市景観を相すると共に、

機能的かつ安全で災害に強い都市デザインの実現

に取り組んでおります。 

  このようなブランディング戦略、このブランデ

ィング戦略というのは、開発の知名度を向上させ

ると共に、関係する方々の愛着や誇りに寄与する

ものと考えています。 

  千住大川端地区においてもこの開発拠点地区に

愛称名、ネーミングを付けるべきだというふうに

思うのですが、この点についてはいかがでしょう

か。 

○千住地区まちづくり担当部長 千住大橋につきま

しては、ポンテグランデということで、これイタ

リア語で大橋という意味ですけれども、そういう

名称を付けて、愛称を持って皆さん場所がすぐ分

かるような形になってきてるのかなというふうに

思っております。 

  千住大川端地区につきましても、やはりそうい

うネーミングといいますかブランディング必要だ

と思っておりますので、これについては事業者の

方とも話しておりますけれども、事業者の方とい

たしましても、そういうふうに取り組んでいきた

いということですので、これからどういうふうに

名前を付けていくのか、スキームですとか手法に

つきましては、事業者と共に協議を深めていきた

いと思っております。 

○工藤てつや委員 ブランディング戦略は大変重要

な視点だと思いますし、今後の開発に是非、事業

者さんと連携しながら生かしていただきたいとい

うふうに思います。 

  次に話題変わります。 

  区内中小企業人材採用支援助成金について伺い

たいと思います。 

  予算のあらましの２２ページ、下段の部分にな

ります。 

  この施策なのですが、昨年の７月に各種団体か

ら、我々自民党の方に、この施策については、継

続的に実施をしていただきたいとの御要望と共に、

申込みを年に１回から２回にというような強い要

望がございました。 

  予算のあらましにもあるとおり、我が党として

も要望していた案件でありますが、今回は２回の

申込みが可能となりました。 

  この拡大に至った理由とその効果についてはど

のように区として考えているのか、現状について

伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

○企業経営支援課長 まず理由でございますが、私

どもも令和６年度の利用企業から申請可能回数を

増やしてほしいという声を大きくいただいており

ました。またアンケート分析しますと上限額いっ

ぱいまで活用できていない企業もございました。 

  そして効果につきましてですけれども、募集時

期短いスパンで区切った上で、年度複数回求人を

出す企業もございますので、そういった企業の採
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用戦略に沿った活用をしていただけるというふう

に考えております。 

○工藤てつや委員 ありがとうございます。我が党

からの要望でもありましたので、是非来年度こう

いった形で進めていただきたいと思います。 

  それと、この施策について、今年度は１億８，

０００万円余を計上されていたのですが、これ見

ると令和８年度は１億６，０００万円余というこ

とで、少し予算規模が縮小されているような傾向

があるのですが、これはどういった要因になって

いるのか、伺いたいと思います。いかがでしょう

か。 

○企業経営支援課長 今年度の予算計上に当たりま

しては初年度であります令和６年度の申請状況を

基に算定をしましたが、初年度ということで年間

を通した申請の傾向を捉えきれず、申請数が多い

時期を基に算定をしておりました。今年度は１億

１，０００万円ほどで着地の見込みとなっており

ます。 

  ですので令和８年度はそこを考慮しつつ、かつ

年度複数回、申請分の影響を見込んで１億６，０

００万円ということで計上をさせていただきまし

た。 

○工藤てつや委員 詳しくありがとうございます。

分かりました。 

  この施策については、やはりどれだけ採用率を

増やせるかということと、会社にその方が入社さ

れてから離職することなく継続的に仕事に従事し

ていけるかということだと思っております。 

  今年度も残り僅かというタイミングであります

けれども、今年度はどの程度の採用率になると見

込んでいるのか、現状について伺いたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

○企業経営支援課長 採用率についてでございます

が、人材紹介は仕組み上１００％となりまして、

求人広告、こちらについては令和６年度５６％に

対しまして、今年度は６５％前後の見込みとなっ

ております。 

○工藤てつや委員 今、御答弁あったように令和６

年度が５６％で、今年度はこの時点で６５％前後

の見込みということですから、少しずつこうやっ

て採用率も上がってきて、この施策の効果が十分

に出てきているのかなというふうに思います。 

  採用後の定着度については、定期的に事業者向

けにアンケートを実施していく方向性だったと思

います。これ私も産業環境委員会の中で要望させ

ていただいていた案件だと思うのですが、現在ど

ういった状況になっているのか。ちなみに今年度

の離職者数ですとか、主な理由についてはどうか、

この施策をまた導入してから見えてきた課題です

とか問題点、こういったものもあれば教えていた

だきたいのですが、いかがでしょうか。 

○企業経営支援課長 まず現在の状況でございます

けれども、令和６年度は実績報告から３か月後に

実施しまして任意でありましたので、回収率は６

３％というようなアンケートの結果でしたけれど

も、今年は６か月後の実施に変更しつつ、要綱で

申請の一環に位置づけるというところで回収率は

１００％を今保っております。 

  また離職者数とその主な理由についてですけれ

ども、現時点で報告対象の採用者５５名に対しま

して離職者数は９名というところで全体の１６％

という数字になっております。 

  理由は自己都合による退職でしたり、勤務態度

に問題があるなどが挙げられております。この施

策の問題点課題のところですけれども、昨年度、

産業経済部のアンケートを実施したところ、この

補助金を知らないと回答した企業が半数おりまし

たので、今後も認知度の向上に努めていくことが

必要というふうに考えております。 

○工藤てつや委員 アンケートを義務づけというか

要綱で決めたというのは本当によかったのかなと

思いますし、そのことによって、様々なデータを

確認して分析ができるようになったのかなという



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ７０  

 

ふうに思います。 

  離職者を減らすことは企業努力だと思うのです

けれども、まだまだこの施策について、先ほども

企業経営支援課長の方から答弁があったように、

認知度がちょっと低いというところもあろうかと

思いますので、是非効果的な広報、これからもお

願いしたいと思います。 

  まだまだ聞きたいことはあるのですが、残りも

うそろそろ３０秒ということでございますので、

私の質問はこれで終わりにしたいと思います。残

りはまた、総括の方で対応していきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 本日の審査はこの程度にと

どめ散会いたします。 

  なお、次回の委員会は、明６日午前１０時より

開会いたしますので、定刻までに御参集願います。

お疲れさまでした。 

午後４時００閉会 


